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第１編 総 則

第１章 計画の目的等

１ 計画の目的

我が国の平和と安全を確保するためには、外交努力や国際平和協力などを通じて、国

際社会の平和と協調を図ることが最も重要である。

しかしながら、こうした努力にもかかわらず、万一我が国が外部から武力攻撃を受け

たり、大規模テロ等が発生した場合は、国や地方公共団体は、国民の生命、身体及び財

産を保護する責務を有している。

このようなことから、平成１６年６月に武力攻撃事態等における国民の保護のための

措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号）が制定され、同年９月１７日に施行さ

れた。

この計画は 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第３４条、

の規定に基づき、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置の実施に関して総合

的に定め、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、及び県内において関係機

関が実施する国民の保護のための措置を総合的に推進することによって、武力攻撃等か

ら県民の生命、身体及び財産を保護するとともに、武力攻撃等の県民生活及び県民経済

に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。

２ 用語の意義

この計画における主な用語の意義は、下表に定めるところによるものとし、その他の

用語については、国民保護法の例によるものとする。

用 語 定 義

事態対処法 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立

並びに国及び国民の安全の確保に関する法律（平成１５年法律

第７９号）

国民保護法 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

国民保護法施行令 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

施行令（平成１６年政令第２７５号）

県本部条例 宮崎県国民保護対策本部及び宮崎県緊急対処事態対策本部条例

第１編第１章
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（平成１７年宮崎県条例第１３号）

県協議会条例 宮崎県国民保護協議会条例（平成１７年宮崎県条例第１４号）

国民保護措置 国民保護法に基づく武力攻撃事態等における国民の保護のため

の措置（緊急対処保護措置を含む ）。

基本指針 国民保護法第３２条の規定に基づき政府が作成した基本指針

国の国民保護計画 国民保護法第３３条の規定に基づき指定行政機関の長が作成し

た国民の保護に関する計画

県国民保護計画 国民保護法第３４条の規定に基づき宮崎県知事が作成した国民

の保護に関する計画

市町村国民保護計 国民保護法第３５条の規定に基づき市町村長が作成した国民の

画 保護に関する計画

国民保護業務計画 国民保護法第３６条の規定に基づき指定公共機関又は指定地方

公共機関が作成した国民の保護に関する業務計画

県地域防災計画 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４０条の規定

に基づき宮崎県防災会議が作成した宮崎県地域防災計画

県国民保護協議会 国民保護法第３７条の規定に基づき設置された宮崎県国民保護

協議会

市町村国民保護協 国民保護法第３９条の規定に基づき設置された各市町村の国民

議会 保護協議会

国の対策本部 事態対処法第１０条の規定により内閣に設置された事態対策本

部

国の現地対策本部 国民保護法第２４条第２項の規定により設置された武力攻撃事

態等現地対策本部

県対策本部 国民保護法第２７条の規定により県に設置された宮崎県国民保

護対策本部（宮崎県緊急対処事態対策本部を含む ）。

県現地対策本部 国民保護法第２８条第８項の規定により設置された県の現地対
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策本部

市町村対策本部 国民保護法第２７条の規定により市町村に設置された市町村国

民保護対策本部（市町村緊急対処事態対策本部を含む ）。

県職員 特に定めのない限り、県警察職員を除く県の職員

ＮＢＣ攻撃 核兵器（Nuclear weapons 、生物兵器(Biological weapons））

又は化学兵器（Chemical weapons）による攻撃

３ 計画の構成

この計画は、次の各編により構成する。

第１編 総則

第２編 平素からの備えや予防

第３編 武力攻撃事態等への対処

第４編 復旧等

第５編 緊急対処事態への対処

４ 計画の見直し及び変更手続

(1) 計画の見直し

この計画は、国民保護法第３４条第１項の規定により、基本指針に基づき作成す

るものであるが、基本指針は、我が国を取り巻く安全保障環境の変化等に伴い、国

民の安全を確保するため、国民保護措置についても不断の検証を行い、必要に応じ

て変更を行うものとされている。

したがって、この計画も、基本指針の見直しに加え、国民保護措置に関する研究

成果や新たなシステムの構築、国民保護訓練の結果等を踏まえて、不断の見直しを

行うものとする。

見直しに当たっては、県国民保護協議会の意見を尊重するとともに、広く関係者

や県民の意見を求めるものとする。

(2) 計画の変更手続

、 、 、この計画の変更に当たっては 計画作成時と同様 県国民保護協議会に諮問の上

総務大臣を経由して、内閣総理大臣に協議するとともに、県議会に報告し、公表す

るものとする。

ただし、国民保護法施行令第５条に規定する軽微な変更にあっては、県国民保護

協議会への諮問及び内閣総理大臣への協議は不要とされている。
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５ 県地域防災計画との整合性の確保

県においては、災害対策基本法に基づき、県地域防災計画を策定し、台風や地震など

の自然災害や大規模事故等に対する防災対策を実施している。

県地域防災計画は、この計画とは、その対象とする災害の発生原因は異なるものの、

災害の態様や対処方法には、国民保護措置と共通する部分が多い。また、発生した事態

に効果的に対応するためには、県対策本部の運用や関係機関との連携体制等の統一を図

る必要がある。

このようなことから、この計画は、県地域防災計画との整合性を確保し、できるだけ

統一的な運用ができるように配慮するものとする。

また、この計画に定めのない事項については、県地域防災計画等に準じて対応するも

のとする。

６ 市町村国民保護計画及び指定地方公共機関の国民保護業務計画

市町村国民保護計画及び指定地方公共機関の国民保護業務計画については、基本指針

を踏まえつつ、県国民保護計画に基づき作成するものとする。

第１編第１章
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第２章 計画の前提となる事態の類型

１ 国民保護法の対象となる事態

国民保護法の対象となる事態は、下表のとおりである。

これらの事態については、いずれも、政府において、現実の状況に応じて個別具体

的に事態を認定の上、対処の方針を定め、国会の承認を得ることとされている。

事 態 定 義

武 武 力 攻 撃 事 態 ・武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白

力 な危険が切迫していると認められるに至った事態

攻 （事態対処法第２条第１項第２号）

撃

事 武力攻撃予測事態 ・武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武

態 力攻撃が予測されるに至った事態

等 （事態対処法第２条第１項第３号）

緊 急 対 処 事 態 ・武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷

する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白

な危険が切迫していると認められるに至った事態（後

日武力攻撃事態であることの認定が行われることとな

る事態を含む ）で、国家として緊急に対処すること。

が必要なもの（事態対処法第２２条第１項）

２ 武力攻撃事態等及び緊急対処事態の類型

基本指針において示された県国民保護計画の作成及び国民保護措置の実施に当たっ

て考慮すべき武力攻撃事態及び緊急対処事態の類型は、下表のとおりである。

第１編第２章
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事態の類型 想 定

着 上 陸 侵 攻 ・我が国の占領等の目的をもって、他国が武力を行使し

て、我が国の領土に、海又は空から直接着上陸し、侵

武 攻する事態であり、それに先立ち、航空機や弾道ミサ

イルによる攻撃が実施される可能性が高い。攻撃は、

力 比較的広域かつ長期間になることが予想される。

攻 ゲリラや特殊部隊 ・ゲリラや特殊部隊を潜入させて行う不正規型の攻撃を

による攻撃 いい、不正規軍の要員であるゲリラによる施設等の破

撃 壊や人員に対する攻撃が行われるものと、正規軍であ

る特殊部隊による破壊工作、要人暗殺、中枢機関への

事 攻撃が行われるものがある。

態 弾道ミサイル攻撃 ・長射程の弾道ミサイルに、各種の弾頭を搭載して、我

が国に発射し、攻撃を行うもので、弾頭は、通常弾頭

等 又はＮＢＣ弾頭が考えられる。

航 空 攻 撃 ・我が国に対する着上陸侵攻の支援等を目的として、航

空機による攻撃（空爆）を行うもので、都市部やライ

フラインのインフラ施設等への攻撃が想定される。

危険性を内在する ・原子力事業所等の破壊

物質を有する施設 ・石油コンビナート、可燃性ガス貯蔵施設等の爆破

等に対する攻撃が ・危険物積載船への攻撃

行われる事態 ・ダムの破壊

緊

多数の人が集合す ・大規模集客施設、ターミナル駅等の爆破

急 る施設、大量輸送 ・列車等の爆破

機関等に対する攻

対 撃が行われる事態

処 多数の人を殺傷す ・放射性物質を混入させた爆弾(ダーティボム)等の爆発

る特性を有する物 による放射能の拡散

事 質等による攻撃が ・炭疽菌等生物剤の航空機等による大量散布

行われる事態 ・市街地等におけるサリン等化学剤の大量散布

態 ・水源地に対する毒素等の混入

破壊の手段として ・航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ

交通機関を用いた ・弾道ミサイル等の飛来

攻撃等が行われる

事態
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３ 留意事項

「武力攻撃事態等」は、その時点における国際情勢等を背景に、相手国等の意図的

な攻撃により発生するものであり、あらかじめ、特定の攻撃対象や攻撃内容、被害等

を想定することは困難である。

したがって、この計画は、いろいろな場面に対応した避難や救援等の基本的な考え

方や実施方法等を定めることとし、必要に応じ、武力攻撃等の類型ごとの留意事項を

記載することとする。

なお、計画作成上の武力攻撃等に関する留意事項は、次のとおりである。

① 平成２６年度以降に係る防衛計画の大綱について 平成２５年１２月１７日国「 」（

家安全保障会議及び閣議決定 によると 冷戦期に懸念されていたような主要国間） 、「

の大規模武力紛争の蓋然性は、引き続き低いものと考えられるが、以上に述べたよ

うな、様々な安全保障上の課題や不安定要因がより顕在化・先鋭化してきており、

平成２３年度以降に係る防衛計画の大綱について 平成２２年１２月１７日安全「 」（

保障会議及び閣議決定）の策定以降、我が国を取り巻く安全保障環境は、一層厳し

さを増している」とされており、当面は、ゲリラや特殊部隊による攻撃や弾道ミサ

イル攻撃等及びこれらの複合事態の可能性が比較的高いものと考えられる。

② 「緊急対処事態」については、大規模テロが想定されるが、その目的が、攻撃に

よる直接的なダメージを与えることだけでなく、攻撃により社会を混乱に陥れ、内

外に自己の存在や主張を誇示することにあることや、過去の大規模テロの例を考え

れば、攻撃の対象は、国の象徴的な建物や政治経済の重要施設、相当多数の人が集

まる集客施設等となる可能性が高いものと考えられる。

③ いずれの場合も、攻撃手段が通常兵器か、ＮＢＣ兵器かによって、被害の規模や

対処の方法が大きく異なることとなる。

第１編第２章
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第３章 国民保護措置の実施に関する基本的な考え方

県は 武力攻撃事態等において 国民保護法その他の法令 基本指針及び県国民保護、 、 、

計画に基づき 国民の協力を得つつ 国や他の地方公共団体 指定公共機関及び指定地、 、 、

方公共機関と相互に連携協力し 国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期すもの、

とする。

国民保護措置の実施に当たっては、次の点に特に留意するものとする。

１ 基本的人権の尊重

国民保護措置の実施に当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利を尊重

し、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最小限の

ものに限り、公正かつ適正な手続の下に行う。

２ 国民の権利利益の迅速な救済

国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟その

他の権利利益の救済に係る手続をできる限り迅速に処理するよう努める。

３ 国民に対する情報提供

武力攻撃事態等においては、国民に対し、国民保護措置に関する正確な情報を適時

に、かつ、適切な方法で提供する。

４ 関係機関相互の連携協力の確保

国民保護措置の実施に備え、国、他の都道府県、市町村並びに指定公共機関及び指

定地方公共機関と平素から相互の連携体制の整備に努める。

５ 国民の協力

国民保護措置の実施に関する国民の協力は、国民の自発的な意思にゆだねられるも

のであって、協力の要請に当たっては、強制にわたることがあってはならない。

また、市町村等とも連携しつつ、消防団及び自主防災組織の充実・活性化、ボラン

ティアへの支援に努める。

第１編第３章
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６ 指定公共機関及び指定地方公共機関への配慮

① 指定公共機関及び指定地方公共機関の国民保護措置の実施方法については、そ

れぞれの機関が武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断するものであること

に留意する。

② 日本赤十字社が実施する国民保護措置については、その特性にかんがみ、その

自主性を尊重する。

③ 放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民保護措置

については 放送の自律を保障することにより その言論その他表現の自由に特、 、

に配慮する。

７ 高齢者、障がい者等への配慮及び国際人道法の的確な実施の確保

国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障がい者その他特に配慮を要する者の

保護について留意する。

また、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保する。

８ 外国人への適用

日本国憲法第３章に規定する国民の権利及び義務に関する規定は、その性質上適

用できないものを除き、外国人にも適用されるものと解されていることから、県内

に居住し、又は滞在している外国人についても、この計画に基づく国民保護措置を

実施する。

９ 安全の確保

国民保護措置を実施するに当たっては、国民保護措置に従事する者の安全の確保に

十分に配慮する。

また、要請に応じて国民保護措置に協力する者に対しては、その内容に応じて安全

の確保に十分に配慮するものとする。
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第４章 関係機関の責務及び事務又は業務の大綱

国民保護措置の実施に関する関係機関の責務及び事務又は業務の大綱は、次のとおり

である。

１ 県

県は、この計画に基づき、武力攻撃事態等において、避難の指示、避難住民等（避

難住民及び武力攻撃災害による被災者をいう。以下同じ。）の救援などの国民保護措

置を的確かつ迅速に実施するとともに、県の区域内において関係機関が実施する国民

保護措置を総合的に推進する。

処理すべき事務又は業務機関名

(1) 県国民保護計画に関すること。宮 崎 県

(2) 県国民保護協議会に関すること。

(3) 県対策本部に関すること。

(4) 国民保護措置に関する施設及び組織の整備に関すること。

(5) 国民保護に関する啓発及び訓練に関すること。

(6) 国民保護措置に必要な資機材等の整備及び備蓄に関するこ

と。

(7) 警報の通知に関すること。

(8) 避難の指示、避難住民の誘導、県の区域を越える住民の避

難その他の住民の避難に関すること。

(9) 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他避難住民等の

救援に関すること。

(10) 武力攻撃災害の防除及び軽減、緊急通報の発令、退避の指

示、警戒区域の設定、保健衛生の確保、被災情報の収集その

他の武力攻撃災害への対処に関すること。

(11) 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民

生活の安定に関する措置に関すること。

(12) 武力攻撃災害の復旧に関すること。

(13) 赤十字標章等及び特殊標章等の交付又は使用の許可に関す

ること。

第１編第４章
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２ 市町村

市町村は、市町村国民保護計画に基づき、警報の伝達、避難住民の誘導などの国民

保護措置を的確かつ迅速に実施するとともに、当該市町村の区域内において関係機関

が実施する国民保護措置を総合的に推進する。

処理すべき事務又は業務機関名

(1) 市町村国民保護計画に関すること。市 町 村

(2) 市町村国民保護協議会に関すること。

(3) 市町村対策本部に関すること。

(4) 国民保護措置に関する施設及び組織の整備に関すること。

(5) 国民保護に関する啓発及び訓練に関すること。

(6) 国民保護措置に必要な資機材等の整備及び備蓄に関するこ

と。

(7) 警報の伝達、避難実施要領の策定、避難住民の誘導、関係

機関の調整その他の住民の避難に関すること。

(8) 救援、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援

に関すること。

(9) 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災

情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関すること。

(10) 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関すること。

(11) 武力攻撃災害の復旧に関すること。

３ 指定地方行政機関

指定地方行政機関は、国の国民保護計画に基づき、その所掌事務に関する国民保護

措置を的確かつ迅速に実施するとともに、県、市町村等が行う国民保護措置に関し、

必要な支援を行う。

処理すべき事務又は業務機関名

(1) 管区内各県警察の国民保護措置及び相互援助の指導・調整九州管区警察局

に関すること。

(2) 他管区警察局との連携に関すること。

(3) 管区内各県警察、関係機関等からの情報収集及び報告連絡

に関すること。

(4) 警察通信の確保及び統制に関すること。
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(1) 所管財産（周辺財産）の使用に関する連絡調整に関するこ九州防衛局

と。

(2) 米軍施設内通行等に関する連絡調整に関すること。

(1) 電気通信事業者及び放送事業者との連絡調整に関すること。九州総合通信局

(2) 電波の監督管理、監視並びに無線の施設の設置及び使用の規

律に関すること。

(3) 非常事態における重要通信の確保に関すること。

(4) 非常通信協議会の指導育成に関すること。

(1) 地方公共団体に対する災害融資に関すること。九州財務局

(2) 金融機関に対する緊急措置の指示に関すること。

(3) 普通財産の無償貸付に関すること。

(4) 被災施設の復旧事業費の査定の立会いに関すること。

(1) 輸入物資の通関手続に関すること。門司税関

(1) 救援等に係る情報の収集及び提供に関すること。九州厚生局

(1) 被災者の雇用対策に関すること。宮崎労働局

(1) 武力攻撃災害対策用食料及び備蓄物資の確保に関すること。九州農政局

(2) 農業関連施設の応急復旧に関すること。

(1) 武力攻撃災害対策用復旧用資材の調達・供給に関すること。九州森林管理局

(1) 救援物資の円滑な供給の確保に関すること。九州経済産業局

(2) 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保に関すること。

(3) 被災中小企業の振興に関すること。

(1) 鉱山における災害時の応急対策に関すること。九州産業保安監

(2) 危険物等の保全に関すること。督部

(1) 被災時における直轄河川、国道等の公共土木施設の応急復九州地方整備局

旧に関すること。

(2) 港湾施設の使用に関する連絡調整に関すること。

(3) 港湾施設の応急復旧に関すること。
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(1) 運送事業者との連絡調整に関すること。九州運輸局

(2) 運送施設及び車両の安全保安に関すること。

(1) 飛行場使用に関する連絡調整に関すること。大阪航空局

(2) 航空機の航行の安全確保に関すること。

(1) 気象状況の把握及び情報の提供に関すること。福岡管区気象台

(1) 船舶内に在る者に対する警報及び避難措置の指示の伝達に第十管区海上保

関すること。安本部

(2) 海上における避難住民の誘導、秩序の維持及び安全の確保

に関すること。

(3) 生活関連等施設の安全確保に係る立ち入り制限区域の指定

等に関すること。

(4) 海上における警戒区域の設定等及び退避の指示に関するこ

と。

(5) 海上における消火活動及び被災者の救助・救急活動、その

他の武力攻撃災害への対処に関すること。

(1) 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供に九州地方環境事

関すること。務所

(2) 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量

の情報収集に関すること。

４ 自衛隊

自衛隊は、その主たる任務である我が国に対する侵略を排除するための活動に支障

の生じない範囲で、可能な限り国民保護措置を実施するとともに、他の機関が実施す

る国民保護措置を支援するものとする。

処理すべき事務又は業務機関名

(1) 武力攻撃事態等における国民保護措置の実施に関すること。陸上自衛隊

(2) 関係機関が実施する国民保護措置の支援等に関すること。海上自衛隊

航空自衛隊

地方協力本部
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５ 指定公共機関及び指定地方公共機関

指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民保護業務計画に基づき、その業務に関

する国民保護措置を実施する。

処理すべき事務又は業務機関名

(1) 武力攻撃災害に関する指導、助言等に関すること。災害研究機関

(1) 警報及び避難の指示（警報の解除及び避難の指示の解除を放送事業者

含む。）の内容並びに緊急通報の内容の放送に関すること。

(1) 避難住民及び緊急物資の運送に関すること。運送事業者

(2) 旅客及び貨物の運送の確保に関すること。

(1) 通信の確保に関すること。電気通信事業者

(2) 国民保護措置に係る通信の優先的取扱いに関すること。

(3) 避難施設における電話その他の通信設備の臨時の設置に関

すること。

(1) 電気の安定的な供給に関すること。電気事業者

(1) ガスの安定的な供給に関すること。ガス事業者

(1) 水の安定的な供給に関すること。水道事業者

水道用水供給事

業者

工業用水道事業

者

(1) 郵便の確保に関すること。郵政事業を行う

者

(1) 信書便の確保に関すること。一般信書便事業

者

(1) 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節に関すること。日本銀行

(2) 銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確
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保を通じた信用秩序の維持に関すること。

(1) 救援への協力に関すること。日本赤十字社

(2) 外国人の安否情報の収集、整理及び回答に関すること。

(1) 所管する公共的施設の維持管理に関すること。公共的施設管理

(2) 被災施設の復旧に関すること。者

(1) 医療等の確保に関すること。病院その他の医

療機関等

６ 公共的団体との協力

武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するためには、住民の

避難や救援等について協力を得ることができる公共的団体との連携が不可欠であること

から、関係機関においては、平素からこれらの公共的団体との連携を密にし、協力関係

の構築を図るものとする。



- 16 -

第５章 本県の地域特性

１ 地理的条件

、 、 （ ） 、本県は 九州の東南端に位置し 総面積は7,735k㎡で全国14位 2% の広さであり

そのうち、森林が７６．１％、農地が９．１％を占めている。

県の東部は、南北約４００ｋｍに及ぶ海岸線が日向灘に面し、日向灘に向かって県

域全体が開いた形になっている。また、本県には、１級河川の大淀川及び小丸川を始

め、多数の河川が九州山地から日向灘に注いでいることから、海岸部からの侵攻やゲ

リラ等の侵入を受けやすい地形となっている。

また、北部と西部は、ほとんど山間地域となっており、北は大分県、西は熊本県、

南西は鹿児島県に接している。

２ 気 候

、 、 、本県は 平均気温が高く 日照時間や快晴日数が全国でもトップクラスにあるなど

温暖な気候条件にあり、平野部においては、冬も雪が降ることはまれである。

一方、降水量は多く、台風の経路にも当たっているため、たびたび台風や集中豪雨

などによる被害に見舞われている。

３ 人口分布

、 ， ， 、 、本県の令和２年１０月１日現在の人口は １ ０６９ ５７６人であり このうち

３割を超える約４０万人が宮崎市に居住し、都城市及び延岡市を加えた３市に約６割

にあたる約６８万人が居住している。

４ 道 路

高速自動車道は、宮崎市までの九州縦貫自動車道は全線整備されているが、東九州

自動車道の宮崎県内区間は、大分県との県境から日南東郷間の部分開通にとどまって

おり、九州中央自動車道の宮崎県内区間は、雲海橋－平底間及び蔵田－延岡間の部分

開通にとどまっている。

また、一般道路は、大分県から延岡市、宮崎市、都城市を経由し、鹿児島県を結ぶ

国道１０号や宮崎市から日南市を経由し、鹿児島県を結ぶ国道２２０号など、国道

１８路線、県道１９５路線となっている。

第１編第５章
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５ 鉄道、空港、港湾

鉄道は、九州旅客鉄道の日豊本線、吉都線、日南線及び肥薩線があり、隣接県との

交通が確保されている。

宮崎空港は、国管理空港で、２，５００ｍの滑走路を有しており、宮崎市の中心部

や高速道路のインターチェンジとも近く、利便性の高い空港である。令和７年４月１

日現在、宮崎とソウル間、台北間及び香港間に国際定期便が就航している。なお、県

南西部圏域においては、鹿児島空港を利用することも多い。

港湾は 重要港湾が県北 細島港 県央 宮崎港 及び県南 油津港 にバランス、 （ ）、 （ ） （ ）

良く整備されている。このうち、細島港と油津港については、国際コンテナ定期航路

を有している。

６ 自衛隊施設

陸上自衛隊は、都城駐屯地が都城市に、えびの駐屯地がえびの市に所在している。

航空自衛隊は、新田原基地が新富町に、レーダーサイトが串間市の高畑山に所在し

ている。

海上自衛隊は、ＶＬＦ送信施設がえびの市に所在している。

７ その他の施設

本県には、国民保護措置の実施に当たり特に留意を要する原子力発電所及び石油コ

ンビナートは所在していないが、日向・延岡地区は、東九州有数の化学工業の集積地

域となっている。

また、隣接する鹿児島県には、原子力発電所や石油コンビナートが所在しており、

鹿児島県との連携には、特に留意を要する。

更に、本県には、４９のダムがある。ダムの数としては、全国でも多い方ではない

が、堤高１００ｍ以上のダムが２カ所あることや、水力発電用のダムが多いことなど

が特徴である。
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第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織・体制の整備等

第１ 組織・体制の整備

１ 県の各部局における平素の業務

県の各部局は、武力攻撃事態等において国民保護措置を的確かつ迅速に実施するた

め、第３編第２章において定める事務分掌に従って、平素においてその準備のための

業務及び連絡体制の確認を行うものとする。

特に、次の業務については、自然災害時における災害対策上の措置とは異なる武力

攻撃事態等における国民保護措置特有の業務であることから、特に留意して準備を行

うものとする。

(1) マニュアル等の整備

次の事務について、手続等に漏れのないようマニュアルの整備等により万全の準

備を行うこととする。

① 警報の伝達及び緊急通報の発令手順に関すること。

② 生活関連等施設に対する指導に関すること。

③ 武力攻撃事態対策本部等の運営に関すること。

④ 避難施設の指定に関すること。

(2) 避難住民の誘導

避難住民の誘導は、一義的には市町村が実施するが、市町村により誘導が行われ

ない場合や市町村から支援要請があった場合は、県職員が誘導に当たることが想定

されることから、県の出先機関職員に対し、市町村が定める避難実施要領のパター

ン等についてあらかじめ周知するとともに、市町村、県警察、消防と連携の在り方

について協議するものとする。

(3) 救援に関する事務

国民保護法においては、避難住民等に対する救援の措置は、県が行うこととされ

ていることから、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）に基づく県と市町村と

の役割分担等を参考としつつ、市町村とも協議しながら、県における救援の実施体

制の確立を図るものとする。

第２編第１章
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２ 県職員の参集基準等

(1) 職員の迅速な確保

県は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の初動対応

に万全を期するため、必要な県職員を迅速に確保できる体制を整備する。

(2) ２４時間即応体制の確保

県は、武力攻撃等が発生した場合において、事態の推移に応じて速やかに対応す

る必要があるため、防災体制と併せて、職員の当直による２４時間即応可能な体制

を確保する。

(3) 県の体制及び職員の参集範囲

県は、武力攻撃事態等に的確かつ迅速に対応するため、状況に応じて、①の体制

をとるものとし、各体制ごとの職員の参集範囲は、②のとおりとする。

① 体制

事態の状況 設 置 基 準 体 制

事態認定前 ア 県内で武力攻撃事態等の認定につながる 情報連絡本部体制

。可能性のある事案の兆候が発見されたとき

イ 他の都道府県で武力攻撃事態等の認定に

。つながる可能性のある事案が発生したとき

ウ その他危機管理統括監が必要と認めると

き。

ア 情報連絡本部での対応が困難と認めると 警戒本部体制

き。

イ 県内で武力攻撃事態等の認定につながる

可能性のある事案が発生したとき。

ウ その他知事が必要と認めるとき。

事態認定後 県対策本部設置の通知がない場合 警戒本部体制

県対策本部設置の通知を受けた場合 対策本部体制

② 参集範囲

体 制 参 集 基 準

情報連絡本部体制 危機管理局職員及び関係地方支部職員その他必要な職員

警戒本部体制 原則として、すべての県職員。ただし、具体的な参集基準

は、個別の事態の状況に応じ、その都度判断する。

対策本部体制 すべての県職員

(4) 職員への連絡手段の確保

県は、武力攻撃事態等が発生した場合において、初動体制の確保のため、すべて

の県職員に速やかに連絡できる体制を整備するものとする。

特に、県の幹部職員及び国民保護担当職員は、常時、参集時の連絡手段として、

携帯電話等を携行し、電話・電子メール等による連絡手段を確保する。

なお、県は、職員安否確認メールシステム（大規模災害発生時等において、自動

、 、的に安否確認メールが職員の携帯電話に送信され 職員は自身の安否や登庁の可否
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勤務先到着までの時間等を返信するシステム）を活用するものとする。

(5) 職員の参集が困難な場合の対応

県の幹部職員及び国民保護担当職員が、交通の途絶、職員の被災などにより参集

が困難な場合等も想定し、あらかじめ、参集予定職員の次席の職員を代替職員とし

て指定するなどにより、事態の状況に応じた職員の参集を図る。

(6) 職員の服務基準

県は、(3)の体制ごとに、防災対策に準じ、参集した職員の行うべき所掌事務を

あらかじめ定める。

(7) 本部体制の整備

県は、防災に関する体制を活用しつつ、県対策本部を設置した場合においてその

機能が確保されるよう、交代勤務体制の整備や食料の備蓄、自家発電設備の確保等

を図る。

３ 市町村及び指定地方公共機関の組織の整備等

市町村は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、常備消防体制との連携を

図りつつ、当直等の強化（守衛及び民間警備員が当直を行い、速やかに市町村長及び

国民保護担当職員へ連絡が取れる体制も含む ）を図るなど、２４時間即応可能な体。

制の整備を行うほか、職員の配置及び参集基準等の整備を行うものとする。

また、国民の権利利益の救済の手続等について迅速な対応ができるよう担当課を定

めるなど、体制の整備に努めるものとする。

指定地方公共機関は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、職員の配置等

国民保護措置に必要な体制の整備を行うほか、参集基準等の整備を行うものとする。
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第２ 関係機関との連携体制の整備

１ 基本的な考え方

県は、武力攻撃事態等への的確かつ迅速な対処ができるよう、防災のための連携体

制も活用しつつ、平素から関係機関との連携体制の整備に努めるものとする。

このため、県は、あらかじめ国、他の都道府県、市町村、指定公共機関及び指定地

方公共機関の担当部署を把握するとともに、それぞれの部署との連絡方法等について

確認するものとする。

また、県は、関係機関による意見交換の場を設ける等により、平素から関係機関相

互の意思の疎通を図るものとする。

２ 国との連携

(1) 指定行政機関及び指定地方行政機関との連携

県による国民保護措置は、国の事態認定を前提に実施するものであり、また、そ

の実施に当たっても、指定行政機関及び指定地方行政機関の実施する国民保護措置

との整合性を図るため緊密な連携が必要となることから、県は、指定行政機関や本

県の区域を管轄する指定地方行政機関及びその県内事務所との連携体制の強化を図

るものとする。

【指定行政機関及び指定地方行政機関（政令指定 】）

区 分 機 関 名

指定行政機関 １ 内閣府 ２ 国家公安委員会 ３ 警察庁 ４ 金融庁

５ 消費者庁 ６ 総務省 ７ 消防庁 ８ 法務省

９ 公安調査庁 10 外務省 11 財務省 12 国税庁

13 文部科学省 14 スポーツ庁 15 文化庁

16 厚生労働省 17 農林水産省 18 林野庁 19 水産庁

20 経済産業省 21 資源エネルギー庁 22 中小企業庁

23 国土交通省 24 国土地理院 25 観光庁 26 気象庁

27 海上保安庁 28 環境省 29 原子力規制委員会

30 防衛省 31 防衛装備庁

本県を管轄する １ 九州管区警察局 ２ 九州防衛局 ３ 九州総合通信局

指定地方行政機 ４ 九州財務局 ５ 門司税関 ６ 九州厚生局

関 ７ 宮崎労働局 ８ 九州農政局 ９ 九州森林管理局

10 九州経済産業局 11 九州産業保安監督部

12 九州地方整備局 13 九州運輸局 14 大阪航空局

15 福岡航空交通管制部 16 福岡管区気象台

17 第十管区海上保安本部 18 九州地方環境事務所
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(2) 自衛隊との連携

県は、武力攻撃事態等の際の自衛隊の部隊等の派遣要請はもとより、事態認定前

における初動対応における自衛隊の派遣要請の場合等に備え、陸上自衛隊（西部方

（ ） （ ） （ ））、面総監部 熊本市 ・第４３普通科連隊 都城市 ・第２４普通科連隊 えびの市

海上自衛隊（呉地方総監部（呉市 ）及び航空自衛隊（第５航空団（新富町 ）との） ）

、 。連絡窓口を確認し 常に迅速な対応ができるよう連携体制の整備を図るものとする

３ 他の都道府県との連携

(1) 広域応援体制の整備

県は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合や武力攻撃災害が長期にわたるよう

な場合に備えて、国民保護のために締結されている相互応援協定等に基づき、広域

にわたる避難、物資及び資材の提供並びに救援等を実施するための広域応援体制を

整備する。

【国民保護のために締結されている相互応援協定】

相互応援協定の名称 応 援 の 内 容 応援要求要領等

九州・山口９県武力攻撃 ・職員の派遣 武力攻撃災害等

災害等時相互応援協定 ・食料、飲料水及び生活必需品の の状況及び必要

提供 とする応援内容

・避難・収容施設及び住宅の提供 を明らかにして

・緊急輸送路及び輸送手段の確保 関係県に対して

・医療支援 応援を要請する

・武力攻撃災害等に対処するため

の物資や資機材の提供

・その他国民保護措置等に必要な

事項

全国都道府県における災 ・被災地等における住民の避難 九州ブロックの

害時等の広域応援に関す ・被災者等の救援・救護 幹事県に対して

る協定 ・武力攻撃災害等への対処 要請する

・災害応急・復旧対策及び復興対

策

上記に係る人的、物的支援、施設

若しくは業務の提供又はそれらの

斡旋

関西広域連合と九州地方 ・職員の派遣 九州地方知事会

知事会との災害時の相互 ・食料、飲料水及び生活必需品の に対して要請す

応援に関する協定 提供 る

・資機材の提供

・避難者及び傷病者の受入れ

・船舶等の輸送手段の確保

・医療支援
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・その他被災県が要請した措置

(2) 警察災害派遣隊の充実・強化

県警察は、他の都道府県警察と連携して、警察災害派遣隊が直ちに出動できるよ

う、隊員に対する教養訓練を徹底するとともに、招集・出動体制の確立等必要な体

制の整備を図る。

(3) 緊急消防援助隊の支援体制の整備

県は、消防庁及び他の都道府県と連携して、緊急消防援助隊による消火活動、人

命救助活動等が円滑に実施できるよう、その支援体制の整備を図る。

(4) 九州各県の間での情報共有

広域にわたる避難や救援を行う場合の避難経路や運送手段、ＮＢＣ攻撃による災

害への対応能力等に関し、九州各県との間で緊密な情報の共有を図るよう努める。

特に、生物剤による攻撃にあっては、県の区域を越える広域的な災害に対応する

ことが重要であるため、保健所及び県衛生環境研究所は、隣県との間で情報の共有

を図るよう努める。

(5) 他の都道府県に対する事務の委託

県は、隣接県に対し、国民保護措置の実施に必要な事務又はその一部を委託する

場合に備えて、あらかじめ関係各県と協議するなど必要な準備を行う。

４ 市町村との連携

(1) 市町村国民保護計画の協議

県は、市町村国民保護計画の協議を通じて、市町村の行う国民保護措置の内容を

把握し、県の行う国民保護措置との整合性の確保を図る。

(2) 市町村の行うべき事務の代行

県は、市町村長の行うべき国民保護措置の全部又は一部を市町村長に代わって行

う場合に備え、あらかじめ、手続等を定めるものとする。

(3) 市町村間の連携の確保

県は、近接する市町村が相互の市町村国民保護計画の内容について協議するため

の機会を設けることや、防災のために締結されている市町村間の相互応援協定等に

ついて必要な見直しを行う際に支援することなどを通じて、市町村相互間の連携の

確保を図る。
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(4) 消防機関の応援態勢の整備

県は、消防機関との間で情報収集体制の構築を図るとともに、消防機関の活動が

円滑に行われるよう、消防機関との調整や応援態勢の整備を図る。

特に、消防機関におけるＮＢＣ攻撃による災害への対応可能な部隊数や資機材の

所在について、あらかじめ把握しておくものとする。

また、知事は、武力攻撃災害が発生した場合において、緊急の必要があると認め

るときは、消防機関に対し、防御の措置を講ずべき指示をすることができることか

ら、県は、平素において各消防機関の消防力や応援協定の内容等についても把握し

ておくこととする。

(5) 消防団の充実・活性化の推進

消防団は、避難住民の誘導等に重要な役割を担うことから、県は、市町村と連携

し、地域住民の消防団への参加促進、消防団に係る広報活動、全国の先進事例の情

報提供、施設及び設備の整備の支援等の取組を積極的に行い、消防団の充実・活性

化を図る。

また、県は、市町村と連携し、消防団に対する国民保護措置についての研修を実

、 。施するとともに 国民保護措置に関する訓練への参加について配慮するものとする

５ 指定地方公共機関等との連携

(1) 指定地方公共機関の国民保護業務計画に対する助言等

県は、指定地方公共機関から報告を受けた国民保護業務計画について、その自主

性に配慮しつつ、必要な情報提供や助言を行う。

(2) 関係機関との協定の締結等

県は、関係機関から物資及び資材の供給や交通規制業務等について必要な協力が

得られるよう、防災のために締結されている協定の見直しを行うなど、防災に準じ

た必要な連携体制の整備を図る。

６ ボランティア団体等に対する支援

(1) 自主防災組織に対する支援

県は、自主防災組織の核となるリーダーに対する研修等を通じて自主防災組織の

育成強化を図るものとする。

また、自主防災組織の活動や自主防災組織が行う消火、救助、救援等のための資

機材の充実を支援する。

2) 自主防災組織以外のボランティア団体等に対する支援(

県は、防災のための連携体制を踏まえ、日本赤十字社、社会福祉協議会その他の

ボランティア関係団体等との連携を図り、武力攻撃事態等においてボランティア活

動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備を図る。
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第３ 通信の確保

１ 県総合情報ネットワークの充実等

県においては、従来から災害時における基幹的な通信施設として総合情報ネットワ

ークシステムを整備し、地上系と衛星系による回線の二重化や非常用電源の設置によ

る停電対策等、システムの充実を図ってきている。

武力攻撃事態等において国民保護措置を的確かつ迅速に実施するためには、通信の

確保が重要である一方、回線電話、ファクシミリ等の通常の手段がすべて途絶するよ

うな事態が生じる可能性もある。

このため、今後とも総合情報ネットワークの充実強化を図るとともに、県内各機関

での衛星携帯電話の導入を進めるなど、通信の確保に努める。

２ 関係機関との連携

武力攻撃事態等が発生した場合において、非常通信の円滑な運用を図るため、関係

省庁や電気通信事業者等で構成する非常通信協議会において、定期的な非常通信訓練

や情報交換を行うなど、国、他の地方公共団体、電気通信事業者等との連携強化を図

る。

３ 非常通信体制の確保に当たっての留意事項

非常通信体制の確保に当たっては、自然災害を念頭において確保している通信手段

を活用するとともに、次の事項に十分留意し、その運営・管理、整備等を行う。

(1) 施設・設備に係る留意事項

・ 武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、複数の情報伝達手段の整備（有

線系・無線系（地上系・衛星系）等による通信ルートの多ルート化等 、関連機）

器装置の二重化等によりバックアップ体制の整備を図る。

・ 無線通信ネットワークの整備・拡充の推進及び連携の充実強化を図る。

・ 防災救急ヘリコプターが収集した被災現場の状況に係る画像・音声を県対策本

部等にリアルタイムに伝達できるようにするため、防災映像伝送システムの活用

を図るものとする。

・ 武力攻撃災害時において確実な利用ができるよう、国民保護措置の実施に必要

な非常通信設備を定期的に総点検する。

(2) 運用面での留意事項

、 、・ 非常通信設備・機器について その機能の理解や操作の習熟に努めるとともに

実践的な通信訓練を行うなど、管理・運用体制の確立を図る。

・ 夜間・休日等における体制を確保するとともに、平素から情報の収集・連絡体
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制の整備を図る。

・ 無線通信系の通信輻輳時の混信等の対策に十分留意しつつ、武力攻撃事態等非

常時における運用計画をあらかじめ定めておくとともに、関係機関との間で、携

帯電話等の電気通信事業用移動通信及び防災行政無線、消防救急無線等の業務用

移動通信を活用した運用方法等について、あらかじめ可能な範囲で調整を図って

おくこととする。

・ 電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等の効果的な活用を念頭

においておくこととする。

・ 担当職員の役割・責任を明確化をしておくとともに、当該職員が被害を受けた

場合に備え、円滑に他の職員により代替できる体制を構築しておくこととする。

・ 国民に情報を提供するに当たっては、防災行政無線、広報車両等を活用すると

ともに、高齢者、障がい者、外国人その他の情報の入手のために援護を要する者

、 。に対しても確実に情報を伝達できるよう必要な検討を行い 体制の整備に努める

４ 県警察における通信の確保

県警察は、九州管区警察局等、県及び市町村と連携して非常通信体制の整備、応急

対策等重要通信の確保に努めるものとする。

５ 市町村における通信の確保

市町村は、武力攻撃事態等における警報の伝達等を確実に行うために、同報系その

他の防災行政無線の整備に努め、また、緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ－Ｎｅ

ｔ）や全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）等の情報通信手段の的確な運用・管

理・整備を行うものとする。
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第４ 情報収集・提供等の体制整備

１ 基本的な考え方

(1) 情報収集・提供のための体制の整備

県は、武力攻撃事態等において、武力攻撃等の状況、国民保護措置の実施状況、

被災情報その他の情報等を収集又は整理し、関係機関及び住民に対しこれらの情報

を適時かつ適切に提供するための体制を整備しておく。

この場合、防災における体制を踏まえ、効率的かつ確実な情報の収集、整理及び

提供に留意する。

(2) 関係機関における情報の共有

県は、国民保護措置の実施のために必要な情報の収集、蓄積及び更新により、デ

ータベースの構築に努めるとともに、これらの情報が関係機関により円滑に利用さ

れるよう、当該情報の管理に留意しつつ、その共有化に努める。

(3) 県警察における体制の整備

県警察は、ヘリコプターテレビ伝送システム、交通監視カメラ等その保有する手

段を活用して、迅速な情報収集・連絡を可能とする体制を整備する。

２ 警報等の通知に必要な準備

(1) 警報等の通知先となる関係機関の連絡先の把握

国の対策本部長が発令した警報が消防庁から通知されたときは、知事は、警報の

内容を市町村、指定地方公共機関等の関係機関に伝達する必要があるため、その連

絡先、連絡方法等を常に把握・更新しておくものとする。

(2) 大規模集客施設等に対する警報の伝達のための準備

県は、消防庁から警報の通知を受けたときに知事が迅速に警報の伝達を行うこと

となる大規模集客施設等（学校、病院、駅、空港、大規模集客施設、大規模集合住

、 、 。） 、宅 官公庁 事業所その他の多数の者が利用又は居住する施設をいう について

あらかじめ市町村との役割分担も考慮して、それぞれの伝達先を定めておくことと

する。

(3) 市町村に対する支援

県は、市町村が高齢者、障がい者、外国人等情報の伝達に際し配慮を要する者に

対し、適切に警報を伝達できるよう、市町村に対し必要な支援を行う。

また、県警察は、市町村が住民に対し的確かつ迅速に警報を伝達できるよう、市

町村との協力体制を構築しておくものとする。
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３ 市町村における警報の伝達に必要な準備

市町村は、知事から警報の通知があった場合の住民及び関係団体への伝達方法等に

ついて、あらかじめ定めておくものとする。

この場合において、民生委員や社会福祉施設、国際交流団体等との協力体制を構築

するなど、高齢者、障がい者、外国人等に対する伝達に配慮するものとする。

また、市町村は、警報を通知すべき「その他の関係機関」をあらかじめ市町村国民

保護計画に定めておくものとする。

４ 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備

(1) 安否情報収集のための体制整備

県は、市町村から報告を受け、又は自ら収集した安否情報（避難住民及び武力攻

撃災害により死亡し又は負傷した住民の安否に関する情報をいう ）を整理した上。

で総務大臣に報告することとされている。

このため、安否情報の収集、整理及び報告を円滑に行うとともに、国民からの照

会に適切に回答できるよう、あらかじめ県における安否情報の収集・整理・提供の

責任者等を定めるとともに、市町村との連携を確保するため、市町村の安否情報収

集体制（担当の配置や収集方法・収集先等）を把握しておくものとする。

(2) 安否情報の収集のための準備

県は、安否情報の収集について協力を求める可能性のある機関（県が管理する医

療機関、諸学校等）の所在及び連絡先等について、把握しておくとともに、当該関

係機関に協力を求める際の県と市町村の役割分担について定めておくものとする。

また、県対策本部への安否情報の報告が円滑に行われるよう、県が協力を求める

関係機関に対して報告様式等を周知しておくこととする。

５ 市町村における安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備

(1) 安否情報の収集、整理、報告及び提供のための準備

市町村は、安否情報を円滑に収集、整理、報告及び提供することができるよう、

安否情報の収集、整理及び提供の責任者を定め、必要な研修・訓練を行っておくも

のとする。

(2) 安否情報の収集に協力を求める関係機関の把握

市町村は、安否情報の収集を円滑に行うため、医療機関、諸学校、大規模事業所

等安否情報を保有し、収集に協力を求める可能性のある関係機関について、既存の

統計資料等に基づいて把握しておくものとする。

また、市町村対策本部への安否情報の報告が円滑に行われるよう、市町村が協力

を求める関係機関に対して報告様式等を周知しておくこととする。
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６ 被災情報の収集・報告に必要な準備

(1) 情報収集・連絡体制の整備

、 （ 。） 、県は 被災情報 武力攻撃災害による被害の状況に関する情報をいう の収集

整理及び総務大臣への報告等を適時かつ適切に実施するため、あらかじめ被災情報

の収集・報告に当たる担当者を定めるなど、必要な体制の整備を図っておくものと

する。

(2) 被災情報収集のための準備

県は、市町村に対し、収集した被災情報を速やかに所定の様式により報告するよ

う周知しておくとともに、指定地方公共機関に対しても、収集した被災情報を、当

該様式を参考にしつつ、速やかに県に報告するよう周知しておくものとする。

７ 市町村における被災情報の収集、整理及び報告等に必要な準備

市町村は、被災情報の収集、整理及び知事への報告等を適時かつ適切に実施するた

め、情報収集・連絡に当たる担当者を定めておくなど、必要な体制の整備を図ってお

くものとする。
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１ 基本的な考え方

県は、武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、県

職員の研修や実践的な訓練を通じて、国民保護措置の実施に必要な知識の習得や実施

能力の向上に努めるものとする。

２ 研修

(1) 国の研修機関における研修の活用

県は、危機管理を担当する県職員の専門性を高めるため、自治大学校や消防大学

校などの国の研修機関の研修課程を有効に活用し、県職員の研修機会を確保する。

(2) 県の研修機関等における研修の実施

県は、自治学院等において、危機管理に関する研修の機会を確保するとともに、

消防学校において、消防職員等の研修を実施する。

また、消防団員及び自主防災組織リーダーを対象とした国民保護措置に関する研

修等の実施を促進するため、市町村の支援を図る。

いずれの場合も、国が作成するビデオ教材やｅ－ラーニングを活用するなど多様

な方法による研修を行うよう努めるものとする。

また、県は、県職員等の研修の実施に当たっては、国の職員、危機管理に関する

知見を有する自衛隊、県警察、消防等の職員、学識経験者、テロ動向等危機管理の

研究者等外部の人材を積極的に活用することにより、研修がより効果的なものとな

るよう配慮するものとする。

３ 訓練

(1) 県における訓練の実施

県は、市町村とともに、国や他県等の関係機関と共同するなどして、国民保護措

置についての訓練を実施し、武力攻撃事態等における国民保護措置の実施能力の向

上を図る。

訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練におけるシナリオ作

成等、既存のノウハウを活用するとともに、消防、県警察、海上保安庁、自衛隊等

との連携による、ＮＢＣ攻撃等により発生する武力攻撃災害への対応訓練、広域に

、 、わたる避難訓練及び地下への避難訓練等 武力攻撃事態等に特有な訓練等について

人口密集地を含む様々な場所や想定で行うとともに、実際に資機材や様々な情報伝

達手段を用いるなど実践的なものとするよう努めるものとする。

(2) 訓練の形態及び項目

第２編第１章
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訓練を計画するに当たっては、実際に人・物等の動きが伴う実動訓練、状況付与

に基づいて参加者に意思決定を行わせる図上訓練等、実際の行動や判断を伴う実践

的な訓練となるよう留意する。

また、防災訓練における実施項目を参考にしつつ、以下に示す訓練を実施する。

この場合、国民保護措置と防災上の措置との間で相互に応用・準用が可能な項目

については、国民保護措置についての訓練と防災訓練とを一体的に実施する。

① 県対策本部を迅速に設置するための職員の参集訓練及び県対策本部設置運営訓練

② 被災情報・安否情報に係る情報収集訓練及び警報・避難の指示等の通知・伝達

訓練

③ 避難誘導訓練及び救援訓練

(3) 訓練に当たっての留意事項

県警察は、必要に応じ、標示の設置、警察官による指示等により、区域又は道路

の区間を指定して、歩行者又は車両の歩行を禁止し、又は制限する。

第２編第１章
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第２章 避難及び救援に関する平素からの備え

第１ 避難・救援に関する基礎データの収集

県は、的確かつ迅速に避難の指示及び救援に関する措置を行うことができるよう、

必要な基礎データを収集・整理する。

【収集・整理すべき基礎データ】

○ 県の地図

○ 区域内の人口分布

○ 区域内の道路網のリスト

○ 運送事業者の輸送力のリスト

○ 避難施設のデータ

○ 備蓄物資、調達可能物資のリスト

○ 生活関連等施設等のリスト

○ 関係機関（国、市町村、民間事業者等）の連絡先一覧、協定

○ 収容施設（避難所（長期避難住宅を含む ）及び応急仮設住宅）として活用。

できる土地、建物等のリスト（高齢者、障害者その他特に配慮を要する者を収

容する福祉避難所として活用できる社会福祉施設、宿泊施設等並びに長期避難

住宅及び応急仮設住宅として活用できる賃貸住宅等を含む ）。

○ 関係医療機関のデータ（ＮＢＣの専門知識を有する医療関係者のリストを含

む ）。

○ 救護班のデータ

○ 火葬場等のデータ

第２編第２章
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第２ 関係機関との調整

１ 市町村との調整

(1) 市町村の避難実施要領のパターン作成に対する支援

県は、市町村が避難実施要領のパターンを作成するに当たり、消防庁が作成する

マニュアルも参考にしつつ、必要な助言を行う。

この場合においては、県警察においても避難経路の選定等について必要な助言を

行うものとする。

(2) 救援に係る調整

県は、救援を迅速に行うため必要があると認めるときは、救援に関する事務の一

部を市町村が行うこととすることができることから、市町村が行う救援に関する措

置の内容、地域等について、災害救助法に基づく救助に係る県と市町村との役割分

担を参考にしつつ、あらかじめ市町村と協議するものとする。

２ 日本赤十字社との協議

県は、避難住民等に対する救援を実施するに当たり、日本赤十字社に対し、必要な

事項を委託することができることから、あらかじめその範囲等について、日本赤十字

社宮崎県支部と協議を行うものとする。

３ 自衛隊との協議

自衛隊施設は、防衛に係る諸活動の拠点となる等の特性があることから、その周辺

地域における住民の避難については、国が必要な調整を行うこととされている。

このため、県は、避難施設、避難経路及び運送手段の確保に当たり、平素から国と

の密接な連携を図るとともに、それぞれの施設の周辺住民の避難のあり方について、

関係市町とともに自衛隊とあらかじめ協議するものとする。

４ 海上保安部等との連携

本県の地理的条件を勘案すると、海岸部からのゲリラ等の侵入が想定されることか

ら、県は、テロ対策における連携体制に準じ、宮崎海上保安部及び日向海上保安署と

の連絡体制等を確認するとともに、県警察、自衛隊を含めた関係機関との連携を図る

ものとする。

５ 電気通信事業者との協議

県は、避難住民等に対する通信手段の確保に当たって、必要な通信設備の臨時の設

置に関する条件等について、あらかじめ電気通信事業者と協議を行うものとする。
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第３ 必要な体制の整備

１ 医療救護体制の整備等

県は、県医師会に対する救護班の派遣要請など、適切な医療の実施を要請する方法

をあらかじめ定める。この場合において、県医師会の協力を得て、ＮＢＣ攻撃に伴う

特殊な医療の実施が可能な医療関係者の把握に努める。

また、武力攻撃災害が発生した場合に的確かつ迅速な医療活動ができるよう、地域

防災計画に準じ、災害拠点病院等を整備し、初期医療、後方医療及び広域的医療の医

療救護体制の確立を図るとともに、日本赤十字社宮崎県支部や県薬剤師会等と連携し

て医薬品等の円滑な供給体制等の整備を推進する。

なお、武力攻撃災害においても広域災害・救急医療情報システムを活用し、医療機

関及び消防機関との連絡調整が可能となるようシステムの確立を図るものとする。

２ 運送実施体制の整備

、 、県は 運送事業者の輸送力の把握や輸送施設に関する情報の把握等を行うとともに

国と連携して、運送事業者である指定公共機関等関係機関と協議の上、運送ネットワ

ークの形成に努めながら、避難住民の運送及び緊急物資の運送を実施する体制を整備

するよう努める。

３ 交通の確保に関する体制等の整備

（1）武力攻撃事態等における交通規制計画

県警察は 武力攻撃事態等による交通の混乱を防止し 住民等の避難路及び緊急交、 、

通路を確保するための交通規制計画及び交通管制センターの運用計画を策定する。

（2）交通管理体制及び交通管制施設の整備

県警察は、武力攻撃事態等における広域交通管理体制の整備を図る。

(3）緊急通行車両に係る確認手続

県警察は 武力攻撃事態等において 県公安委員会が行う緊急通行車両に係る確認、 、

についての手続を定めるとともに、確認制度の整備を図る。

(4) 道路管理者との連携

県警察は 交通規制状況等に関する情報を道路利用者に対し積極的に提供できるよ、

うにするため、道路管理者と密接に連携する。
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第４ 避難施設の指定

１ 基本的な考え方

県は、区域の人口、都市化の状況、防災のための避難場所の指定状況等地域の実状

を踏まえ、市町村と連携しつつ、避難施設の指定を行う。

避難施設の指定を行う場合は、次の事項に留意するものとする。

① 避難所として学校、公民館、体育館等の施設を指定するほか、応急仮設住宅等の

建設用地、救援の実施場所、避難の際の一時集合場所として公園、広場、駐車場等

の施設を指定するよう配慮する。

② 爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難場所としてコンクリート

造り等の堅ろうな建築物や地下施設を指定するよう配慮する。

③ 事態において避難施設に住民を可能な限り受け入れることができるよう、それぞ

れの施設の収容人数を把握し、一定の地域に避難施設が偏ることのないよう指定す

るとともに、できるだけ多くの施設の確保に努めるよう配慮する。

④ 危険物質等の取扱所に隣接した場所、急傾斜地等に立地する施設は避難施設とし

て指定しないよう配慮する。

⑤ 物資等の搬入・搬出及び避難住民等の出入りに適した構造を有するとともに、避

難住民等の受け入れ又は救援を行うことが可能な構造又は設備を有する施設を指定

するよう配慮する。

⑥ 車両等による物資の供給や避難が比較的容易な場所にある施設を指定するよう配

慮する。

２ 避難施設の指定手続等

県は、避難施設を指定する場合には、市町村と連携し、文書等により施設管理者の

同意を得るものとする。また、避難施設として指定したとき及び指定を解除したとき

は、その旨を施設管理者に対し文書等により通知する。

また、県は、避難施設の管理者に対し、当該施設の廃止又は用途の変更等により、

当該施設の避難住民等の受入れ又は救援の用に供すべき部分の総面積の十分の一以上

の面積の増減を伴う変更を加えようとするときは、県に届け出るよう周知する。

３ 避難施設に係る情報の共有化等

県は、避難施設の指定後において、国が全国的な避難施設のデータベース化を図る

ため、県内避難施設の情報を国の定める標準的な項目に従って整理し、国に報告する

等必要な協力を行う。

また、県は、指定した避難施設に係る情報について、防災対策における避難所との

関係を考慮しながら、市町村、県警察、消防等と協力して、住民への周知に努めるも



- 36 -

第２編第２章

のとする。

第５ 広域避難に関する備え

１ 基本的な考え方

武力攻撃事態等においては、自然災害の場合と異なり、県や市町村の区域を超える

避難が想定されることから、県は、避難経路や避難に用いる交通機関等に係る調整が

速やかに行えるよう、運送事業者等との連絡体制の確立を図るなど、必要な準備を行

うものとする。

２ 県域を越える避難

県は、国から県域を越えて避難することを内容とする避難措置の指示があった場合

は 速やかに 県の区域を越える住民の避難に関する関係県調整マニュアル 平成２、 「 」（

０年３月。九州・山口各県国民保護主幹課（室）長会議作成）に基づき、避難先都道

府県と協議を行うとともに、避難経路や避難に用いる交通機関、避難先まで同行する

県職員の配置等ができるよう準備するものとする。

３ 他県からの避難の受入

県は、他県からの避難の受入を指示されたときは、速やかに受入先となる市町村と

の協議を行い、避難施設の運営や救援の実施等を行う必要があることから、あらかじ

め市町村との役割分担について検討しておくこととする。
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第６ 市町村における避難及び救援に関する平素からの備え

１ 避難実施要領のパターンの作成

市町村は、消防庁が作成するマニュアルを参考に、県、県警察等の関係機関と協議

しながら、複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成するものとする。

この場合において、高齢者、障がい者、外国人等要援護者の避難方法等について配

慮する。

２ 輸送体制の整備等

市町村は、武力攻撃事態等における住民の避難について主体的な役割を担うことか

ら、県と連携して市町村内の輸送力、輸送施設等に関する情報を把握し、住民の避難

及び緊急物資の運送に関する体制の整備を図るものとする。

３ 市町村長が実施する救援

市町村は、知事との調整の結果、市町村長が行うこととされた救援に関する措置に

ついては、防災対策に係るノウハウを活かしつつ、迅速に当該救援に関する措置を行

うことができるよう必要な事項について定めておくものとする。
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１ 生活関連等施設の把握

(1) 生活関連等施設の把握

県は、県内に所在する生活関連等施設について、あらかじめ、次の項目について

調査・整理する。

① 施設の種類

② 名 称

③ 所在地

④ 管理者名

⑤ 連絡先

⑥ 危険物質等の内容物

⑦ 施設の規模

【生活関連等施設の種類及び所管省庁】

各号 施設の種類 所管省庁名
国民保護法

施 行 令

第２７条 １号 発電所、変電所 経済産業省

２号 ガス工作物 経済産業省

３号 取水施設、貯水施設、浄水施設、 厚生労働省

配水池

４号 鉄道施設、軌道施設 国土交通省

５号 電気通信事業用交換設備 総務省

６号 放送用無線設備 総務省

７号 水域施設、係留施設 国土交通省

８号 滑走路等、旅客ターミナル施設、 国土交通省

航空保安施設

９号 ダム 国土交通省

第２８条 １号 危険物 総務省消防庁

２号 毒物、劇物 厚生労働省

３号 火薬類 経済産業省

４号 高圧ガス 経済産業省

５号 核燃料物質（汚染物質を含む ） 原子力規制委員会。

６号 核原料物質 原子力規制委員会

７号 放射性同位元素（汚染物質を含 原子力規制委員会

む ）。

８号 毒薬、劇薬 厚生労働省、農林水産省

９号 電気工作物内の高圧ガス 経済産業省

10号 生物剤、毒素 各省庁

11号 毒性物質 経済産業省

第２編第３章
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(2) 関係機関に対する情報提供

県は、市町村、県警察並びに宮崎海上保安部及び日向海上保安署に対し、生活関

連等施設に関する情報を提供し、連携の確保に努める。

２ 生活関連等施設の安全確保の留意点の周知等

(1) 管理者に対する安全確保の留意点の通知

県は、生活関連等施設の管理者に対し、生活関連等施設に該当する旨及び所管省

庁が生活関連等施設の種類ごとに定めた安全確保の留意点（以下「安全確保の留意

点 という を通知するとともに 県警察並びに宮崎海上保安部及び日向海上保安」 。） 、

署と協力し、生活関連等施設の管理者に対して施設の安全確保の留意点の周知の徹

底を図るものとする。併せて、関係機関と施設の管理者との連絡網を整備するもの

とする。

(2) 県が管理する生活関連等施設の安全確保等

県は、安全確保の留意点に基づき、自ら管理する生活関連等施設の安全確保措置

の実施の在り方について定める。

また、特に情勢が緊迫している場合等においては、その管理に係る公共施設等に

ついて、必要に応じ、生活関連等施設の対応を参考にして、警戒等の措置を実施す

るものとする。

(3) 管理者に対する要請

県は、生活関連等施設の管理者に対し、安全確保の留意点を踏まえ、既存のマニ

ュアル等を活用しつつ、資機材の整備、巡回の実施など武力攻撃事態等における安

全確保措置について定めるよう要請する。この場合において、施設の管理者は、そ

の自主的な判断に基づき、安全確保措置について定めることに留意する。

(4) 管理者に対する助言

県警察は、県や生活関連等施設の管理者の求めに応じ、又は生活関連等施設の周

辺状況、治安情勢等を勘案し、自ら必要があると認めるときは、安全確保措置の実

施に関し必要な助言を行う。

３ 市町村における平素からの備え

、 、 、市町村は 県を通じて その区域内に所在する生活関連等施設を把握するとともに

県との連絡体制を整備する。

また、市町村は、その管理に係る生活関連等施設や公共施設等における安全確保措

置について、県警察との連携を図りつつ、県に準じた措置を定めるものとする。
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１ 物資及び資材の備蓄・整備

(1) 国、市町村その他関係機関との連携

国民保護措置に必要な物資及び資材の備蓄・整備については、国、県、市町村そ

の他関係機関の備蓄等の状況を常に把握し、相互に連携を図ることによって、効率

的・効果的な備蓄・整備に努めることとする。

(2) 防災のための備蓄との関係

① 公的備蓄

県内では、県、市町村、日本赤十字社宮崎県支部において、防災のための公的

な備蓄を行っている。また、農林水産省生産局が政府所有米穀の管理を行ってい

る。

住民の避難や避難住民等の救援に必要な物資や資材については、これらの防災

のために備えた物資や資材と共通するものが多いことから、原則として、県にお

いては、国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねることと

する。

② 流通在庫備蓄

県は、物資流通体系が回復した後、安定して物資が供給されるよう、あらかじ

め必要に応じて、民間業者と物資供給に関する協定を締結するなど、流通在庫備

蓄に努めることとする。

協定に当たっては、防災のための物資供給に関する協定の内容を踏まえつつ、

対象品目、具体的な連絡手段や輸送方法等についても規定しておくこととする。

(3) 国民保護措置に必要な物資及び資材の備蓄・整備

① 国民保護措置の実施のため特に必要となる化学防護服や放射線測定装置等の資

機材については、国が自ら整備するとともに、地方公共団体等における整備の促

進に努めることとされている。また、安定ヨウ素剤や天然痘ワクチン等の特殊な

薬品等のうち国において備蓄・調達体制を整備することが合理的と考えられるも

のについては、国において必要に応じて備蓄・調達体制の整備等を行うこととさ

れている。

このため、国民保護措置に必要な物資及び資材の備蓄・整備については、国の

整備・備蓄状況等国全体としての対応も踏まえながら、国と密接に連携しつつ対

応することとする。

第２編第４章
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、 、 、② 県警察は 的確かつ迅速に国民保護措置を実施するため 武力攻撃警備用装備

資機材等の整備充実を図るものとする。

２ 県が管理する施設及び設備の整備及び点検等

(1) 施設及び設備の整備及び点検

備蓄倉庫等の県の管理する施設及び設備については、国民保護措置の実施も念頭

におきながら、県地域防災計画に定める整備又は点検を実施するものとする。

(2) 県工業用水道施設の保守管理

県工業用水道施設については、武力攻撃等による被害が産業に与える影響を考慮

して、県地域防災計画に準じて、その施設の保守管理を行う。

(3) 復旧のための各種資料等の整備等

県は、武力攻撃災害による被害の復旧を的確かつ迅速に実施するため、地籍調査

の成果、不動産登記その他土地及び建物に関する権利関係を証明する資料等につい

て、既存のデータ等を活用しつつ整備し、その適切な保存を図るとともに、バック

アップ体制を整備するよう努める。

３ 各家庭、職場での備蓄

県は、県民が各家庭や職場で、食料、飲料水、生活必需物資を備蓄するよう、防災

のための啓発との連携を図りつつ、自主防災組織や自治会等を通じた啓発に努める。

４ 市町村及び指定地方公共機関における物資及び資材の備蓄、整備

市町村及び指定地方公共機関は、国及び県と連携し、国民保護措置の実施のために

必要な物資及び資材について、防災のための備蓄と兼ねて、その充実に努めるととも

に、武力攻撃災害発生時において迅速に供給できる体制を整備するものとする。
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１ 基本的な考え方

武力攻撃災害による被害を最小化するためには、住民が国民保護に関する正しい知

識を身につけ、武力攻撃事態等において適切に行動する必要がある。

また、武力攻撃災害が発生した場合は、行政の的確かつ迅速な対応に加え、住民や

事業所等の自主的・積極的な防災活動が重要となる。

このため、県は、国民保護の意義や仕組み、武力攻撃事態等において住民がとるべ

き行動等について、広く住民の理解を深めるため、あらゆる機会を通じて、国民保護

に関する啓発を行うよう努めるものとする。

２ 啓発の方法

県は、国と連携しつつ、住民に対し、広報誌、パンフレット、新聞、テレビ、ラジ

オ、インターネット等の様々な媒体を活用して、国民保護措置の重要性について継続

的に啓発を行うとともに、住民向けの研修会、講演会等を実施するよう努めるものと

する。

なお、啓発の実施に当たっては、防災に関する啓発との連携を図るとともに、高齢

者、障がい者、外国人等に対する啓発に配慮するものとする。

３ 武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓発

(1) 住民がとるべき対処等の啓発

県は、武力攻撃災害の兆候を発見した場合の市町村長等に対する通報義務や不審

物等を発見した場合の管理者に対する通報等について、国が作成する啓発資料等を

活用して住民への周知を図るものとする。

また、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）による情報伝達及び弾道ミサイ

ル落下時の行動並びにテロが発生した場合に住民がとるべき対処方法についても、

国が作成する各種資料に基づき、住民に対し周知するよう努めるものとする。

(2) 運転者のとるべき措置の周知徹底

、 （ 、県警察は 武力攻撃事態等において運転者がとるべき措置 緊急通行車両の優先

車両の道路左側への駐車、交通情報の入手、規制区間外への車両の移動、警察官の

指示に従うこと等）について、災害時の措置に準じて、運転者への周知を徹底する

ものとする。

４ 市町村における国民保護に関する啓発

市町村は、県が実施する啓発に準じて、様々な媒体等を活用して住民に対する啓発

に努めるものとする。

第２編第５章
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第１章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置

１ 基本的な考え方

県は、武力攻撃事態等において、国から県対策本部を設置すべき旨の通知を受けた

場合は、県対策本部を設置し、国民保護措置を実施することとなる。しかし、国から

の通知がある前に武力攻撃災害等の発生の危険性が生じた場合や予兆なしに県内にお

いて多数の死傷者が発生したり、建造物が破壊されるような事案の発生を把握した場

合は、国の通知を待つことなく、県民の生命等を保護するための初動的な対応をとる

必要がある。

、 、 、このようなことから 県は 県対策本部設置前の初動体制についてあらかじめ定め

、 。関係機関からの情報収集を行うとともに 応急の被害への対処措置を行うこととする

２ 情報連絡本部等の設置及び初動措置

(1) 情報連絡本部の設置

① 県は、次の場合において必要と認めるときは、速やかに情報連絡本部を設置

し、情報の収集に努めるとともに、関係機関との連絡体制を整えるものとする。

ア 県内で武力攻撃事態等の認定につながる可能性のある事案の兆候が発見され

たとき。

イ 他の都道府県で武力攻撃事態等の認定につながる可能性のある事案が発生し

たとき。

ウ その他危機管理統括監が必要と認めるとき。

② 情報連絡本部は、危機管理統括監を本部長とし、危機管理局職員、関係地方支

部職員その他危機管理統括監が必要と認める職員をもって構成する。

危機管理統括監は、情報連絡本部を設置した場合は、必要に応じ、県警察、自

衛隊その他関係機関に、連絡員の派遣を依頼するものとする。

【情報連絡本部の構成等】

（ ）情報連絡本部長 危機管理統括監

危機管理局長 関係市町村

危機管理課長 連絡調整 関係消防本部

消防保安課長 県警察

危機管理局職員 （連絡員） 宮崎海上保安部等

関係地方支部職員 各自衛隊

その他必要な関係職員 その他関係機関

③ 情報連絡本部は、原則として、県防災庁舎３階の総合対策部室に設置する。

④ 県は、情報連絡本部を設置したときは、直ちに消防庁に連絡する。

第３編第１章
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(2) 警戒本部の設置

① 県は、次の場合において必要と認めるときは、直ちに警戒本部を設置する。

ア 情報連絡本部での対応が困難と認めるとき。

イ 県内で武力攻撃事態等の認定につながる可能性のある事案が発生したとき。

ウ 武力攻撃事態等の認定がなされたものの、県対策本部を設置すべき旨の通知

がないとき。

エ その他知事が必要と認めるとき。

② 警戒本部は、知事を本部長とし、副知事、総合政策部長、総務部長、危機管理

統括監、関係部局長、警察本部長、危機管理局長、危機管理局職員、関係地方支

部職員その他知事が必要と認める職員をもって構成する。

知事は、警戒本部を設置した場合は、必要に応じ、自衛隊その他関係機関に、

連絡員の派遣を依頼するものとする。

【警戒本部の構成等】

警戒本部長（知事）

副知事 各市町村

総合政策部長 連絡調整 各消防本部

総務部長 宮崎海上保安部等

危機管理統括監 各自衛隊

関係部局長 指定地方行政機関

警察本部長 （連絡員） 指定公共機関

危機管理局長 指定地方公共機関

危機管理局職員 その他関係機関

関係地方支部職員

その他必要な関係職員

③ 警戒本部は、原則として、県防災庁舎３階の総合対策部室に設置する。

④ 県は、警戒本部を設置したときは、直ちに消防庁を経由（警察本部長において

は、警察庁を経由）して国〔内閣官房〕に連絡する。

⑤ 警戒本部は、県警察、消防、宮崎海上保安部、自衛隊等の関係機関を通じて当

該事案に係る情報収集に努め、国、市町村、指定公共機関、指定地方公共機関等

の関係機関に対して迅速に情報提供を行う。

⑥ 県は、武力攻撃事態等の認定前においては、県警察、消防等が事態に応じて講

じる警察官職務執行法（昭和２３年法律第１３６号 、消防法（昭和２３年法律）

第１８６号 、災害対策基本法に基づく避難の指示や警戒区域の設定、救急救助）

等の応急措置について情報を収集分析し、関係機関と連携をとりながら被害の最

小化を図るものとする。
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⑦ 県は、武力攻撃事態等の認定がなされ、県対策本部が設置されるまでの間は、

必要に応じ、国民保護措置を実施する。この場合において、知事は、国民保護措

置を総合的に推進するために必要があると認めるときは、消防庁を経由して、内

閣総理大臣に対し、県対策本部を設置すべき県の指定を行うよう要請する。

⑧ 知事は、事案に伴い発生した災害への対処に関して、必要があると認めるとき

は、国の関係機関や他の都道府県に対し支援を要請する。

(3) 初動における伝達経路

警戒本部を設置した場合は、県職員は、原則として全員参集する（第２編第１章

参照 。この場合の伝達経路は、次のとおりとする。）

知 事

危機管理統括監 → 副 知 事

危機管理局長 総合政策部長

危機管理課長 総 務 部 長

消防保安課長 警 察 本 部 長

関係部局等連絡責任者 関係部局長等

関係地方支部連絡責任者 関係各課等

関係出先機関

３ 国民保護対策本部に移行する場合の調整

県は、情報連絡本部又は警戒本部を設置した後に、国から県対策本部を設置すべき

県の指定の通知があった場合は、直ちに情報連絡本部又は警戒本部を廃止し、県対策

本部を設置して、新たな体制に移行する。

なお、大規模な災害が発生した際、災害対策基本法に基づく災害対策本部が設置さ

れた場合において、その後、国から県対策本部を設置すべき県の指定の通知があった

場合は、直ちに災害対策本部を廃止し、県対策本部を設置するものとする。

この場合、県対策本部の設置前に災害対策基本法に基づく避難の指示等の措置が講

じられている場合には、すでに講じられた措置に代えて、改めて国民保護法に基づく

所要の措置を講ずるなど必要な調整を行うものとする。
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４ 市町村における初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置

(1) 市町村は、国からの通知がある前に武力攻撃災害等の発生の危険性が生じた場合

や予兆なしに多数の死傷者が発生したり、建造物が破壊される等の武力攻撃事態等

と同様の被害の発生を把握したような場合は、国の通知を待つことなく、市町村国

民保護計画で定めるところにより、県に準じた初動的な対応をとるものとする。

(2) 市町村が「警戒本部」等を設置した後、国から市町村対策本部を設置すべき市町

村の指定の通知があった場合は、直ちに「警戒本部」等を廃止し、市町村対策本部

を設置するものとする。

この場合において、市町村対策本部の設置前に災害対策基本法に基づく措置が講

じられている場合には、県に準じ必要な調整を行うものとする。

第３編第１章
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１ 県対策本部の設置等

(1) 設置及び廃止

知事は、国から県対策本部を設置すべき県の指定の通知を受けた場合は、直ちに

県対策本部を設置し、指定の解除の通知を受けた場合は、県対策本部を廃止する。

(2) 設置の要請

知事は、県対策本部を設置すべき県の指定が行われていない場合において、国民

保護措置を総合的に推進するために必要があると認めるときは、消防庁を経由して

内閣総理大臣に対し、県対策本部を設置すべき県の指定を行うよう要請する。

県内の市町村長から、市町村対策本部を設置すべき市町村の指定を行うよう要請

があった場合も、同様とする。

(3) 設置場所

① 県対策本部は、原則として県防災庁舎３階の総合対策部室に設置する。

② 県庁舎の被災等により県対策本部を総合対策部室に設置できないときは、次に

掲げる場所に県対策本部を設置する。なお、事態時の状況に応じ、その順位を変

更することを妨げるものではない。

〔第１順位〕 県庁講堂

〔第２順位〕 県企業局庁舎県電ホール

〔第３順位〕 県消防学校

③ 県の区域を越える避難等により、県外に県対策本部を設置する必要があるとき

は、避難先地域を管轄する知事と県対策本部の設置場所について協議を行う。

２ 県対策本部の組織及び事務分掌等

(1) 県対策本部の組織等

県対策本部の組織は、次のとおりとする。ただし、県対策本部長は、武力攻撃災

害等の発生状況等を勘案し、これと異なる組織体制をとることができる。

第３編第２章
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【県対策本部組織図】

公安委員会 警察本部宮 崎 県 国 民 保 護 対 策 本 部

本 部 長：知 事 教育委員会 教 育 庁

副本部長：副知事

本 部 員：各部長等、企業局長

病院局長、教育長及び警察本部長 企 画 調 整 班

応 急 対 策 班

本 部 会 議 情 報 分 析 班

総 務 班

広 報 班

応 援 職 員 受 援総 合 対 策 部

・ 派 遣 班

部長：危機管理統括監

副部長：危機管理局長 総 合 政 策 対 策 室

総 務 対 策 室

福 祉 保 健 対 策 室

環 境 森 林 対 策 室

商工観光労働対策室

農 政 水 産 対 策 室

県 土 整 備 対 策 室

宮 崎 国 ス ポ ・

障 ス ポ 対 策 室

会 計 管 理 対 策 室

企 業 局 対 策 室

県 立 病 院 対 策 室

文 教 対 策 室

警 備 対 策 室

中 部 地 方 支 部地

南 那 珂 地 方 支 部

北 諸 県 地 方 支 部方

西 諸 県 地 方 支 部

児 湯 地 方 支 部支

東 臼 杵 地 方 支 部

西 臼 杵 地 方 支 部部

東 京 連 絡 部

大 阪 連 絡 部

福 岡 連 絡 部

現 地 対 策 本 部

各

部

局

対

策

室
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(2) 本部長等

① 県対策本部長の職務

県対策本部長は、対策本部の事務を総括する。

② 県対策本部長の権限

県対策本部長は、国民保護措置を総合的に推進するため、国民保護措置の実施

に当たっては、次に掲げる権限を適切に行使して、国民保護措置の的確かつ迅速

な実施を図る。

ア 国民保護措置に関する総合調整

県対策本部長は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると

認めるときは、県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機

関が実施する国民保護措置に関する総合調整を行うことができる。

また、市町村対策本部長から総合調整の実施を要請された場合において、必

要があると認めるときは、所要の総合調整を行うことができる。

この場合において、県対策本部長が行う総合調整は、国民保護法の規定に基

づき必要な範囲内で行うものとし、市町村並びに関係指定公共機関及び指定地

方公共機関の自主性及び自立性に配慮するものとする。

イ 国の対策本部長に対する総合調整の要請

、 、 、県対策本部長は 特に必要があると認めるときは 国の対策本部長に対して

指定行政機関及び指定公共機関が実施する国民保護措置に関して所要の総合調

整を行うよう要請することができる。

この場合において、県対策本部長は、消防庁を窓口として要請を行うことと

し、総合調整を要請する理由、総合調整に関係する機関等、要請の趣旨を明ら

かにするものとする。

ウ 職員の派遣の求め

県対策本部長は、国民保護措置の実施に関し、指定行政機関又は指定公共機

関と緊密な連絡を図る必要があると認めるときは、指定地方行政機関の長（当

該指定地方行政機関がないときは、当該指定行政機関の長）又は当該指定公共

機関に対し、その指名する職員を派遣するよう求めることができる。また、防

衛大臣に対して、その指定する職員を県対策本部会議へ出席するよう求めるこ

とができる。

エ 情報の提供の求め

県対策本部長は、国民保護措置の実施に関し総合調整を行うため必要がある

と認めるときは、国の対策本部長（内閣総理大臣）に対し、必要な情報の提供

を求めることができる。

この場合において、県対策本部長は、消防庁を窓口として情報の提供を求め

るものとする。
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オ 国民保護措置に係る実施状況の報告又は資料の求め

県対策本部長は、総合調整を行うに際して、関係機関に対し、国民保護措置

の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。

カ 県警察及び県教育委員会に対する措置の実施の求め

県対策本部長は、県警察及び県教育委員会に対し、県の区域に係る国民保護

措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めること

ができる。

この場合において、県対策本部長は、措置の実施を要請する理由、要請する

措置の内容等、当該求めの趣旨を明らかにして行うものとする。

③ 県対策本部副本部長

県対策本部の副本部長は、副知事をもって充てる。

④ 県対策本部員

県対策本部の本部員は、各部長等（各部長、危機管理統括監及び会計管理者を

いう。以下同じ 、企業局長、病院局長、教育長及び警察本部長をもって充て、。）

本部の事務に従事する。

⑤ 県対策本部長の代替職員

県対策本部長が交通の途絶、被災等により県対策本部に参集できないときの代

替職員の順序は、知事の職務代理に関する規則（昭和30年11月28日規則第73号）

に定めるところによる。

また、本部員が参集できない場合の代替職員については、各本部員があらかじ

め定めることとする。

(3) 県対策本部会議

県対策本部長は、必要に応じ、本部の会議を招集し、情報の収集分析、対応策の

検討等を行う。

なお、県対策本部長は、自衛隊や指定地方行政機関の職員等を会議に出席させた

ときは、当該出席者に意見を求めることができる。

(4) 総合対策部

① 県対策本部に総合対策部を置き、国民保護措置の総合的な実施、調整等に当た

る。

② 総合対策部に部長を置き、危機管理統括監をもって充てる。

、 、 、 。部長は 本部長の命を受けて 部の事務を掌理し 所属の職員を指揮監督する

③ 総合対策部に副部長を置き、危機管理局長をもって充てる。
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副部長は、部長を補佐する。

④ 総合対策部に次の班を置き、その主な事務分掌は次のとおりとする。

班 名 分 掌 事 務

企画調整班 １ 総合対策部の総合調整に関すること。

２ 総合対策部の運営に関すること。

３ 国民保護本部会議の準備及び実施に関すること。

４ 政府と連絡調整に関すること。

５ 各部局対策室との連絡調整に関すること。

６ 視察等の連絡調整に関すること。

７ 通信インフラの状況把握に必要な通信の確保に関すること。

８ 市町村との通信確保に関すること。

９ 災害対策用オペレーションシステムの管理運用に関すること。

10 通信機器の管理及び運用に関すること。

11 ドローン等による現地撮影に関すること。

応急対策班 １ ヘリの運用調整に関すること。

２ 空域の指定に係る調整に関すること。

３ 救助関係機関との連絡調整に関すること。

４ 消防応援活動調整本部の運営に関すること。

５ 自衛隊派遣要請の調整に関すること。

６ 後方支援拠点の運用調整に関すること。

７ 保健医療福祉調整本部との連絡調整に関すること。

８ ＤＭＡＴ調整本部との連絡調整に関すること。

９ 指定避難所等に関すること。

10 ２次避難に関すること。

11 部局対策室が所掌しない被災者及び避難者等への救援に関するこ

と。

12 物資の調達・提供及び搬送拠点との調整に関すること。

13 燃料の調達に関すること。

14 義援物資の受入れに関すること。

情報分析班 １ 武力攻撃事態等に関する情報の収集及び分析に関すること。

２ 国民保護措置の立案に関すること。

３ 広域避難に係る初期調整に関すること。

４ 国民保護対策本部等の撤収に関すること。

５ 市町村及び地方支部との連絡調整に関すること。

６ 市町村へのリエゾン派遣調整に関すること。

７ 被災者等の氏名公表に係る調整に関すること。

８ 警報の伝達及び緊急通報に関すること。

９ 安否情報の収集提供等に関すること。
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10 避難の指示に関すること。

総務班 １ 関係機関リエゾンとの連絡調整に関すること。

２ 車両通行に係る事務に関すること。

３ 国民保護対策本部の設営及び運営支援に関すること。

４ 国民保護措置用資機材の確保・管理に関すること。

５ 総合対策部要員の給食に関すること。

６ 市町村に派遣するリエゾンの宿舎等確保に関すること。

７ 国民保護措置に係る文書・図画等の整理に関すること。

広報班 １ 国民保護措置に関する広報に関すること。

２ 知事等記者会見に関すること。

３ 被害状況等問い合わせ対応に関すること。

４ 被災者相談窓口に関すること （部局対策室対応は除く）。

応援職員受 １ 応援職員に係るＢＣＰ推進会議事務局等からの情報収集、調整等

援・派遣班 に関すること。

２ 応援職員に係る県内の市町村、市長会、町村会との調整に関する

こと。

３ 応援職員に係る九州地方知事会（現地応援事務所含む 、全国知事）

会との調整に関すること。

４ 応援職員の調整、派遣等に関すること。

５ 応援職員の交通手段、宿泊場所の確保に関すること。

⑤ 総合対策部各班に班長及び班員を置く。

班長及び班員は、宮崎県災害対策本部総合対策部の班長及び班員の配置状況等

を踏まえて、あらかじめ危機管理統括監が指名する。ただし、武力攻撃災害の状

況等によって、危機管理統括監が必要と認める場合は、各部局と協議して、その

都度班員の指名を行うものとする。

(5) 各部局対策室

① 総合対策部の下に各部等の業務内容を基本に国民保護措置を実施する各部局対

策室を置き、各室長は、各部長等をもって充てる。

② 各部局対策室に各課（室）等ごとに班を置き、各班長は、各課（室）等の長を

もって充てる。

③ 各部局対策室各班の事務分掌は、次のとおりとする。

なお、各班は、相互に連携・協力するとともに、この事務分掌にかかわらず、

県対策本部長が特に命ずる事務を処理するものとする。
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室名 班名 分 掌 事 務

総合政策対 総合政策班 １ 総合政策対策室内の連絡調整に関すること。

策室 ２ 総合対策部との連絡調整に関すること。

３ 政府、国会等への陳情等の総括に関すること。

４ 東京連絡部、県外事務所連絡部との連絡に関す

ること。

広域連携推進 １ 知事会に関すること。

班 ２ 他都道府県との広域的連携に関すること。

秘書広報班 １ 本部長及び副本部長の秘書に関すること

２ 政府、国会等の災害視察に関すること。

。３ 現地視察及び激励の企画及び実施に関すること

４ 総合対策部総務班の支援に関すること。

統計調査班 １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。

総合交通班 １ 交通関係施設の被害調査に関すること

中山間・地域 １ 土地利用対策の総合調整に関すること。

政策班

産業政策班 １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。

デジタル推進 １ 県庁ＬＡＮの復旧に関すること。

班 ２ 各所属のコンピューターの被害状況の把握に関

すること。

３ 情報関連施設の被害状況の把握に関すること。

生活・協働・ １ ボランティアの対応及び調整に関すること。

男女参画班 ２ ボランティア関係機関との連絡及び調整に関す

ること。

３ 消費者行政対策及び物価行政対策の総合調整に

関すること。

。みやざき文化 １ 私立学校の災害対策及び被害調査に関すること

振興班

人権同和対策 １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。

班

総務対策室 総務班 １ 総務対策室内の連絡調整に関すること。

２ 総合対策部との連絡調整に関すること。

３ 災害関係の文書の受理、配布及び発送並びに災

害関係文書の印刷に関すること。

人事班 １ 総合対策部要員確保の支援に関すること。

２ 職員の災害補償に関すること。

３ 国及び他の都道府県の職員の派遣応援に関する

こと。

財政班 １ 国民保護措置の予算及び資金に関すること。
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。財産総合管理 １ 県有施設の被害調査及び被害報告に関すること

班 ２ 国民保護対策本部の運営に必要な施設の調整に

関すること。

３ 災害対策本部室の整備及び設営に関すること。

４ 庁舎等の電気設備の機能維持及び回復に関する

こと。

５ 庁舎等の電話設備の機能維持又は回復に関する

こと。

。６ 庁舎放送施設の機能維持又は回復に関すること

（ 。）７ 庁舎等の災害対策 被害箇所の応急対策を含む

に関すること。

営繕班 １ 施工中の建築物の災害対策及び被害調査に関す

ること。

２ 財産総合管理班の支援に関すること。

税務班 １ 被災者に対する租税の徴収猶予及び減免に関す

ること。

市町村班 １ り災市町村の行財政指導に関すること。

総務事務セン １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。

ター班

福祉保健対 福祉保健班 １ 福祉保健対策室内の連絡調整に関すること。

策室 ２ 総合対策部との連絡調整に関すること。

３ 義援金品、見舞金等の配分に関すること。

４ 社会福祉施設（長寿介護班、障がい福祉班、健

康増進班及びこども対策班の分掌事務に属するも

。） 。のを除く の災害対策及び被害調査に関すること

指導監査・援 １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。

護班

医療政策班 １ 医療保険関係事務の総括に関すること。

２ 災害時の医療及び助産に関すること。

。３ 医療施設の災害対策及び被害調査に関すること

国民健康保険 １ 医療保険給付についての指導に関すること。

班 ２ 国民健康保険直営診療施設の災害対策及び被害

調査に関すること。

長寿介護班 １ 老人福祉施設及び老人保健施設の災害対策及び

被害調査に関すること。

障がい福祉班 １ 障がい者施設等の災害対策及び被害調査に関す

ること。

衛生管理班 １ 災害時の食品衛生に関すること。

２ 環境衛生施設の災害対策及び被害調査に関する

こと。
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３ 水道の災害対策及び被害調査に関すること。

。４ と畜場及び食鳥処理場の被害調査に関すること

５ 被災動物等の災害対策及び被害調査に関するこ

と。

６ 県有施設の被害調査に関すること。

健康増進班 １ 災害時の防疫（他班の事務分掌に属するものを

除く ）に関すること。。

薬務感染症対 １ 災害時の医薬品供給に関すること。

策班 ２ 毒劇物の災害対策に関すること。

３ 災害時の感染症対策に関すること。

こども政策班 １ 児童、母子、婦人等福祉施設の災害対策及び被

害調査に関すること。

２ 保育所、幼稚園及び認定こども園の災害対策及

び被害調査に関すること。

。３ 子どもの被災状況の把握及び避難に関すること

４ 被災した子どもの応急の教育に関すること。

環境森林対 環境森林班 １ 環境森林対策室内の連絡調整に関すること。

策室 ２ 総合対策部との連絡調整に関すること。

環境管理班 ３ 環境汚染の調査及び対策に関すること。

循環社会推進 １ 災害時の廃棄物対策に関すること。

班

自然環境班 １ 自然公園施設等の災害対策及び被害調査に関す

ること

２ 林地及び治山施設の災害対策及び被害調査に関

すること。

森林経営班 １ 林道の災害対策及び被害調査に関すること。

２ 造林及び種苗の災害対策及び被害調査に関する

こと。

３ 県有林の災害対策及び被害調査に関すること。

４ 災害用県有林の払下げに関すること。

山村・木材振 １ 被害林業者等に対する災害融資に関すること。

興班 ２ 災害対策用国有林材の払下げに関すること。

。３ 災害対策用原木及び製材品の確保に関すること

４ 木材加工施設の被害状況把握及び対策に関する

こと。

５ 林業構造改善施設の被害状況把握及び対策に関

すること。

６ 木質バイオマス発電関係施設の被害状況把握及

び対策に関すること。

７ 特用林産施設の被害状況把握及び対策に関する
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工事検査班 １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。

。商工観光労 商工政策班 １ 商工観光労働対策室内の連絡調整に関すること

働対策室 ２ 総合対策部との連絡調整に関すること。

３ 国民保護措置に関する物資の入手及びあっせん

に関すること。

４ 被害事業者の金融及び経営診断に関すること。

５ 県内事業者（商業関連。ただし、誘致企業を除

く ）の災害対策及び被害調査に関すること。。

企業振興班 １ 県内事業者（工業及び情報産業関連。ただし、

誘致企業を除く ）の災害対策及び被害調査に関す。

ること。

雇用労働政策 １ 災害勤労者の生活資金及び住宅資金に関するこ

班 と。

企業立地推進 １ 県内事業者（誘致企業）の災害対策及び被害調

班 査に関すること。

。観光経済交流 １ 観光施設の災害対策及び被害調査に関すること

班 ２ 県内事業者（物産関連。ただし、誘致企業を除

く ）の災害対策及び被害調査に関すること。。

３ 在日外国公館との連絡調整に関すること。

。４ 外国人の救援及び救護の総合調整に関すること

農政水産対 農政企画班 １ 農政水産対策室内の連絡調整に関すること。

策室 ２ 総合対策部との連絡調整に関すること。

３ 農業共同利用施設の災害対策及び被害調査に関

すること。

４ 災害時における農産物（食料）の流通対策の総

合調整に関すること。

農業流通ブラ １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。

ンド班

農業普及技術 １ 被害農家の災害融資に関すること。

班 ２ 被害農家の営農指導に関すること。

３ 農作物の災害対策及び被害調査に関すること。

農産園芸班 １ 農産物（食料）の供給に関すること。

畜産班 １ 家畜、畜産施設及び飼料作物の災害対策及び被

害調査に関すること。

農村計画班 １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。

農村整備班 １ 農地及び農業用施設の災害対策及び被害調査に

関すること。

２ 補助農業用共同利用の災害対策及び被害調査に

関すること。

農業担い手推 １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。

進班
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水産政策班 １ 県有施設の水産施設、水産物等の災害対策及び

被害調査に関すること。

漁業管理班 １ 漁港の災害対策及び被害調査に関すること。

２ 漁業用施設及び共同利用施設の災害対策及び被

害調査に関すること。

工事検査班 １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。

県土整備対 管理班 １ 県土整備対策室内の連絡調整に関すること。

策室 ２ 総合対策部との連絡調整に関すること。

用地対策班 １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。

技術企画班 １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。

道路建設班 １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。
道路保全班 １ 道路の災害対策及び被害調査に関すること。

２ 道路の交通規制に関すること。

３ 道路啓開に関すること。

河川班 １ 河川、ダム及び国土交通省所管の海岸保全施設

（港湾班に属するものを除く ）の災害対策及び被。

害調査に関すること。

２ 公共土木施設関係の被害調査に関すること。

砂防班 １ 砂防、地すべり及び急傾斜地の災害対策及び被

害調査に関すること。

港湾班 １ 港湾及び国土交通省所管の海岸保全施設（河川

班に属するものを除く ）の災害対策及び被害調査。

に関すること。

。都市計画班 １ 都市施設の災害対策及び被害調査に関すること

建築住宅班 １ 建築物の災害対策及び被害調査に関すること。

２ 被害住宅復興資金に関すること。

３ 応急仮設住宅の提供に関すること。

高速道対策班 １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。

工事検査班 １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。

盛土対策班 １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。

宮崎国スポ 総務企画班 １ 宮崎国スポ・障スポ対策室内の連絡調整に関す

・障スポ対 ること。

策室 ２ 総合対策部との連絡調整に関すること。

協議・式典班 １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。

施設調整班 １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。

競技力向上推 １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。

進班

会計管理対 会計班 １ 会計対策室内の連絡調整に関すること。

策室 ２ 総合対策部との連絡調整に関すること。

３ 義援金品、見舞金等の受付、保管及び整備に関

すること。

物品管理調達 １ 国民保護措置用装備・資機材の確保及び管理に

班 関すること。

企業局対策 企業局総務班 １ 企業局対策室内の連絡調整に関すること。

第３編第２章
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室 ２ 総合対策部との連絡調整に関すること。

３ 企業局庁舎等の災害対策及び被害調査に関する

こと。

（ 。）工務管理班 １ 県営電力施設 他班の主管に属するものを除く

の災害対策及び被害調査に関すること。

２ 県営工業用水道施設の災害対策及び被害調査に

関すること。

３ 建設事業施設の災害対策及び被害調査に関する

こと。

施設保全班 １ 県営電力施設（送配電設備、通信・制御設備）

の災害対策及び被害調査に関すること。

２ 一ツ瀬川県民スポーツレクリエーション施設の

災害対策及び被害調査に関すること。

発電設備班 １ 県営電力施設（発電所施設）の災害対策及び被

害調査に関すること。

総合制御班 １ 県営電力施設の災害情報の収集に関すること。

２ 県営電力施設（通信・制御施設に限る ）の災害。

対策及び被害調査に関すること。

。県立病院対 経営管理班 １ 県立病院の災害対策及び被害調査に関すること

策室

文教対策室 教育政策班 １ 文教対策室内の連絡調整に関すること。

２ 総合対策部との連絡調整に関すること。

３ 災害関係職員の動員及び職員の派遣に関するこ

と。

。財務福利班 １ 教育施設の災害対策及び被害調査に関すること

２ 教職員住宅の災害対策及び被害調査に関するこ

と。

高校教育班 １ 高校教育に関する生徒の被災状況の把握及び避

難に関すること。

２ 被災した高校教育に関する生徒の応急の教育に

関すること。

義務教育班 １ 義務教育に関する生徒の被災状況の把握及び避

難に関すること。

２ 被災した義務教育に関する児童及び生徒の応急

の教育に関すこと。

３ 小中学校の教科書、教材及び学用品の災害対策

及び被害調査に関すること。

特別支援教育 １ 特別支援教育に関する児童及び生徒の被災状況

班 の把握及び避難に関すること。

２ 被災した特別支援教育に関する児童及び生徒の

応急の教育に関すること。

３ 小・中学部の教科書、教材及び学用品の災害対

策及び被害調査に関すること。

教職員班 １ 学校職員に係る災害関係職員の動員及び職員の
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派遣に関すること。

２ 学校職員の災害補償に関すること。

生涯学習班 １ 社会教育施設の災害対策及び被害調査に関する

こと。

２ 災害活動に協力する婦人会、青年団体等の連絡

調整に関すること。

スポーツ振興 １ 災害時の保健体育及び野外活動に関すること。

班 ２ 保健体育施設設備の災害対策及び被害調査に関

すること。

３ 災害時の学校給食に関すること。

文化財班 １ 文化財の災害対策及び被害調査に関すること。

人権同和教育 １ 総合対策部及び他班への応援に関すること。

班

警備対策室 警備班 １ 警備対策室内の連絡調整に関すること。

２ 総合対策部との連絡調整に関すること。

３ 災害警備活動に関すること。

警務班 １ 災害警備活動の支援に関すること。

交通班 １ 交通の確保及び交通災害情報に関すること。

２ 交通規制に関すること。

３ 緊急通行車両に関すること。

刑事班 １ 犯罪捜査に関すること。

２ 死体の検視に関すること。

生活安全班 １ 地域安全対策に関すること。

２ 保安対策に関すること。

通信班 １ 警察通信の維持管理に関すること。

２ 災害通信に関すること。

④ 各部局対策室の班員が不足する場合は、各室長がその対策室内での班員の配置

調整を行う。対策室内での配置調整を行っても、班員が不足する場合は、危機管

理統括監が県対策本部全体で班員の配置調整を行うものとする。

(6) 地方支部

① 地方における国民保護措置の実施の推進を図るため、県対策本部に地方支部を

置く。

② 地方支部は、その所管区域に所在する県出先機関をもって組織する。

③ 地方支部に支部長を置き、西臼杵支庁長、各農林振興局長をもって充てる。

④ 地方支部の名称、設置場所及び所管区域は、次のとおりとする。

名 称 設 置 場 所 管 轄 区 域
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中部地方支部 宮崎市 中部農林振興局内 宮崎市及び東諸県郡

南那珂地方支部 日南市 南那珂農林振興局内 日南市及び串間市

北諸県地方支部 都城市 北諸県農林振興局内 都城市及び北諸県郡

西諸県地方支部 小林市 西諸県農林振興局内 小林市、えびの市及び西諸県郡

児湯地方支部 高鍋町 児湯農林振興局内 西都市及び児湯郡

東臼杵地方支部 延岡市 東臼杵農林振興局内 延岡市、日向市及び東臼杵郡

西臼杵地方支部 高千穂町 西臼杵支庁内 西臼杵郡

(7) 県外事務所連絡部

① 東京連絡部

県対策本部長は、県対策本部を設置したときは、東京事務所に東京連絡部を設

置する。

東京連絡部に東京連絡部長を置き、東京事務所長をもって充てる。

東京連絡部は、県対策本部長の命を受け、国の対策本部、国会その他の関係機

関との情報連絡及び県内出身者等からの安否情報の確認や被害状況の問い合わせ

等に係る対応を行う。

② 大阪連絡部

県対策本部長は、必要に応じて、大阪事務所に大阪連絡部を設置する。

大阪連絡部に大阪連絡部長を置き、大阪事務所長をもって充てる。

大阪連絡部は、県対策本部長の命を受け、県内出身者からの安否情報の確認や

被害状況の問い合わせ等に係る対応を行う。

③ 福岡連絡部

県対策本部長は、必要に応じて、福岡事務所に福岡連絡部を設置する。

福岡連絡部に福岡連絡部長を置き、福岡事務所長をもって充てる。

福岡連絡部は、県対策本部長の命を受け、県内出身者からの安否情報の確認や

被害状況の問い合わせ等に係る対応を行う。

(8) 県現地対策本部等

① 知事は、避難住民の数が多い地域等において、市町村対策本部や指定地方公共

機関等との連絡調整等をきめ細かく行う必要がある場合等、県対策本部の事務の

一部を現地で行う必要があると認めるときは、県現地対策本部を設置する。

② 県現地対策本部長及び県現地対策本部員は、県対策本部副本部長、県対策本部

員その他の職員のうちから県対策本部長が指名する。

③ 県現地対策本部が設置された場合は、関係地方支部は、県現地対策本部長の指

揮のもと国民保護措置を行うものとする。
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④ 知事は、国民保護措置が実施される現場において、現地関係機関（市町村、消

防機関、県警察、宮崎海上保安部等、各自衛隊、医療機関等の現地で活動する機

関をいう の活動を円滑に調整する必要があると認めるときは 現地調整所を設。） 、

置（市町村等により現地調整所が設置されている場合は、職員を派遣）し、現地

関係機関の間の情報共有及び活動調整を行う。

(9) 県警察本部及び県教育庁における業務

県警察本部及び県教育庁は、県対策本部と連携し、次の事務を処理するものとす

る。

組 織 名 事 務

県 警 察 本 部 ① 警報の伝達に関すること

② 避難住民の誘導に関すること

③ 被災情報の収集及び伝達に関すること

④ 警戒区域の設定に関すること

⑤ 生活関連等施設に係る立入制限区域の指定及び安全

確保の支援に関すること

⑥ 武力攻撃災害への対処に関すること

⑦ 被災者の救出及び負傷者等の救護に関すること

⑧ 行方不明者の調査に関すること

⑨ 不法事案等の予防及び取締りに関すること

⑩ 被災地、避難場所、生活関連等施設等の警戒に関す

ること

⑪ 交通規制に関すること

⑫ 特殊標章等の交付又は使用の許可に関すること

⑬ 国民保護措置に必要な装備、資機材等の整備に関す

ること

県 教 育 庁 教育政策課 ① 県教育庁内の連絡調整に関すること

② 県対策本部総合対策部との連絡調整に関すること

③ 関係職員の動員及び職員の派遣に関すること

財務福利課 ① 学校施設の災害対策及び被害調査に関すること

高校教育課 ① 高校教育に関する生徒の避難に関すること

② 被災した高校教育に関する生徒の教育に関すること

義務教育課 ① 義務教育に関する生徒の避難に関すること

② 被災した義務教育に関する児童及び生徒の教育に関

すること

③ 小中学校の教科書、教材及び学用品の災害対策及び

被害調査に関すること

特別支援教 ① 県教育庁各課の支援に関すること

育課
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教職員課 ① 学校職員の動員及び職員の派遣に関すること

② 学校職員の災害補償に関すること

生涯学習課 ① 社会教育施設の災害対策及び被害調査に関すること

② 婦人会・青年団体等との連絡調整に関すること

スポーツ振 ① 保健体育施設の災害対策及び被害調査に関すること

興課 ② 学校給食に関すること

文化財課 ① 文化財の災害対策及び被害調査に関すること

人権同和教 ① 県教育庁各課の支援に関すること

育課

３ 県対策本部の運営

(1) 県職員の服務の原則

県職員は、県対策本部が設置された場合は、県対策本部長の命に従い、他のすべ

ての事務に優先して、国民保護措置を実施するものとする。

この場合において、県対策本部長は、国民保護措置に従事する職員の安全の確保

に十分に配慮するものとする。

(2) 県対策本部設置の伝達経路等

県対策本部を設置した場合は、県職員は、全員参集することとなる（第２編第１

章参照 。この場合の伝達経路は、次のとおりとする。）

知 事

危機管理統括監 副 知 事

危機管理局長 総合政策部長

危機管理課長 総 務 部 長

消防保安課長 警 察 本 部 長

各部局等連絡責任者 各部局長等

各地方支部連絡責任者 各 課 等

各出先機関

(3) 職員参集時の留意事項

職員は、県対策本部に参集するときは、途中における被害状況を確認し、各班

長に報告するものとする。

また、参集途中に重大な被害が生じているのを認めたときは、各自の判断で住
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(4) 交代要員等の確保

県は、防災に関する体制を活用しつつ、職員の配置、食料、燃料等の備蓄、自

家発電設備及び仮眠設備の確保等を行う。

４ 通信の確保

県は、県対策本部を設置したときは、県地域防災計画に準じ、情報通信手段の確保

を図るものとする。

(1) 情報通信手段の確保

県は、携帯電話、衛星携帯電話、移動系防災行政無線等の移動系通信回線若しく

は、インターネット、ＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）等の固定系通信回線の

利用又は臨時回線の設定等により、避難先地域等との間で国民保護措置の実施に必

要な情報通信手段を確保する。

(2) 情報通信手段の機能確認

県は、必要に応じ、情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が生じた情報

、 。通信施設の応急復旧作業を行うこととし そのための要員を直ちに現場に配置する

また、直ちに総務省にその状況を連絡する。

(3) 通信輻輳により生じる混信等の対策

県は、武力攻撃事態等における通信輻輳により生ずる混信等の対策のため、必要

に応じ、通信運用の指揮要員等を避難先地域等に配置し、自ら運用する無線局等の

通信統制等を行うなど通信を確保するための措置を講ずるよう努める。

５ 市町村対策本部の設置等

市町村は、災害対策本部における体制を参考にしつつ、市町村対策本部の組織等に

ついて、あらかじめ市町村国民保護計画に定めておくものとする。

また、市町村は、県における通信の確保に準じ、通信の確保を行うものとする。

第３編第２章
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１ 国の対策本部との連携

県は、原則として、消防庁を通じ、各種の調整や情報共有等を行うことなどによ

り、国の対策本部と密接な連携を図る。

また、国の現地対策本部が設置された場合は、必要に応じ、武力攻撃事態等合同

対策協議会を通して、国民保護措置に関する情報の交換等を実施するとともに、連

絡員を派遣すること等により、当該本部と緊密な連携を図る。

２ 指定行政機関の長等への措置要請

(1) 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への措置要請

県は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、

指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、その所掌事務に係る国民保護

措置の実施に関し必要な要請を行う。

この場合において、県は、要請する理由、活動内容等をできる限り具体的に明ら

かにして行う。

(2) 市町村からの措置要請の求め

県は、市町村から、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、国民保

護措置の実施に関する要請を行うよう求められたときは、その趣旨を勘案して、必

要な要請を行うなど適切な措置を講ずる。

３ 自衛隊の部隊等の派遣要請等

① 知事は 国民保護措置 治安の維持に係るものを除く を円滑に実施するため、 （ 。）

、 、 。必要があると認めるときは 防衛大臣に対し 自衛隊の部隊等の派遣を要請する

（国民保護等派遣）

要請を行う場合は、次の事項を明らかにした文書により行う。ただし、事態が

急迫して文書によることができない場合は、口頭又は電話その他の通信手段によ

り行うものとする。

ア 武力攻撃災害の状況及び派遣を要請する事由

イ 派遣を希望する期間

ウ 派遣を希望する区域及び活動内容

【想定される自衛隊の国民保護措置の内容】

（ 、 、 ）① 避難住民の誘導 誘導 集合場所での人員整理 避難状況の把握等

② 避難住民等の救援（食品の給与及び飲料水の供給、医療の提供、被

災者の捜索及び救出等）

第３編第３章
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③ 武力攻撃災害への対処（被災状況の把握、人命救助活動、消防及び

水防活動、ＮＢＣ攻撃による汚染への対処等）

（ 、 、④ 武力攻撃災害の応急の復旧 危険な瓦礫の除去 施設等の応急復旧

汚染の除去等）

エ その他参考となるべき事項

② 知事は、市町村長から自衛隊の部隊等の派遣要請の求めを受けたときは、その

必要性等を総合的に勘案し、防衛大臣に対し、部隊等の派遣を要請する。

③ 知事は、国民保護等派遣を命ぜられた部隊のほか、自衛隊法（昭和２９年法律

第１６５号）の規定に基づき防衛出動又は治安出動をしている部隊とも、県対策

本部の連絡員等を通じて緊密な意思疎通を図る。

４ 他の都道府県に対する応援の要求、事務の委託

(1) 都道府県間の応援

① 県は、国民保護措置を実施するため必要があると認めるときは、応援を求める

理由、活動内容等を具体的に明らかにした上で、他の都道府県に対して応援を求

める。

この場合において、応援を求める都道府県との間であらかじめ相互応援協定等

が締結されているときは、応援を求める際の活動の調整や手続については、当該

相互応援協定等に基づき行う。

② 県が他の都道府県に対し応援を求めた場合及び求めに応じ応援を実施する場合

は、国の対策本部における適切な措置の実施（関係行政機関による措置の実施、

総合調整や応援の指示等）に資するため、その内容について消防庁を通じて国の

対策本部に報告するものとする。

ただし、県公安委員会が、警察法（昭和２９年法律第１６２号）第６０条の規

定に基づき警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするとき

は、あらかじめ必要な事項を警察庁に連絡するものとする。

(2) 事務の一部の委託

① 県は、国民保護措置の実施のため、事務又は事務の一部を他の都道府県に委託

、 、 。するときは 平素からの調整内容を踏まえ 次の事項を明らかにして委託を行う

委託事務を変更し、又は廃止する場合も同様とする。

ア 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法

イ 委託事務に要する経費の支弁の方法その他必要な事項
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② 県は、他の都道府県に対する事務の委託又はその変更若しくは廃止を行った場

合は、上記事項を公示し、消防庁を通じて総務大臣に届け出るとともに、その旨

を速やかに県議会に報告するものとする。

５ 指定公共機関、指定地方公共機関への措置要請

県は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関

係する指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、その業務に係る国民保護措置の実

施に関し必要な要請を行う。

この場合において、県は、当該機関の業務内容に照らし、要請する理由や活動内容

等をできる限り具体的に明らかにするものとする。

６ 指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請

(1) 県は、国民保護措置の実施のため必要があるときは、指定行政機関、指定地方行

政機関又は特定指定公共機関（指定公共機関である特定独立行政法人及び郵便事業

を行う者をいう ）に対し、当該機関の職員の派遣の要請を行う。。

また、国民保護措置の実施のため特に必要があるときは、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）の規定に基づき、他の地方公共団体に対し、当該地方公共団体の

職員の派遣を求める。

(2) 職員の派遣要請等は、次の事項を記載した文書により行うものとする。

① 派遣を要する理由

② 派遣を要請する職員の職種別人員数

③ 派遣を必要とする期間

④ 派遣される職員の給与その他の勤務条件

⑤ その他職員の派遣について必要な事項

(3) 県は、職員の派遣要請等を行っても必要な職員の派遣が行われない場合などにお

いて、国民保護措置の実施のため必要があるときは、総務大臣に対し、派遣のあっ

せんを求めるものとする。

(4) 県の委員会及び委員は、指定行政機関等に職員の派遣を要請し、又は総務大臣に

職員の派遣要請に関するあっせんを求めようとするときは、あらかじめ、知事に協

議するものとする。

(5) 県は、市町村から国民保護措置を実施するために必要な職員の派遣の要請があっ

たときは、その必要性等を総合的に勘案し、県の国民保護措置の実施に著しい支障

のない限り、適任と認める職員を派遣する。

(6) 知事は、市町村から関係機関の職員派遣についてのあっせんの求めがあったとき

は、派遣が必要となる職種や派遣の必要性などを総合的に勘案し、必要なあっせん

を行う。
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７ 県の行う応援等

(1) 他の都道府県に対して行う応援等

、 、① 県は 他の都道府県から国民保護措置の実施に関し応援の求めがあったときは

求められた応援を実施することができない場合や他の機関が実施する国民保護措

置と競合する場合など、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。

② 県は、他の都道府県から国民保護措置に係る事務の委託を受けたときは、次の

事項を公示し、消防庁を通じて総務大臣に届け出るとともに、その旨を速やかに

県議会に報告する。

委託事務を変更し、又は廃止する場合も同様とする。

ア 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法

イ 委託事務に要する経費の支弁の方法その他必要な事項

(2) 市町村に対して行う応援等

① 県は、市町村から国民保護措置の実施に関し応援の求めがあったときは、求め

られた応援を実施することができない場合や他の機関が実施する国民保護措置と

競合する場合など、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。

② 県は、市町村がその全部又は大部分の事務を実施することができなくなったと

きは、平素からの調整を踏まえ、市町村が実施すべき国民保護措置の全部又は一

部を代わって実施する。

、 、 、 、この場合において 県は 国民保護措置の代行を開始し 又は終了したときは

その旨を公示する。

(3) 指定公共機関又は指定地方公共機関に対して行う応援等

県は、指定公共機関又は指定地方公共機関の行う国民保護措置の実施について労

務、施設、設備又は物資の確保についての応援を求められたときは、求められた応

援を実施することができない場合や他の機関が実施する国民保護措置と競合する場

合など、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。

８ ボランティア団体等に対する支援等

(1) 自主防災組織に対する支援

県は、自主防災組織による警報の伝達、避難住民の誘導等の実施に関する協力に

ついて、適切な情報の提供や、活動に対する資材の提供等により、自主防災組織に

対する必要な支援を行うとともに、その安全の確保に十分配慮するものとする。



- 68 -

第３編第３章

(2) ボランティア活動への支援等

県は、武力攻撃事態等におけるボランティア活動に際しては、その安全を十分に

確保する必要があることから、武力攻撃事態等の状況を踏まえ、住民からのボラン

ティア活動の適否を判断する。

また、県は、安全の確保に十分配慮しつつ、ボランティア関係団体等と相互に協

力し、被災地又は避難先地域におけるニーズや活動状況の把握、ボランティアへの

情報提供、ボランティアの生活環境への配慮、避難所等に臨時に設置されるボラン

ティア・センター等におけるボランティアの登録・派遣調整等の受入体制の確保等

に努め、その技能等の効果的な活用を図る。

(3) 民間からの救援物資の受入れ等

県は、関係機関等の協力を得ながら、避難住民等が必要とする救援物資等を把握

し、その内容のリスト及び送り先を県対策本部及び国の対策本部を通じて国民に公

表する。

また、救援物資の受入れ、仕分け、避難所への配送等の体制の整備を図る。

県が被災地又は避難先地域に該当しない場合は、必要に応じ、救援物資に関する

問い合わせ窓口を設けるとともに、被災地又は避難先地域のニーズについて広報を

行う。

９ 住民への協力要請

県は、次に掲げる措置を行うために必要があると認める場合は、住民に対し、必要

な援助についての協力を要請する。

この場合において、要請を受けて協力する者の安全の確保に十分に配慮する。

項 目 根 拠 措 置 の 内 容

避難住民の誘導の 法第70条 避難住民の先導の補助、移動中における食料等の

援助 配給、要配慮者の避難の援助等

救援の援助 法第80条 避難住民等に対する救援の補助

武力攻撃災害への 法第115条 消火のための水の運搬や救出された負傷者を病院

対処に関する措置 に搬送するため際の車両の運転、被災者の救助の

の援助 ための資機材の提供等

住民の健康の保持 法第123条 健康診断の実施、感染症の動向調査の実施、水道

又は環境衛生の確 の水質検査の実施、防疫活動、被災者の健康維持

保の援助 活動の実施等に対する協力

10 市町村における連携

市町村においては、県における関係機関との連携に準じ、関係機関に対する応援の

要請等必要な連携をとりながら国民保護措置を実施するものとする。
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11 指定地方公共機関における関係機関との連携

、 、指定地方公共機関は その業務に係る国民保護措置を実施するために必要な場合は

国、県、市町村に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求めるもの

とする。
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第１ 警報の通知及び伝達

１ 警報の通知等

(1) 警報の通知

① 知事は、国の対策本部長が発令した警報が消防庁から通知された場合は、直ち

、 、 、 、に その内容を市町村長 県の執行機関 放送事業者その他の指定地方公共機関

県の関係出先機関その他の関係機関に通知する。

この場合の通知は、防災ＦＡＸ等により一斉送信し、電話等での受信確認を行

うものとする。

【警報に定める内容】

① 武力攻撃事態等の現状及び予測

② 武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域（地域

が特定できないときは、定められない場合がある ）。

③ その他住民及び公私の団体に周知させるべき事項

② 県は 武力攻撃が迫り 又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域 に該、「 、 」

、 、 。当する市町村については 特に優先して通知するとともに その受信確認を行う

また、県は、効果的な警報の伝達を図るため、放送事業者である指定地方公共

機関に対し、迅速に警報の内容を通知し、受信確認を行うものとする。

(2) 警報の伝達等

① 県は、学校、病院、駅その他の多数の者が利用する施設の管理者に対し、あら

かじめ市町村と役割分担したところに従って、警報の内容を伝達する。

② 県は、速やかに警報の報道発表を行うとともに、県のホームページ（http://w

ww.pref.miyazaki.lg.jp/）に警報の内容を掲載する。

③ 県警察は、市町村と協力して、的確かつ迅速な警報の伝達に努める。

④ 県は、市町村に対する警報の通知を行った場合は、支障のない限り、県防災救

急ヘリコプターにより、市町村の住民への警報の伝達を支援する。

(3) 警報の解除

県は、国から警報の解除の通知があったときは、警報の発令と同様に通知、伝達

を行うものとする。

第３編第４章



- 71 -

第３編第４章

【警報の通知・伝達の仕組み】

２ 市町村長の警報伝達の基準

(1) 市町村長は、知事から警報の通知を受けたときは、あらかじめ定められた伝達方

法 伝達先 手段 伝達順位 により 速やかに住民及び関係のある公私の団体 自（ 、 、 ） 、 （

治会等の団体で市町村の実情に応じて定めておくもの）に伝達するものとする。

、 、 、 、(2) 警報の伝達方法は 当面 現在市町村が保有する伝達手段に基づき 原則として

次の要領により行うものとする。

また、広報車の使用、消防団や自主防災組織による伝達、自治会等への協力依頼

などの防災行政無線による伝達以外の効果的な方法も検討するものとする。

県は、学校、病院、駅その
他の多数の者が利用する
施設の管理者に対し、警
報の内容を伝達

国の対策本部長による
警報の発令

総務大臣（消防庁）

知事
（県対策本部）

市町村長
※　武力攻撃が迫り、又は現に武
　力攻撃が発生したと認められる
　地域に該当する市町村には特　
　に優先して通知

住　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民
　　　

　県　議　会

県指定地方公共機関

　放送事業者

　その他の関係機関

県は、ホームページに警報の内容を掲載　
県警察は、パトカーやヘリコプター等を活用して警報の伝達に協力

伝達

通知

通知

通知

放 送

伝達

通知

県の執行機関

　警察本部

通知

知事から関係機関への警報の通知・伝達知事から関係機関への警報の通知・伝達
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① 「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域」に当該市

町村が含まれる場合

原則として、同報系防災行政無線で国が定めたサイレンを最大音量で吹鳴して

住民に注意喚起した後、武力攻撃事態等において警報が発令された事実等を周知

する。

② 「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域」に当該市

町村が含まれない場合

原則として、サイレンは使用せず、防災行政無線やホームページへの掲載をは

じめとする手段により、周知を図る。ただし、市町村長が特に必要と認める場合

には、サイレンを使用する。

(3) 同報系防災行政無線を有しない市町村にあっては、その他の伝達システムの活用

や広報車、消防団、自治会の協力等、あらゆる手段を活用し、住民に対し警報の伝

達を行うものとする。

(4) 警報の解除の伝達については、警報の発令の場合と同様とする。ただし、サイレ

ンは使用しないこととする。

(5) 市町村長は、その職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、あるいは自主防災組

織等の自発的な協力を得ることなどにより、各世帯等に警報の内容を伝達すること

ができるよう、体制の整備に努めるものとする。この場合においては、高齢者、障

がい者、外国人等に対する伝達に配慮するものとする。
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第２ 避難の指示等

１ 基本的な考え方

武力攻撃事態等において、国から警報の発令とともに、避難措置の指示を受けた場

合は、警報の通知と同様、速やかに関係機関へ通知するものとする。

この場合において、本県に要避難地域がある場合には、当該要避難地域を管轄する

市町村を経由して、直ちに当該地域の住民に対し避難を指示するものとする。

また、本県に避難先地域がある場合は、当該地域を管轄する市町村と連携して、避

難住民の受入のために必要な措置を講ずるものとする。

２ 避難措置の指示等の通知

知事は、国から避難措置の指示を受け、又は通知を受けた場合には、警報の通知に

準じ、直ちにその内容を関係機関に通知する。

避難措置の指示の解除の通知を受けた場合も同様とする。

【避難措置の指示の内容】

① 住民の避難が必要な地域（要避難地域）

② 住民の避難先となる地域（避難先地域。住民の避難の経路となる地域を含

む ）。

③ 関係機関が講ずべき措置の概要

【避難措置の指示の通知の仕組み】

総務大臣（消防庁）

知事
（県対策本部）

　県　議　会

　その他の関係機関

通知

通知

通知

県の執行機関

　警察本部

通知

知事から関係機関への避難措置の指示の通知知事から関係機関への避難措置の指示の通知

県指定地方公共機関 　

市町村長　

通知

国の対策本部長による
避難措置の指示
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３ 避難の指示

(1) 住民に対する避難の指示

、 、 、① 知事は 避難措置の指示を受けた場合において 要避難地域を管轄するときは

当該要避難地域を管轄する市町村長を経由して、当該要避難地域の住民に対し、

直ちに避難を指示する。

なお、知事は、国の避難措置の指示に示された要避難地域に近接する地域の住

民の避難が必要であると判断した場合は、当該地域を管轄する市町村を経由して

住民へも避難の指示をするものとする。

【避難の指示の内容】

① 住民の避難が必要な地域（要避難地域）

② 住民の避難先となる地域（避難先地域。住民の避難の経路となる地域を

含む ）。

③ 関係機関が講ずべき措置の概要

④ 主要な避難の経路

⑤ 避難のための交通手段その他避難の方法

② 知事は、４の「避難方法の基本的な方針」を踏まえ、平素において準備した基

礎的な資料を参考にしつつ、県対策本部に集約された情報をもとに、個別の避難

元、避難先の割当、避難の時期、避難経路や輸送手段について総合的に判断し、

避難の指示を行う。

また、国の対策本部長により道路の利用指針等が定められたときは、これを踏

まえて、避難経路等を決定する。

【県対策本部に集約する基礎的資料】

○ 県の地図

○ 区域内の人口分布

○ 区域内の道路網のリスト

○ 輸送力のリスト

○ 避難施設のリスト

○ 備蓄物資、調達可能物資のリスト

○ 生活関連等施設等のリスト

○ 関係機関（国、市町村、民間事業者等）の連絡先一覧、協定

③ 知事は、避難措置の内容を検討するに当たり、次の項目について、関係機関と

必要な調整を行った上で判断するものとする。

ア 要避難地域に該当する市町村ごとの避難住民数の把握

イ 避難のための運送手段の調整

・ 運送事業者との対応可能な輸送力や輸送方法についての調整

・ 県警察との緊急通行車両の確認に係る調整
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ウ 区域内外の避難施設の状況の確認

エ 主要な避難経路や交通規制の調整

・ 県警察との避難経路の選定・自家用車等の使用等に係る調整

・ 道路の状況に係る道路管理者との調整

オ 自衛隊の行動と避難経路や避難手段の調整

カ 国による支援の確認

・ 消防庁等を通じて国による支援要請の確認及び調整

・ 避難措置の指示に記載された国による措置内容の確認

・ 防衛省への支援要請

キ 市町村との役割分担の確認

・ 市町村の誘導能力の把握、市町村の支援要望の聴取、広域的な調整

④ 県の区域を越える住民の避難の場合の調整

、 、「 」ア 知事は 県の区域を越えて住民を避難させる必要があるときは 避難先地域

を管轄する都道府県知事と、あらかじめ、避難住民数、避難住民の受入予定地

域、避難の方法（輸送手段、避難経路）等について協議する。

イ 大規模な着上陸侵攻に伴う避難については、避難措置の指示に当たって、国

により実質的な調整が図られることから、都道府県間の協議においては、基本

的に個別の地域の避難住民の割当等の細部の調整を図る。

ウ 知事は、他の都道府県から避難住民の受入れの協議を受けた場合は、必要に

、 、 、応じ 関係市町村と協議を行い 区域内の避難施設の状況や受入体制を勘案し

迅速に受入地域を決定し、協議元の都道府県知事に通知する。この場合におい

て、受入地域を管轄する市町村長及び避難施設の管理者に受入地域の決定を通

知する。

エ 上記の協議 調整 通知等の手続きについては 県の区域を越える住民の避、 、 、「

難に関する関係県調整マニュアル 平成２０年３月 九州・山口各県国民保護」（ 。

主幹課（室）長会議作成）に基づき実施するものとする。

オ 避難先の都道府県知事が避難住民の輸送手段の確保等を行う場合、安全確保

の責務の明確化等の観点から、知事は、原則として、避難先の都道府県知事に

対し、国民保護法第１３条の規定に基づき、事務の委託を行うものとする。ま

た、本県が、他の都道府県からの避難住民の輸送手段の確保を行う場合、知事

は、原則として、避難元の都道府県知事から、同条の規定に基づき、事務を受

託するものとする。

(2) 避難の指示の通知

① 県は、避難の指示をした場合又は避難の指示を解除した場合は、原則として警

報の通知に準じて、関係機関に通知するものとする。この場合において、警報に

おける通知先に加え、関係指定公共機関にも通知する。

② 県は、避難先地域を含む市町村については、特に優先して通知するとともに、

受信確認を行うものとする。
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③ 県は、効果的な避難の指示の伝達を図るため、放送事業者である指定地方公共

、 、 、機関等に対し 迅速に避難の指示の内容を通知し その放送を要請するとともに

受信確認を行うものとする。

避難の指示の放送に当たっては、その内容が詳細にわたる場合も考えられるこ

とから、その迅速な伝達を確保するため、避難の指示の内容を逐一すべて放送し

なければならないというものではなく、伝えるべき避難の指示の内容の正確さを

損なわない範囲において、放送事業者の自主的な判断により、放送するものとす

る。

④ 県は、避難の指示をした場合又は避難の指示を解除した場合には、速やかに消

防庁を通じて、国の対策本部長にその内容を報告する。

⑤ 大規模集客施設や旅客輸送関連施設についても、県は施設管理者等と連携し、

施設の特性に応じ、当該施設等に滞在する者等についても、避難等の国民保護措

置が円滑に実施できるよう必要な対策をとるものとする。

【避難の指示の通知・伝達の仕組み】

県は、ホームページに避難の指示の内容を掲載

県警察は、パトカーやヘリコプター等を活用して避難の指示の伝達に協力

総務大臣（消防庁）

知事
（県対策本部）

住　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民
　　　

　県　議　会

伝達

通知

通知

放 送

通知

県の執行機関

　警察本部

通知

国の対策本部長による
避難措置の指示

知事から関係機関への避難の指示の通知知事から関係機関への避難の指示の通知

指示

通知

要 避 難 地 域
の 市 町 村 長

避 難 先 地 域
の 市 町 村 長

そ の 他 の
市 町 村 長

報 告

避難受入

避難先地域の避
難施設の管理者

関係指定公共機関

県指定地方公共機関

放送事業者
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４ 避難方法の基本的な方針

(1) 基本的な考え方

知事は、武力攻撃事態等の態様により、次の基本的な考え方に基づき、避難の

指示を行うものとする。

① 避難の実施までに、ある程度時間を有すると判断される場合

指定公共機関等の協力により公共交通機関等を利用しての避難の指示を行う。

この場合において、高齢者等の要配慮者についての避難を優先して行うものと

する。

② 避難の実施までに時間を有しないと判断される場合

高齢者等の要配慮者や学校、幼稚園等の児童・生徒等、自力での避難手段を有

しない者については、原則として緊急輸送車両を利用しての避難の指示を行う。

それ以外の者については、公共交通機関の利用を原則とするが、やむを得ない場

合は、自家用車等での避難も指示できるものとする。

この場合、県警察と協議し、避難経路及び地域ごとの避難順等をあらかじめ指

定し、混乱が生じないよう十分配慮するものとする。

(2) 武力攻撃４類型ごとの避難の留意事項

知事は、武力攻撃の類型ごとに、次に掲げる事項に留意して、避難の指示を行う

ものとする。

なお、いずれの攻撃においても、武力攻撃原子力災害及びＮＢＣ攻撃による災害

が発生し、又は発生するおそれがある場合は、専門的な分析に基づく国からの避難

措置の指示を踏まえ、避難誘導する者に防護服を着用させる等安全を図るための措

置を講ずることや風下方向を避けて避難を行うことなどに留意するものとする。

① 弾道ミサイルによる攻撃の場合

弾道ミサイル攻撃に伴う警報が発令され、屋内避難が指示された場合は、警報

と同時に、住民を屋内に避難させることが必要である。

このため、できるだけ、近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設や建築物の

地階等に避難させる。

また、着弾直後は、その弾頭の種類や被害の状況が判明するまで屋内から屋外

に出ることは危険を伴うことから、屋内避難を継続するとともに、被害内容が判

明後、国からの避難措置の指示の内容を踏まえ、他の安全な地域への避難を行う

など、避難措置の指示の内容に沿った避難の指示を行う。

なお、国の対策本部長による避難措置の指示を待ついとまがない場合には、必

、 。要に応じ 第６章第３に定める緊急通報の発令や退避の指示等を行うこととする

※ 急襲的に航空攻撃が行われる場合についても、弾道ミサイルの場合と同様の対

応をとるものとする。
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【避難の指示の内容（例 】）

避難の指示（例）

宮 崎 県 知 事

○月○日○時現在

○ 本県においては、○日○時に国の対策本部長から、弾道ミサイル攻撃による

警報の発令及び避難措置の指示があったので、住民は、速やかに、屋内（特に

建物の中心部）に避難すること。

その際、できるだけ、近隣の堅ろうな施設や建築物の地階などに避難するこ

と。

○ 次の避難措置の指示が行われるまでは、当該屋内に留まるとともに、テレビ

やラジオその他の手段により、情報の入手に努めること。

（特に、着弾後において、避難措置の指示がある場合）

○ 要避難地域に該当するＡ市ＡＡ地区の住民は、次に避難の指示の解除がある

まで、屋内に留まること。

弾頭の種類は、○○剤と考えられることから ・・・・、

② ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合

国の対策本部長による避難措置の指示が行われた場合には、早急に避難の指示

を行い、当該要避難地域からの避難を迅速に実施する。

この場合において、移動の安全が確保されない場合については、身体への直接

の被害を避けるために、屋内に一時的に避難させることも考慮する。

なお、ゲリラによる急襲的な攻撃により、国の対策本部長による避難措置の指

示を待ついとまがない場合には、当該攻撃が行われた現場における被害の状況に

照らして、緊急通報の発令、退避の指示等を行うことになる。

また、避難住民の誘導に際しては、市町村と県警察、宮崎海上保安部、自衛隊

等の連携が図られるように広域的な見地から市町村長の要請の調整を行うととも

に、必要な支援を行う。さらに、住民の避難が円滑に行われるよう、県対策本部

の連絡員等を通じて、避難経路等について、迅速に協議を行う。



- 79 -

第３編第４章

【避難の指示の内容（例 】）

避難の指示（例）

宮 崎 県 知 事

○月○日○時現在

○ 本県においては、○○市のＪＲ△△駅がゲリラによって占拠され、○日○時

に国の対策本部長から、避難措置の指示があった。

○ ＡＡ地区の住民については、外出による移動には危険を伴うことから、市町

村長による誘導の連絡があるまで、屋内へ一時的に避難すること。

○ ＢＢ地区の住民については、市町村長による誘導に従い、ＣＣ地区へ避難す

ること。

健常者は、徒歩や自転車等により自力で避難することとし、高齢者、障がい

者その他特に配慮を要する者については、バス等により避難すること。

③ 着上陸侵攻等の場合

大規模な着上陸侵攻やその前提となる反復した航空攻撃等の本格的な侵略事態

に伴う避難は、事前の準備がある程度可能である一方、国民保護措置を実施すべ

き地域が広範囲となり、県の区域を越える避難に伴う我が国全体としての調整等

が必要となる。

このため、県は、国の総合的な方針に基づく避難措置の指示を待って避難の指

示を行うことを基本とする。

５ 避難住民の誘導の支援等

(1) 避難実施要領策定に関する意見

県は、市町村から避難実施要領の策定に関する意見を求められた場合には、避難

の指示の内容に照らし市町村長が円滑な避難住民の誘導が行えるよう、必要な意見

を述べるものとする。

この場合において、県警察は、交通規制、避難経路等について、避難住民の効率

的な運送や混乱防止の観点から必要な意見を述べるものとする。

(2) 避難誘導の状況の把握

県は、市町村の避難実施要領の策定後においては、市町村からの報告、現地に派

遣した連絡員や避難住民の誘導を行う警察官、海上保安官又は出動等を命ぜられた

自衛隊の部隊等（国民保護法第６３条第１項に規定する「出動等を命ぜられた自衛

」 。） （ 「 」 。） 、隊の部隊等 をいう の自衛官 以下 警察官等 という からの情報に基づき

住民の誘導状況を適切に把握するものとする。
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(3) 避難住民の誘導の支援

県は、避難住民を誘導するため必要と判断する場合には、市町村に対して食料、

飲料水、医療及び情報等の提供を行うなど適切な支援を行う。市町村からの要請が

あった場合についても同様とする。

県警察は、避難実施要領に沿って避難住民の誘導が円滑に行われるよう必要な措

置を講ずるとともに、交通規制や混乱の防止、車両・航空機等による情報収集を行

うほか、市町村からの要請に基づく所要の措置を講ずるものとする。

(4) 避難住民の誘導の補助

県は、市町村が県の区域を越えて避難住民の誘導を行う場合や市町村から要請が

あった場合には、現地に県職員を派遣して、避難先都道府県との調整に当たらせる

など、避難住民の誘導の補助を行うものとする。

なお、当該県職員は、避難を伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれが

あると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又

は危害を受けるおそれのある者その他関係者に対し、必要な警告又は指示をするも

のとする。

(5) 市町村の要請の調整

県は、複数の市町村から警察官等による避難住民の誘導の要請がなされた場合な

どにおいて、緊急性を勘案して、より広域的観点から調整が必要であると判断した

場合には、それらの優先順位を定めるなど、市町村の要請に係る所要の調整を行う

ものとする。

(6) 警察官等による避難誘導の要請

知事は、市町村から警察署長等に連絡が取れない場合などにおいて、警察官等に

よる避難住民の誘導に関する求めがあったとき、又はその求めを待ついとまがない

ときは、県警察等に警察官等による避難住民の誘導を要請するものとする。

(7) 市町村への避難誘導に関する指示

県は、避難の指示の内容に照らして、市町村による避難住民の誘導が適切に行わ

れていないと判断する場合においては、市町村に対し、避難住民の誘導を円滑に行

うべきことを指示する。

この場合において、指示に基づく所要の避難住民の誘導が行われないときは、県

は、市町村に通知した上で、県職員を派遣し、当該派遣職員を指揮して避難住民の

誘導に当たらせるものとする。

(8) 国及び他の地方公共団体への支援要請

県は、県のみでは適切な支援及び調整が行えないと判断した場合においては、国

又は他の地方公共団体に支援を要請するものとする。
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(9) 避難住民の運送の求めに係る調整

① 県は、市町村の区域を越えて避難住民の運送が必要となる場合や複数の市町村

による運送の求めが競合し、又は競合することが予想される場合は、避難住民の

誘導が円滑に行われるよう、緊急性等を勘案して、優先順位等を定め、運送事業

者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、自ら運送の求めを行うもの

とする。

② 県は、正当な理由なく、運送事業者である指定公共機関が運送の求めに応じな

いときは、国の対策本部長に対し、その旨を通知する。

③ 県は、運送事業者である指定地方公共機関による避難住民の運送が円滑に行わ

、 。れていない場合は 避難住民の運送を円滑に行うべきことを当該機関に指示する

指示に当たっては、警報の内容等に照らし、当該機関の安全が確保されている

ことを確認するとともに、安全確保のため、当該機関に対し、武力攻撃の状況に

ついての必要な情報の提供を行うものとする。

【避難住民の誘導の仕組み】

市町村長による市町村長による避難住避難住

民民の誘導の支援の誘導の支援や補助や補助

市町村長による市町村長による避避難難
誘導誘導の状況の把握の状況の把握

市町村長の避難実市町村長の避難実
施要領策定施要領策定の支援の支援

広域的見地からの市広域的見地からの市
町村町村の要請の調整の要請の調整

市町村長への避難市町村長への避難
誘導誘導に関する指示に関する指示

内閣総理大臣内閣総理大臣の是の是
正措置正措置に係る対応に係る対応

県による避難住民の誘導の支援等

県
　
県
　

国
及
び
そ
の
他
関
係
機
関

国
及
び
そ
の
他
関
係
機
関

市市

町町

村
　
村
　

国と県間の調整 県が行う支援や補助 県が行う調整や指示

避難住民の運送避難住民の運送の求めの求め
に係る調整に係る調整

国及び他の地方国及び他の地方公共公共
団体団体への支援要請への支援要請

指定指定地方公共機関による運送の実施地方公共機関による運送の実施

指　定　地　方　公　共　機　関指　定　地　方　公　共　機　関
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６ 市町村による避難実施要領の策定

(1) 避難実施要領の策定

市町村は 避難の指示の通知を受けた場合は 県警察 消防等関係機関の意見を聴い、 、 、

た上で あらかじめ定めた避難実施要領のパターンに基づき 直ちに避難実施要領を策、 、

定するものとする。

【避難実施要領に定める事項】

① 避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項

② 避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置その他

避難住民の誘導に関する事項

③ その他避難の実施に関し必要な事項

(2) 避難実施要領の記載事項

市町村は、避難実施要領の作成に当たっては、必要に応じ、次の事項に留意し、

可能な限り具体的に記述することとする。

① 要避難地域及び避難住民の誘導の実施単位

避難が必要な地域の住所を可能な限り明示するとともに、自治会、町内会、事

務所等、地域の実情に応じた適切な避難の実施単位を記載する。

② 避難先

避難先の住所及び施設名を可能な限り具体的に記載する。

③ 一時集合場所及び集合方法

避難住民の誘導や運送の拠点となるような、一時集合場所等の住所及び場所名

を可能な限り具体的に明示するとともに、集合場所への交通手段を記載する。

④ 集合時間

避難誘導の際の交通手段の出発時刻や避難誘導を開始する時間を可能な限り具

体的に記載する。

⑤ 集合に当たっての留意事項

集合後の町内会内や近隣住民間での安否確認、要避難援護者への配慮事項等、

集合に当たっての避難住民の留意すべき事項を記載する。

⑥ 避難の手段及び避難の経路

集合後に実施する避難誘導の交通手段を明示するとともに、避難誘導の開始時

間及び避難経路等、避難誘導の詳細を可能な限り具体的に記載する。



- 83 -

第３編第４章

⑦ 自家用車等を利用する場合の留意事項

事前に警察署長と十分に協議するとともに、誘導する警察官等の指示に従って

混乱することなく避難が行われるよう、自家用車等を利用するに当たって避難住

民が留意すべき事項を具体的に記載する。

⑧ 市町村職員、消防職団員の配置等

避難住民の避難誘導が迅速かつ円滑に行えるよう、関係市町村職員、消防職団

員の配置及び担当業務を明示するとともに、その連絡先等を記載する。

⑨ 高齢者、障がい者その他特に配慮を要する者への対応

高齢者、障がい者、乳幼児等、自ら避難することが困難な者の避難誘導を円滑

に実施するために、これらの者への対応方法を記載する。

⑩ 要避難地域における残留者の確認

要避難地域に残留者が出ないよう、残留者の確認方法を記載する。

⑪ 避難誘導中の食料等の支援

避難誘導中に避難住民へ、食料・水・医療・情報等を的確かつ迅速に提供でき

るよう、それら支援内容を記載する。

⑫ 避難住民の携行品、服装

避難住民の誘導を円滑に実施できるような必要最低限の携行品、服装について

記載する。

⑬ 避難誘導から離脱してしまった際の緊急連絡先等

問題が発生した際の緊急連絡先を記述する。
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１ 基本的な考え方

知事は、国の対策本部長から救援の指示を受け、又は緊急を要する場合は当該指示

を待たずに、市町村その他の関係機関と連携・協力しながら、避難住民等の生命、身

体及び財産を保護するために必要と認められる救援の措置を実施するものとする。

２ 救援の実施

(1) 救援の実施

知事は、国の対策本部長による救援の指示を受けたときは、救援を必要としてい

る避難住民等に対し、関係機関の協力を得て、次に掲げる措置を行う。

ただし、事態に照らし緊急を要し、国の対策本部長による救援の指示を待ついと

まがないと認められる場合には、当該指示を待たずに救援を行う。

① 収容施設の供与

② 食品・飲料水及び生活必需品等の給与又は貸与

③ 医療の提供及び助産

④ 被災者の捜索及び救出

⑤ 埋葬及び火葬

⑥ 電話その他の通信設備の提供

⑦ 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理

⑧ 学用品の給与

⑨ 死体の捜索及び処理

⑩ 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運び込まれた土石、竹木等で、日常

生活に著しい支障を及ぼしているものの除去

(2) 市町村による救援の実施

① 知事は、救援を迅速に行うため必要があるときは、あらかじめ市町村と調整し

た役割分担に基づきつつ、救援に関する事務の一部を市町村長に行わせることと

する。

この場合において、知事は、市町村長が行う救援の内容及び救援を行う期間を

市町村長へ通知するとともに、直ちにその旨を公示する。

② 知事は、救援に関する事務の一部を市町村長に行わせた場合において、当該事

務を市町村長が迅速かつ的確に救援を行っていないときは、所要の救援を行うよ

う指示する。

第３編第５章
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３ 関係機関との連携

(1) 国への支援の求め等

知事は、救援を行うに際して必要と判断した場合は、国に対して具体的な支援内

容を示して支援を求める。

また、内閣総理大臣から他の都道府県の救援の実施について応援すべき旨の指示

があった場合には、当該都道府県に対して応援を行う。

(2) 他の都道府県知事等に対する応援の求め

知事は、救援を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県知事等に

応援を求める。

この場合、応援を求める都道府県との間にあらかじめ締結された相互応援協定等

に基づいて活動の調整や手続を行う。

(3) 市町村との連携

市町村長は、あらかじめ調整した役割分担に基づいて行うこととされている救援

、 、 、に関する事務のほか 知事が行う救援を補助することとされていることから 県は

当該補助が円滑に行われるよう市町村と密接に連携する。

(4) 日本赤十字社との連携

知事は、災害救助法に基づく救助の実務を踏まえつつ、あらかじめ協議した内容

、 。等に基づき 救援又はその応援の実施に関し必要な事項を日本赤十字社に委託する

(5) 緊急物資の運送の求め等

知事は、避難住民等の救援その他の国民保護措置に必要な物資及び資材（緊急物

資）を運送するために必要な場合は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方

公共機関に対し、その運送を求めるものとする。

この場合の手続き等は 第３編第４章第２の５の(9) 避難住民の運送の求めに係、 （

る調整）に準じることとする。

４ 救援の内容

(1) 救援の基準

知事は 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救、「

援の程度及び方法の基準 平成２５年内閣府告示第２２９号 以下 救援の程度及」（ 。 「

び基準」という ）に基づき救援を行う。。

また 知事は 救援の程度及び基準 によっては救援の実施が困難であると判断、 、「 」

する場合には、内閣総理大臣に対し、特別な基準の設定について意見を申し出る。
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(2) 救援に関する基礎資料

知事は 平素において準備した基礎的な資料(第２編第２章第１参照 を参考にし、 ）

つつ、県対策本部内に集約された情報をもとに、救援に関する措置を実施する。

【県対策本部において集約すべき基礎的資料（前掲 】）

・避難のために集約した資料に加えて、次の資料を基礎資料として特に準備

○ 収容施設（避難所（長期避難住宅を含む ）及び応急仮設住宅）として活用。

できる土地、建物等のリスト

（※ 特に、高齢者、障がい者その他特に配慮を要する者を収容する福祉避

難所として活用できる社会福祉施設、宿泊施設等並びに長期避難住宅及

び応急仮設住宅として活用できる賃貸住宅等）

○ 備蓄物資、調達可能物資のリスト

（※ 特に、大量の食料や飲料水等の生活必需品の供給が行えるよう物資の

流通網を把握）

（※ 仮設住宅建設用、応急修理用の資機材の調達方法、建設業協会のリス

ト等）

○ 関係医療機関のデータベース

（※ 災害拠点病院やＮＢＣ攻撃に対する対処が可能な医療機関の所在、

病床数等の対応能力についてのデータ）

（※ ＮＢＣの専門知識を有する医療関係者のリスト）

○ 救護班のデータベース

○ 火葬場等のデータベース

（※ 火葬場等の所在及び対応可能数等）

(3) 救援の実施

知事は、県内の避難住民等で救援を必要としている者に対し、避難施設その他の

場所において、次の考え方や留意点を踏まえつつ、必要な救援を実施する。

① 収容施設（応急仮設住宅を含む ）の供与。

ア 避難等により本来の住居において起居することができなくなった避難住民等

に、一時的な居住の安定を図るために避難所を提供する。

イ 原則として公民館や学校、体育館等の既存の建物を利用することとし、これ

らを利用することが困難な場合などは、野外に仮小屋又は天幕を設置する。

ウ 避難の指示が解除された後などで、武力攻撃災害により住家が全壊、全焼又

は流失し居住する住家がない者で、自らの資力では住家を得ることができない

者を対象として応急仮設住宅を設置する。
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② 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

ア 食品は、避難所に収容された者、武力攻撃災害により住家に被害を受けて炊

事のできない者等を対象として、直ちに食することができる現物により支給す

る。

イ 飲料水は、避難や武力攻撃災害によりそれを得ることができない者を対象と

して、現物により供給する。

③ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

避難や武力攻撃災害により生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失又

は損傷し、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して、現物により支給又は

貸与する。

④ 医療の提供及び助産

避難や武力攻撃災害により医療を受けることができない者に対して応急的に処

置する。この場合、原則として救護班において行うが、急迫した事情がありやむ

を得ない場合は、病院、診療所又は助産所において行う。その他医療の実施につ

いて必要な事項は 「５ 医療の実施の要請等」に定める。、

なお、医療の提供及び助産のいずれも、武力攻撃災害との因果関係や経済的能

力の如何を問うものではない。

⑤ 被災者の捜索及び救出

避難の指示が解除された後又は武力攻撃により新たに被害を受けるおそれがな

い場合に、武力攻撃災害により生命・身体が危険な状態にある者又は生死不明の

状態にある者を捜索し、又は救出する。この場合、県警察や消防機関、宮崎海上

保安部、自衛隊等が行う捜索や救出活動と十分な連携を図る。

⑥ 埋葬及び火葬

武力攻撃災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行うも

のであり、原則として棺又は棺材の現物をもって行う。

この場合、市町村等との連携を十分図ることにより、墓地や火葬場等の関連情

報を広域的かつ速やかに収集し、必要な調整を行うこととする。

⑦ 電話その他の通信設備の提供

避難や武力攻撃災害により通信手段を失った者に対して、電話、インターネッ

トが利用できるような通信端末機器その他必要な通信設備を避難所に設置し、こ

れを利用させる。

⑧ 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理

避難の指示が解除された後又は武力攻撃により新たに被害を受けるおそれがな

くなった後に、武力攻撃災害により住家が半壊又は半焼し、自らの資力では応急

修理ができない者に対して、居室、炊事場等日常生活に必要最少限度の部分の応

急修理を行う。
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⑨ 学用品の給与

避難や武力攻撃災害により学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある小学

校、中学校及び高等学校等の児童又は生徒に対して、教科書、文房具、通学用品

を支給する。

⑩ 死体の捜索及び処理

ア 避難の指示が解除された後又は武力攻撃により新たに被害を受けるおそれが

ない場合に、武力攻撃災害により行方不明の状態にあり、かつ各般の事情から

既に死亡していると推定される者を捜索する。

イ 武力攻撃災害の際死亡した者について、死体の洗浄、縫合、消毒等の処理を

行う。

⑪ 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運び込まれた土石、竹木等で日常生

活に著しい支障を及ぼしているものの除去

避難の指示が解除された後又は武力攻撃により新たに被害を受けるおそれがな

くなった後に、居室、炊事場等日常生活に欠くことのできない場所又は玄関に土

石等の障害物があるため、一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力

ではこれを除去できない者に対して、土石等の除去を行う。

５ 医療の実施の要請等

(1) 医療の提供

知事は、武力攻撃災害により、多数の傷病者が発生している場合は、県立病院の

医師等を中心に救護班を編成し、派遣するとともに、必要に応じ臨時の医療施設を

開設する。

(2) 医療の実施の要請

知事は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合において、医療の提供を行うため

必要があると認めるときは、医師、看護師その他の医療関係者に対し、医療を行う

場所及び期間その他必要な事項を示して、医療を行うよう要請する。

(3) 医療の実施の指示

、 、知事は 医療関係者が正当な理由がないのに医療の実施の要請に応じない場合で

避難住民等に対する医療を提供するため特に必要があると認めるときに限り、当該

医療関係者に医療を行うべきことを指示する。

この場合、医療を行う場所及び期間その他必要な事項を書面で示す。

(4) 安全の確保

知事は、医療関係者に医療を行うよう要請又は指示するときは、その安全の確保

に十分配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講ずる。

(5) 国等への支援の求め

知事は、必要に応じ、国又は医療関係の指定公共機関に対して、県外の医療施設

での広域的な後方医療活動等の支援を求める。
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(6) 医療活動等の実施に当たっての留意事項

① 核攻撃等又は武力攻撃原子力災害の場合

県は、内閣総理大臣によって派遣される被ばく医療に係る医療チームの指導の

もと、トリアージや汚染・被ばくの程度に応じた医療を実施する。

また、国から協力要請があった場合は、救護班を編成し、被ばく医療活動を実

施する。

② 生物剤による攻撃の場合

県は、病状等が既知の疾病と明らかに異なる感染症又は重篤な感染症の患者の

発生を認めた場合は、感染症指定医療機関等への移送及び入院措置、必要に応じ

た医療関係者等へのワクチンの接種等の防護措置など、当該感染症に対する治療

及びまん延防止のため適切な措置を講ずる。

、 、 、 。また 国から協力要請があった場合は 救護班を編成し 医療活動を実施する

③ 化学剤による攻撃の場合の医療活動

県は、警察、消防機関等と連携して、使用された化学剤の特性に応じた安全対

策や救急医療活動を実施する。

、 、 、 。また 国から協力要請があった場合は 救護班を編成し 医療活動を実施する

６ 救援の際の物資の売渡し要請等

武力攻撃事態等においては、相当数の避難住民や被災者が発生し、備蓄した物資や

通常の売買契約により調達した物資だけでは救援に必要な物資を確保することができ

ない場合も想定される。

このような場合において、救援を的確かつ迅速に実施するため、必要に応じ、以下

のとおり、物資の収用等を行うこととする。

この場合において、物資の収用等の処分は、国民保護措置を実施するために必要最

、 、 。小限のものに限り かつ 公正かつ適正な手続の下に行うことに留意することとする

(1) 特定物資の売渡し要請及び収用

知事は、救援を行うため必要があると認めるときは、救援の実施に必要な特定物

資について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請するものとする。

この場合において、特定物資の所有者が正当な理由がないのに、要請に応じない

ときは、知事は、救援を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物

資を収用するものとする。

※特定物資：医薬品、食品、寝具、医療機器その他の衛生用品、飲料水、被服そ

の他生活必需品、建設資材及び燃料であって、生産、集荷、販売、

配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの
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(2) 特定物資の保管命令

知事は、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物

資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、特定物資の保管

を命ずるものとする。

(3) 国への要請

知事は、県内では特定物資の確保が困難な場合など、国において特定物資を確保

する方が的確かつ迅速に救援を実施できると認める場合は、指定行政機関又は指定

地方行政機関に対し、特定物資の売渡し要請、収用又は保管命令を行うよう要請す

るものとする。

(4) 土地等の使用

知事は、避難住民等の収容施設を供与し、又は臨時の医療提供施設を開設するた

め、土地、家屋又は物資を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有

者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用するものとする。

、 、この場合において 土地等の所有者等が正当な理由がないのに同意をしないとき

又はその所在が不明であるため同意を求めることができないときは、知事は、特に

必要があると認めるときに限り、同意を得ないで、当該土地等を使用するものとす

る。

(5) 公用令書の交付

知事は、特定物資の収用及び保管命令並びに土地等の使用の処分を行う場合は、

次に掲げる者に対して公用令書を交付して行う。ただし、土地等の使用者の所在が

不明である場合等は、事後に交付することとする。

また、公用令書による処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、相手

方に公用取消令書を交付するものとする。

ア 特定物資の収用 収用する特定物資の所有者及び占有者

イ 特定物資の保管命令 特定物資を保管すべき者

ウ 土地等の使用 使用する土地等の所有者及び占有者

(6) 立入検査等

① 知事は、特定物資の収用及び保管命令並びに土地等の使用の処分を行うため

に必要と認めるときは、県職員による立入検査を行うものとする。

② 知事は、特定物資の保管命令を行った場合は、保管を命じた者に対し、必要

に応じて、保管の状況報告を求め、又は県職員による立入検査を行うものとす

る。

③ 県職員による立入検査を行う場合は、県職員は、あらかじめ、その旨を相手

方に通知するとともに、身分証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、こ

れを提示するものとする。
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第１ 基本的な考え方等

１ 基本的な考え方

(1) 武力攻撃災害への対処

知事は、国の対策本部長から武力攻撃災害への対処について、国全体の方針に基

づき所要の指示があったときは、当該指示の内容に沿って、必要な措置を講ずるほ

か、自らの判断により、武力攻撃災害への対処のために必要な措置を講ずる。

(2) 国の対策本部長への措置要請

知事は、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる場合において、武力攻撃に

より多数の死者が発生した場合や、ＮＢＣ攻撃による災害が発生し、国民保護措置

を講ずるため高度な専門知識、訓練を受けた人員、特殊な装備等が必要となる場合

など、知事が武力攻撃災害を防除し、及び軽減することが困難であると認めるとき

は、消防庁を通じて国の対策本部長に対し、必要な措置の実施を要請する。

、 、 、 、このため 知事は 県警察等と連携しながら 武力攻撃災害の状況を見極めつつ

講じている措置の内容、今後必要と考えられる措置、国において講ずべき措置等の

情報を迅速かつ的確に整理するよう努める。

(3) 対処に当たる職員の安全の確保

県は、武力攻撃災害への対処措置に従事する職員について、必要な情報の提供や

防護服の着用等の安全の確保のための措置を講ずる。

２ 武力攻撃災害の兆候の通報

知事は、武力攻撃災害の兆候を発見した者からの通報又は市町村長、消防吏員等か

らの兆候の通知を受けたときは、県警察、関係消防機関、宮崎海上保安部及び日向海

上保安署に速やかに通知する。

さらに、県警察の協力を得つつ、当該兆候について事実関係の確認を行い、必要が

あると認めるときは、適時に、消防庁を通じて、国の対策本部長に通知する。

また、兆候の性質や発生場所等に応じて、必要な関係機関に対し通知する。

第３編第６章
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第２ 生活関連等施設の安全確保

１ 武力攻撃災害等における措置

知事は、生活関連等施設が、国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保し

なければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるもの又はその安

全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められ

る施設であることにかんがみ、その安全確保について必要な措置を講ずる。

(1) 生活関連等施設の状況の把握

県は、県対策本部を設置した場合は、関係機関及び生活関連等施設のうちあらか

じめ定めた施設の管理者との連絡体制を確保する。

知事は、区域内の生活関連等施設について、警報、避難措置の指示の内容その他

の情報を踏まえて、当該施設の安全に関連する情報、各施設における対応状況等に

ついて、当該施設の管理者、所管省庁、県警察、宮崎海上保安部等と連携して、必

要な情報の収集を行うとともに、関係機関で当該情報を共有する。

この場合において、知事は 「安全確保の留意点 （第２編第３章の２参照）に基、 」

づき、所要の措置が講じられているか確認する。

(2) 施設管理者に対する措置の要請

知事は、情報収集の結果に基づき、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止する

ため特に必要があると認めるときは、当該施設の管理者に対して、安全確保のため

に必要な措置（施設の巡回の実施、警備員の増員、県警察との連絡体制の強化等に

よる警備の強化、防災体制の充実等）を講ずるよう要請する。

この場合において、安全確保のために必要な措置を的確かつ安全に実施するため

に必要な情報を施設の管理者に対し随時十分に提供すること等により、当該管理者

及びその他当該施設に従事する者等の安全の確保に十分配慮する。

、 、 、県及び県警察は 生活関連等施設の管理者から支援の求めがあったときは 指導

助言、連絡体制の強化、資機材の提供、職員の派遣など、可能な限り必要な支援を

行う。また、自ら必要があると認めるときも、同様とする。

(3) 県が管理する施設の安全の確保

県は その管理する生活関連等施設について (2)と同様に安全確保のために必要、 、

な措置を行う。

この場合において、当該施設の安全確保のため必要があると認めるときは、県警

察、消防機関その他の行政機関に対し、必要と認められる支援を求める。

また、生活関連等施設以外の県が管理する施設についても、生活関連等施設にお

ける対応を参考にして、可能な範囲で警備の強化等の措置を講ずるよう努める。
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(4) 立入制限区域の指定

① 区域の指定の要請

知事は、武力攻撃災害の発生又はその拡大の防止のため必要があると認めると

きは、県公安委員会、宮崎海上保安部長又は日向海上保安署長に対し、立入制限

区域の指定を要請する。

この場合において、その安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じ

させるおそれがあると認められる施設（ダム、大規模な危険物質等取扱所等）に

ついては速やかに指定するよう、また、その安全を確保しなければ国民生活に著

しい支障を及ぼすおそれがあると認められる施設（発電所、駅、空港等）につい

ては、情勢により当該施設が何らかの攻撃を受ける可能性があると判断される場

合など危険が切迫している場合において、速やかに指定するよう要請する。

② 区域の指定

県公安委員会は、知事から指定の要請があったとき、又は事態に照らして特に

必要があると認めるときは、生活関連等施設の敷地及びその周辺の区域を立入制

限区域として指定するとともに、その旨を速やかに生活関連等施設の管理者に通

知する。

立入制限区域は、生活関連等施設の特性及び周辺の地域の状況を勘案しつつ、

当該施設の安全確保の観点から合理的に判断して、立入りを制限し、禁止し、又

は退去を命ずる必要があると考えられる区域を指定する。

③ 公示等

県公安委員会は、立入制限区域を指定したときは、県公報や新聞への掲載、テ

レビ、ラジオ等を通じた発表等により公示する。また、現場においては、警察官

が可能な限り、ロープ、標示の設置等によりその範囲、期間等を明らかにする。

(5) 国の方針に基づく措置の実施

生活関連等施設の安全確保のために国全体として万全の措置を講ずべきであると

して、内閣総理大臣が関係大臣を指揮して措置を講ずることとした場合には、知事

は、消防庁を通じて国の対策本部から提供される内閣総理大臣の基本的な方針及び

それに基づく各省庁の活動内容に関する情報を踏まえつつ、国と連携して、周辺住

民の避難等の措置を講ずる。

この場合において、措置を行っている現場における各機関の活動の調整が円滑に

行われるよう、その内容を関係機関に速やかに伝達する。

２ 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止等

(1) 危険物質等の取扱所に係る警備の強化

知事は、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため必要があると認め

るときは、危険物質等の占有者、所有者、管理者その他の危険物質等を取り扱う者

に対し、その取扱所の警備の強化を求める。
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(2) 危険物質等に関する措置

知事は、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため必要があると認め

るときは、消防法、毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３号）その他既存

の法令に基づき、知事の権限に属する規制措置を講ずるものとする。

また、緊急の必要があると認めるときは、危険物質等の取扱者に対し、既存の法

令に基づく措置に加えて、次の表に掲げる危険物質等の区分に応じた措置を講ずべ

きことを命ずるものとする。

措置

危 険 物 質 等 の 区 分 １ ２ ３

号 号 号

消防法第１１条第１項の規定により知事が設置の許可の権限を有す

る製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物 ○ ○

（同法第９条の４の指定数量以上のものに限る ）。

毒物及び劇物取締法第４条第１項の規定により知事の登録を受けた

販売業者、同法第３条の２第１項の特定毒物研究者又は毒物又は劇 ○ ○ ○

物を業務上取り扱う者が取り扱う毒物又は劇物

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律施行令（昭和３６年政令第１１号）第８０条の規定による知事の ○ ○ ○

処分を受けている者が所持する毒薬又は劇薬（医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律

） 。）第１４５号 第４６条第１項の薬局開設者等が取り扱うものに限る

備考 「措置」欄の「○」は、それぞれ次に掲げる措置を命ずることができる

とを意味する。

１号：取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限

２号：製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費の一時禁止又は制限

３号：所在場所の変更又はその廃棄

(3) 管理状況の報告

知事は (2)の措置を講ずるために必要があると認める場合は 危険物質等の取扱、 、

者に対し、危険物質等の管理の状況について報告を求める。

(4) 武力攻撃災害発生後の措置

知事は、危険物質等に係る武力攻撃災害が発生した場合に、これを防除し、及び

軽減するために必要なときは、(1)から(3)に準じた措置を実施する。



- 95 -

第３編第６章

第３ 応急措置等

１ 緊急通報の発令

(1) 緊急通報の発令

① 知事は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合におい

て、当該武力攻撃災害による住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止する

ため緊急の必要があると認めるときは、警報の発令がない場合においても、速や

かに緊急通報を発令する。

特に、ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合において、知事は、対処の現場から

情報を得た場合には、事態の状況に応じ、迅速に緊急通報の発令を行う。

② この場合において、知事は、武力攻撃災害の兆候の通報や県警察、消防機関等

からの情報を総合的に勘案した上で発令するとともに、住民の混乱を未然に防止

するよう留意する。

(2) 緊急通報の内容

緊急通報の内容は、無用な混乱を生じさせることのないよう、明確かつ簡潔なも

のとする。

【緊急通報の内容】

① 武力攻撃災害の現状及び予測

② その他住民及び公私の団体に関し周知させるべき事項

【緊急通報の例】

【Ａ郡○○海岸付近において、不審なゴムボートが座礁。武装した不審な２

～３人組が付近に潜んでいる模様】

・ ○○海岸付近にて銃撃と思われる音が聞こえたとの情報

、 。・ 現在 警察・海上保安庁・自衛隊等関係機関による調査が行われている

・ ○○海岸付近に居住する住民は、テレビ・ラジオのスイッチをつけて情

報に注意すること。

・ その他不審者に関する情報等があれば、０９８５－○○－○○△△まで

電話すること。
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(3) 緊急通報の通知

① 県は、緊急通報を発令した場合又は緊急通報を解除した場合は、原則として警

報の通知に準じて、関係機関に通知するものとする。この場合において、警報に

おける通知先に加え、関係指定公共機関にも通知する。

② 県は、緊急通報において、特定の地域について武力攻撃災害の予測を示した場

合は、当該地域が含まれる市町村に対し特に優先して通知するとともに、受信確

認を行うものとする。

③ 県は、効果的な緊急通報の伝達を図るため、放送事業者である指定地方公共機

関等に対し、迅速に緊急通報の内容を通知し、その放送を要請するとともに、受

信確認を行うものとする。

④ 県は、緊急通報を発令した場合には、速やかに消防庁を通じて、国の対策本部

長にその内容を報告する。

２ 災害拡大の防止措置

(1) 知事は、武力攻撃災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、

武力攻撃災害が発生した場合においてこれを拡大させるおそれがあると認められる

設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害の拡大を防止するために必

要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置を講ずべきこ

とを指示する。

この場合において、当該指示をしたときは、直ちに、その旨を関係市町村長に通

知する。

(2) 知事は、必要があると認めるときは、警察署長、宮崎海上保安部長又は日向海上

保安署長に対して、(1)の指示を行うよう要請するものとする。

３ 退避の指示

(1) 基本的な考え方

知事は、予測不可能な武力攻撃災害が突然発生し、対策本部長から避難の措置の

指示がなされない状態で、かつ、市町村長による退避の指示を待ついとまがない場

合など、武力攻撃災害から住民の生命、身体若しくは財産を保護し、又は武力攻撃

災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要と認める地域の

住民に対し退避の指示を行う。

この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ定めた避難場所への

退避や屋内への一時退避など、状況に応じた退避先を指示するものとする。
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【退避の指示（例 】）

○ 「△△市○○町×丁目、××市△△町○丁目」地区の住民については、外

での移動に危険が生じるため、屋内に一時退避すること。

○ 「△△市○○町×丁目、××市△△町○丁目」地区の住民については、○

○地区の△△（一時）避難場所へ退避すること。

(2) 屋内退避の指示に係る留意事項

知事は、住民に退避の指示をする際に、次のような場合など、その場から移動す

るよりも屋内に留まる方がより危険性が少ないと考えられるときは 「屋内への退、

避」を指示する。

① ＮＢＣ攻撃と判断されるような場合において、防護手段がなく、屋外で移動す

るよりも外気との接触が少ない屋内に留まる方がより危険性が少ないと考えられ

るとき。

② ゲリラや特殊部隊の行動等に関する情報がない場合において、屋外で移動する

よりも屋内に留まる方が攻撃に巻き込まれるおそれが少ないと考えられるとき。

(3) 退避の指示に伴う措置

、 、① 県は 退避の指示の住民への伝達を広報車等により速やかに実施するものとし

退避の必要がなくなったときは、広報車、立看板等住民が十分に了知できる方法

でその旨を公表する。

② 県は、退避の指示をした場合は、退避を要する地域を管轄する市町村長その他

の関係機関に速やかに通知する。

この場合において、当該通知を受けた県警察は、交通規制など必要な措置を講

ずる。

③ 県は、退避の指示を行った場合は、国の対策本部長による住民の避難に関する

措置が適切に講じられるよう、消防庁を通じて国の対策本部長に連絡する。

(4) 警察官による退避の指示

警察官は、知事若しくは市町村長による退避の指示を待ついとまがないと認める

とき、又はこれらの者から要請があったときは、必要と認める地域の住民に対し、

退避の指示をすることができる。
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４ 警戒区域の設定

(1) 基本的な考え方

知事は、武力攻撃災害が発生する危険が切迫している場合、武力攻撃災害が複数

の市町村に及ぶ可能性があり、緊急に広域的に警戒区域を設定する必要がある場合

など、武力攻撃災害による住民の生命又は身体に対する危険を防止するため緊急の

必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、当該警戒区域への立入を制限若し

くは禁止し、又は当該区域からの退去を命じる。

この場合において、知事は、区域の設定、立入制限等の措置の実施方法等につい

て、必要に応じ県警察、宮崎海上保安部又は日向海上保安署と協議、調整する。

(2) 警戒区域の設定に伴う措置等

、 、 、① 県は 警戒区域を設定し 立入制限・禁止又は退去命令の措置を講じたときは

速やかに放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関に対して、その旨

の放送を要請する。

、 、 、② 県は 警戒区域を設定し 立入制限・禁止又は退去命令の措置を講じたときは

直ちにその旨を関係市町村長その他の関係機関に通知する。

この場合において、当該通知を受けた県警察は、交通規制など必要な措置を講

ずる。

③ 県は、警戒区域を設定したとき、又は警戒区域の設定を変更し、若しくは解除

をした場合は、広報車等を活用し、住民に広報、周知する。

④ 県は、警戒区域の設定をした場合は、国の対策本部長の住民の避難に関する措

置が適切に講じられるように、消防庁を通じて国の対策本部長に連絡する。

⑤ 県は、警戒区域の設定に当たっては、ロープ、標示板等で区域を明示するとと

もに、必要と認める場所に職員を配置し、車両及び住民が立ち入らないように必

要な措置をとるものとする。

(3) 警察官による警戒区域の設定等

① 警察官は、知事若しくは市町村長による警戒区域の設定を待ついとまがないと

認めるとき、又はこれらの者から要請があったときは、警戒区域を設定すること

ができる。

② 知事は、必要があると認めるときは、海上保安官に対し、海上における警戒区

域の設定を要請する。
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５ 応急公用負担等

(1) 基本的な考え方

県は、武力攻撃災害を防除・軽減するために必要な武力攻撃災害への対処措置を

講じなければならないが、その際、緊急の必要があるときは、工作物の一時使用等

の措置を講ずるものする。

この場合において、工作物の一時使用等の措置は、国民保護措置を実施するため

に必要最小限のものに限り、かつ、公正かつ適正な手続の下に行うことに留意する

こととする。

(2) 工作物の一時使用等

① 知事は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合におい

て、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認める

ときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

ア 他人の土地、建物その他の工作物の一時使用

イ 土石、竹木その他の物件の使用又は収用

ウ 武力攻撃災害を受けた現場の工作物又は物件で措置の実施の支障となるもの

の除去その他必要な措置

、 、 、② 知事は ①のア及びイの措置を行ったときは 速やかに当該工作物等の占有者

所有者その他の権限を有する者に対し、当該工作物等の名称又は種類、形状、数

量、所在した場所、当該措置に係る期間又は期日その他事項を通知するものとす

る。

この場合において、通知する相手方の氏名及び住所を知ることができないとき

は、通知に代えて、県の事務所に必要事項を掲示するものとする。

③ 知事は、①のウの工作物等の除去を行った場合は、所有者等に返還するため、

倉庫等への保管、警備員等による監視等により、除去した工作物等を適切に保管

するものとする。

この場合において、知事は、当該工作物等の名称又は種類等を公示する。

ただし、保管した工作物等が滅失又は破損するおそれがあるときや、保管に不

相当な費用等を要するときは、当該工作物等を売却し、売却代金を保管するもの

とする。
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６ 消防に関する措置等

(1) 消防機関との連携

県は、消防機関が武力攻撃災害を防除し、及び軽減するため、円滑に消火・救急

・救助等の活動を行うことができるよう、被害の状況や対処方法等について情報を

収集、提供し、共有化を図るなど、消防機関と緊密な連携を図る。

(2) 県警察による被災者の救助等

、 、 。県警察は 把握した被害状況に基づき 消防機関との連携の下に救助活動を行う

大規模な被害の場合は、県公安委員会は、必要に応じ、警察庁又は他の都道府県警

察に対する警察災害派遣隊の派遣要求及び連絡等の措置を実施する。

(3) 消防等に関する指示

① 市町村長等に対する指示

知事は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合におい

て、緊急の必要があると認めるときは、市町村長若しくは消防長又は水防管理者

に対し、所要の武力攻撃災害の防御に関する措置を講ずべきことを指示する。

この場合において、知事は、その対処に当たる職員の安全の確保に関し十分配

慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講ずる。

② 消防庁長官の指示

知事は、消防庁長官から武力攻撃災害を防御するための消防に関する措置の指

示を受けた場合は、武力攻撃災害の発生した市町村との連絡及び市町村相互間の

連絡調整を図るほか、市町村長若しくは消防長又は水防管理者に対して必要な指

示を行う。

③ 消防庁長官に対する消防の応援等の要請

知事は、本県の区域が被災し、県内の消防力だけでは対処できない場合は、消

防庁長官に消防の応援等の要請を行う。

④ 消防庁長官から被災都道府県に対する消防の応援等の指示を受けた場合の対応

知事は、本県が被災していない場合において、消防庁長官から被災都道府県に

対する消防の応援等の指示を受けて必要な措置を講ずるときは、緊急消防援助隊

の派遣の要領等を踏まえつつ、自ら県内の市町村長に対し、消防機関の職員の応

援出動等の措置を講ずべきことを指示する。
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７ 市町村長による応急措置等

緊急通報の伝達(1)

市町村長は、県から緊急通報の通知を受けたときは、警報の伝達方法に準じ、住

民等への伝達を行うものとする。

災害拡大の防止措置(2)

市町村長は、武力攻撃災害が発生するおそれがあり、その拡大を防止するため緊

急の必要があると認めるときは、武力攻撃災害が発生した場合においてこれを拡大

、 、させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者 所有者又は管理者に対し

災害の拡大を防止するために必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安

その他必要な措置を講ずべきことを指示するものとする。

また、必要があると認めるときは、警察署長、宮崎海上保安部長又は日向海上保

安署長に対して、上記の指示を行うよう要請するものとする。

退避の指示(3)

市町村長は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

緊急の必要があると認めるときは、退避の指示を行うものとする。

この場合、一義的には、地域の実情に精通し、住民に最も身近な存在として、目

前の危険から住民の生命、身体及び財産を保護する主たる役割を担っている市町村

長が県知事に先だって避難を指示すべきものとされている。

また、その基本的な考え方や具体的な措置は、知事が行う退避の指示に準じるこ

ととし、具体的には各市町村の国民保護計画において定めるものとする。

市町村長による警戒区域の設定等(4)

市町村長は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合にお

いて、緊急の必要があると認めるときは、警戒区域の設定を行うものとする。

この場合も、退避の指示と同様の趣旨から一義的には市町村長が県知事に先立っ

て措置すべきものとされている。

また、その基本的な考え方や具体的な措置は、知事が行う警戒区域の設定に準じ

ることとし、具体的には各市町村の国民保護計画において定めるものとする。

応急公用負担等(5)

市町村長は、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要がある

、 、 、と認めるときは 次に掲げる措置を講ずるものとし その具体的な取扱については

市町村国民保護計画において定めるものとする。

① 他人の土地、建物その他の工作物の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使

用若しくは収用

② 武力攻撃災害を受けた現場の工作物又は物件で国民保護措置の実施の支障とな

るものの除去その他必要な措置（工作物等を除去したときは、保管）
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災害の防御に関する措置(6)

市町村長若しくは消防長又は水防管理者は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに

発生しようとしている場合において、緊急の必要があると県知事が認め、指示がな

された場合は、所要の武力攻撃災害の防御に関する措置を講ずるものとする。

また、市町村長は、消防庁長官が、人命の救助等のために特に緊急を要し、知事

の指示を待ついとまがないと認め、消防に関する指示をした場合は、武力攻撃災害

を防御するための消防に関する措置を講ずるものとする。

消防の応援(7)

市町村長は、他の都道府県の消防の応援等について、消防庁長官の指示を受けた

知事から指示がなされた場合、又は消防庁長官から直接指示を受けた場合は、当該

市町村の消防機関の職員の応援出動等の措置を講ずるものとする。
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第４ 武力攻撃原子力災害及びＮＢＣ攻撃による災害への対処等

１ 武力攻撃原子力災害への対処

(1) 地域防災計画（原子力災害対策編）等に準じた措置の実施

県は、国民保護法その他の法律の規定に基づく武力攻撃原子力災害への対処に関

する措置の実施に当たっては、原則として地域防災計画（原子力災害対策編）等に

定められた措置に準じた措置を講ずる。

(2) 放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報及び公示等

① 知事は、放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報を原子力事業所か

ら受けたとき又は内閣総理大臣及び原子力規制委員会（事業所外運搬に起因する

、 、 。 。）場合にあっては 内閣総理大臣 原子力規制委員会及び国土交通大臣 以下同じ

から通知を受けたときは、あらかじめ定める連絡方法により、周辺市町村長及び

指定地方公共機関に連絡する。

② 知事は、消防・警察機関等による連絡により、放射性物質等の放出又は放出の

おそれがあるとの情報を原子力事業者並びに内閣総理大臣及び原子力規制委員会

、 、より先に把握した場合には 直ちに原子力事業者にその内容を確認するとともに

その旨を内閣総理大臣及び原子力規制委員会に通報し、その受信確認を行う。

③ 知事は、国の対策本部長が、武力攻撃原子力災害の発生又は拡大を防止するた

め、応急対策の実施に係る公示を発出し、その通知を受けた場合には、警報の通

知に準じて、関係機関に当該公示の内容を通知する。

④ 知事は、国の対策本部長の指示に基づき、応急対策を行うとともに、必要に応

じ、市町村長に対して、所要の応急対策を講ずべき旨の指示を行う。

(3) 住民の避難等の措置

① 知事は、国の対策本部長による警報の発令や避難措置の指示が行われた場合に

は、当該指示等の内容を踏まえて、住民に対し避難を指示する。

この場合において 屋内避難 や 移動による避難 の実施の時期や範囲につ、「 」 「 」

いては、国の対策本部における専門的な分析や判断を踏まえた避難措置の指示に

基づいて、適切に行う。

② 知事は、原子力事業者からの通報内容等を勘案し、事態の状況により避難措置
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の指示を待ついとまがない場合は、その判断により、緊急通報を発令し、退避の

指示などの応急措置を講ずる。

(4) 武力攻撃原子力災害合同対策協議会との連携

① 県は、国の現地対策本部長が主導的に運営する「武力攻撃原子力災害合同対策

協議会」に職員を派遣するなど、同協議会と必要な連携を図る。

② 県は、武力攻撃原子力災害合同対策協議会において、医療関係情報、住民の避

難及び退避の状況等必要な情報提供を行うとともに、国の対処方針や被害状況、

応急措置の実施状況等の情報を共有し、応急対策等について必要な調整を実施す

るとともに、現地に派遣された専門家等から必要な助言を受ける。

(5) 国への措置命令の要請等

知事は、住民の生命、身体及び財産を保護するために、武力攻撃原子力災害の発

生等を防止する必要があると認めるときは、関係する指定行政機関の長に対して、

必要な措置を講ずべきことを命令するよう要請する。

また、知事は、生活関連等施設に係る規定に基づき、原子力事業者に対して安全

確保のために必要な措置を講ずるよう要請する。

(6) 安定ヨウ素剤の配布

県は、安定ヨウ素剤の予防服用に係る防護対策の指標を超える放射性ヨウ素の放

、 、出又はそのおそれがある場合には 国の対策本部長による服用時機の指示に基づき

住民に服用を指示するほか、事態の状況により、その判断に基づき服用すべき時機

の指示その他の必要な措置を講ずる。

(7) 飲食物の摂取制限等

県は 必要に応じ 飲食物の摂取制限等の措置について 宮崎県地域防災計画 原、 、 、 （

子力災害対策編）の定めの例により行うものとする。

(8) 要員の安全の確保

県は、武力攻撃原子力災害に係る情報について、武力攻撃原子力災害合同対策協

議会等において積極的な収集に努め、当該情報を速やかに提供するなどにより、応

急対策を講ずる要員の安全の確保に配慮する。

２ ＮＢＣ攻撃による災害への対処

(1) 基本的な考え方

県は、ＮＢＣ兵器による武力攻撃災害が生じた場合は、状況に応じて、緊急通報

や退避の指示、警戒区域の設定等の応急措置等を講ずるとともに、内閣総理大臣か

らの協力要請に応じて、汚染の拡大を防止するための措置を講じる。
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(2) 応急措置の実施

知事は、ＮＢＣ攻撃が行われた場合（手段がＮＢＣと特定されていない段階を含

む においては その現場における被害の状況に照らして 現場及びその影響を受。） 、 、

けることが予想される地域の住民に対して、緊急通報を発令するとともに、退避の

指示を行う。

また、ＮＢＣ攻撃による汚染の拡大を防止するため必要があると認めるときは、

警戒区域の設定を行う。

県警察は、職員の安全を確保するための措置を講じた上で、関係機関とともに、

原因物質の特定、被災者の救助等のための活動を行う。

(3) 関係機関との連携

知事は、県対策本部において、市町村、消防機関及び県警察等から収集した情報

を基に、被害の状況やその対処のために必要となる物的・人的資源等について整理

し、国に対して迅速に必要な支援を要請する。

この場合において、県は、県対策本部に派遣されている国の職員や自衛隊の連絡

員を通じて、円滑な調整を図るとともに、汚染物質に関する情報を、保健所を通じ

て、県衛生環境研究所、医療機関等と共有する。

(4) 協力要請に基づく措置の実施

知事は、内閣総理大臣から汚染拡大防止のための協力要請があった場合は、対処

基本方針及びそれに基づく各省庁の活動内容について、消防庁を通じて必要な情報

の提供を受け、原因物質の特定、汚染の除去、被災者の救助など所要の措置を講ず

る。

なお、当該措置を迅速に講ずる必要があると認めるときは、関係の市町村長、消

防組合の管理者、警察本部長等に対し必要な協力を要請する。

(5) 知事及び警察本部長の権限

① 知事又は警察本部長は (4)による措置を講ずる場合において 特に必要がある、 、

と認めるときは、次の措置を行う。

ア 汚染された その疑いがある場合を含む 以下イからカにおいて同じ 飲食（ 。 。）

物、衣類、寝具その他の占有者に対し、当該物件について、移動の制限若しく

は禁止、又は廃棄を命ずる。

イ 汚染された生活用水の管理者に対し、その使用若しくは給水の制限又は禁止

を命ずる。

ウ 汚染された死体の移動を制限し、又は禁止する。

エ 汚染された飲食物、衣類、寝具その他の物件を廃棄する。

オ 汚染された建物への立入を制限若しくは禁止し、又は当該建物を封鎖する。

カ 汚染された場所の交通を制限し、又は遮断する。
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② 知事又は警察本部長は、①のアからエの権限を行使するときは、当該措置の名

あて人に対し、次の事項を通知する。ただし、差し迫った必要があるときは、当

該措置を講じた後、相当の期間内に同事項を当該措置の名あて人に通知する。

・ 当該措置を講ずる旨

・ 当該措置を講ずる理由

・ 当該措置の対象となる物件、生活用水又は死体

・ 当該措置を講ずる時期

・ 当該措置の内容

③ ①のオ又はカに掲げる権限を行使するときは、適当な場所に次の事項を掲示す

る。ただし、差し迫った必要があるときは、その職員が現場で指示を行う。

・ 当該措置を講ずる旨

・ 当該措置を講ずる理由

・ 当該措置を講ずる時期

・ 当該措置の内容

・ 当該措置の対象となる建物又は場所

(6) 汚染原因に応じた対応に係る留意事項

県は、ＮＢＣ攻撃のそれぞれの汚染原因に応じて、国との連携の下、それぞれ次

の点に留意して措置を講ずる。

なお (4)の措置のほか 国と連携しつつ 汚染された物品の流通等による汚染又、 、 、

は感染を防ぐため、流通事業者、住民等に注意を呼びかけるものとする。

① 核攻撃等の場合

県は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、被ばく線量の管理を

行いつつ、活動を実施させる。

また、国の対策本部による汚染範囲の特定を補助するため、これに資する被災

情報を速やかに報告するよう努める。

② 生物剤による攻撃の場合

県は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、必要に応じ、ワクチ

ン接種を行わせる。

県は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年

） 、 、 、法律第１１４号 の枠組みに従い 患者の移送を行うとともに 国の指示の下で

汚染範囲の把握及び感染源を特定する。

、 、 、これを踏まえて 保健所は 関係機関と連携して消毒等の措置を行うとともに

県衛生環境研究所は、平素から構築した連携体制を活用しつつ、適切な措置を講

じる。
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③ 化学剤による攻撃の場合

県は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、関係機関が行う原因

物質の特定、汚染地域の範囲の特定、被災者の救助及び除染等に資する情報収集

を行う。
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１ 基本的な考え方

(1) 武力攻撃事態等においては、多数の避難住民や死傷者が発生することも想定され

ることから、家族や親族等の不安をできるだけ解消するため、安否情報の収集・整

理・提供に努めるものとする。

(2) 安否情報の収集等に当たっては、個人情報の保護及び報道の自由に十分留意する

とともに、他の国民保護措置の実施状況を勘案しつつ、その緊急性や必要性の度合

いを踏まえて行うべきものであることに留意する。

(3) 安否情報の収集、整理及び提供の流れは、概ね次のとおりとなる。

２ 安否情報の収集・整理

(1) 安否情報の収集

知事は、市町村から報告を受けた安否情報を整理するほか、県が管理する医療機

関、諸学校等からの情報収集、県警察への照会などにより、自ら安否情報を収集、

整理する。

この場合において、収集整理する項目は、次のとおりである。

安否情報収集・整理・提供の流れ

国　民

都道府県知事

・安否情報の収集・整理
・安否情報の回答
・総務大臣への報告

避難施設・関係機関等

・避難誘導の際の安否情報
の収集
・避難所における避難住民
名簿等作成

収集に協力

・メール
・ＦＡＸ

報告
・メール
・ＦＡＸ

報告
・メール
・ＦＡＸ

照会・回答

収集
・メール
・ＦＡＸ

都道府県警察本部等

・都道府警察本部等関係機
関からの安否情報の収集

総務大臣（消防庁）

・安否情報の整理
・安否情報の回答

市町村長

・安否情報の収集・整理
・安否情報の回答
・都道府県知事への報告

照会・回答 照会・回答

第３編第７章
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① 避難住民又は負傷した住民の場合

ア 氏名

イ 出生の年月日

ウ 男女の別

エ 住所

オ 国籍（日本国籍を有しない者に限る ）。

カ アからオのほか、個人を識別するための情報（アからオのいずれかの情報が

不明な場合において、当該情報に代えて個人を識別することができるものに限

る ）。

キ 居所

ク 負傷又は疾病の状況

ケ キ及びクのほか、連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報

② 死亡した住民の場合

ア ①のアからカ

イ 死亡の日時、場所及び状況

ウ 死体の所在

(2) 県警察からの通知

県警察は、死体の見分、身元確認、遺族等への遺体の引渡し等を行ったときは、

県対策本部に通知する。

(3) 安否情報収集の協力要請

県は、安否情報を保有する運送機関、医療機関、報道機関等の関係機関に対し、

必要な範囲において、安否情報の提供に協力するよう要請する。

この場合において、当該協力は各機関の業務の範囲内で行われるものであり、ま

た、当該機関の自主的な判断に基づくものであることに留意する。

(4) 安否情報の整理に係る留意事項

県は、市町村から報告を受け、又は自ら収集した安否情報について、できる限り

重複を排除し、情報の正確性の確保を図るよう努める。

この場合において、重複している可能性がある情報や必ずしも真偽が定かでない

情報についても、その旨がわかるように整理をしておく。

３ 総務大臣に対する報告

県は、総務大臣への報告に当たっては、原則として、武力攻撃事態等における安否

情報の収集・提供システムを用いて行う。ただし、事態が急迫してこれらの方法によ

ることができない場合は、電話等で報告する。
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４ 安否情報の照会に対する回答

(1) 安否情報の照会の受付

① 県は、県対策本部を設置した場合は、速やかに安否情報の相談窓口を開設し、

、 。電話及びファクシミリの番号 電子メールのメールアドレス等を住民に周知する

② 住民からの安否情報の照会については、原則として県対策本部に設置する相談

、 。窓口に 所定の様式に必要事項を記載した書面を提出することにより受け付ける

ただし、安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合や照会をしようとする者

が遠隔地に居住している場合など、書面の提出によることができない場合は、口

頭や電話、ファクシミリ、電子メールなどでの照会も受け付ける。

(2) 安否情報の回答

① 県は、照会に係る者の安否情報を保有及び整理している場合には、身分証明書

の提示等により当該照会をした者の本人確認を行うことなどにより、当該照会が

不当な目的によるものではないと認めるときは、当該照会に係る者が避難住民に

該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し、又は負傷しているか否かの別を

回答する。

② 県は、照会に係る者の同意があるとき又は公益上特に必要があると認めるとき

は、照会をした者が必要としている情報の内容を踏まえ、それに対応する安否情

報項目を所定の様式又は口頭等により回答する。

③ 県は、安否情報の回答を行った場合には、当該回答を行った担当者、回答の相

手の氏名や連絡先等を記録しておく。

④ 安否情報は個人情報であることから、その取扱いについては十分留意すべきこ

とを職員に周知徹底するとともに、安否情報データの管理を徹底する。

５ 日本赤十字社に対する協力

県は、日本赤十字社県支部から要請があったときは、その保有する外国人に関する

安否情報を提供する。
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６ 市町村による安否情報の収集及び提供

(1) 市町村による安否情報の収集

市町村は、避難住民等からの任意の情報収集や、医療機関、諸学校等安否情報を

保有している関係機関に対する協力要請等、安否情報の収集に係る具体的方法をあ

らかじめ定めておくものとする。

(2) 市町村による安否情報の報告及び照会に対する回答

市町村から県に対する安否情報の報告は、県から総務大臣に対する報告の手続に

準じて、また、安否情報の照会の受付及びそれに対する回答は、県の手続に準じて

行うものとする。
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１ 被災情報の収集及び報告

(1) 県は、武力攻撃災害が発生した場合は、防災映像伝送システム等を活用し、発生

の日時及び場所又は地域、災害の状況の概要、人的及び物的被害の状況等の被災情

報を収集する。

特に、県警察は、交番、駐在所、パトカー等の勤務員を情報収集に当たらせるほ

か、ヘリコプターテレビ伝送システム、交通監視カメラ等その保有する手段を活用

して、情報の収集を行う。

(2) 県は、被災情報の収集に当たっては、市町村に対し、火災・災害等即報要領（昭

和59年10月15日消防災第267号消防庁長官通知）に基づき報告を求める。

(3) 県は、自ら収集し、又は市町村及び指定地方公共機関から報告を受けた被災情報

の第一報については、火災・災害等即報要領に基づき、電子メール、ファクシミリ

等により、直ちに消防庁に報告する。

また、県は、第一報を報告した後も、随時被災情報及び住民の避難に関する措置

に係る情報の収集に努めるとともに、市町村に報告を求め、収集した情報を電子メ

ール、ファクシミリ等により消防庁が指定する時間に報告する。

なお、新たに重大な被害が発生した場合など、知事が必要と判断した場合には、

直ちに消防庁に報告する。

(4) 県警察は、収集した情報を県対策本部、警察庁及び九州管区警察局に速やかに連

絡する。

２ 県による被災情報の公表

県は、国の対策本部が行う被災情報の公表との調整を図りつつ、県内での被災状況

に係る情報を、可能な限り迅速かつ詳細に市町村等の関係機関、報道機関等に対して

、 、 。提供するとともに 県のホームページに掲載することなどにより 県民等へ周知する

３ 市町村及び指定地方公共機関による被災情報の報告等

市町村は、火災・災害等即報要領に基づき被災情報の第一報を県に報告するものと

し、その後は随時、県が消防庁に報告を行う方法に準じて、県に被災情報を報告する

ものとする。

指定地方公共機関は、その管理する施設・設備や業務として行う国民保護措置に関

する被災情報の収集に努めるとともに、各機関が保有する情報通信手段により、当該

被災情報を県に速やかに報告するものとする。

第３編第８章
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第９章 保健衛生の確保その他の措置

１ 保健衛生の確保

県は、避難所等の保健衛生の確保を図るため、避難住民等の状況等を把握し、その

状況に応じて、県地域防災計画に準じて、次に掲げる措置を実施する。

(1) 保健衛生対策

、 、 、県は 避難先地域に対して 医師等保健医療関係者からなる巡回保健班を派遣し

健康相談、指導等を実施するとともに、健康相談等窓口を設置するなど、当該地域

の衛生状況の保全、避難住民等の健康状態の把握、健康障害の予防等を行う。

この場合において、高齢者、障がい者その他特に配慮を要する者の心身双方の健

康状態には特段の配慮を行う。

(2) 防疫対策

県は、避難住民等が生活環境の悪化、病原体に対する抵抗力の低下による感染症

等の発生を防ぐため、感染症予防のための啓発、健康診断及び消毒等の措置を講ず

る。

(3) 食品衛生確保対策

県は、避難先地域における食中毒等を防止するため、食品衛生関係団体と連携し

て、食品衛生班等を編成し、飲料水、食品等の衛生確保のための措置を講ずる。

(4) 栄養指導対策

県は、避難先地域の住民の健康維持のために、栄養士等からなる栄養指導班を編

制し、関係団体と連携して栄養管理、栄養相談及び指導を行う。

２ 家畜防疫対策

県は、畜舎の倒壊、半壊、流失、浸水等の状況及び家畜の死亡状況等の早期把握に

努め、県農業共済組合、県獣医師会及び関係市町村との被害情報の共有を図る。

さらに、必要に応じて、県農業共済組合、県獣医師会等の協力を得て、家畜衛生班

を編成し、巡回による調査、検査、消毒、診療等の必要な対策を実施する。

第３編第９章
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３ 廃棄物の処理

(1) 産業廃棄物処理の特例

① 県は、環境大臣が指定する特例地域においては、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律（昭和４５年法律第１３７号）に基づく産業廃棄物処理業の許可を受けて

いない者に対して、必要に応じ、環境大臣が定める特例基準に定めるところによ

り、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行わせる。この場合において、

環境省と連携するとともに、関係市町村に対し情報提供を行う。

② 県は、①により産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者により特例

基準に適合しない産業廃棄物の収集、運搬又は処分が行われたことが判明したと

きは、速やかにその者に対し、期限を定めて産業廃棄物の収集、運搬又は処分の

方法の変更その他の必要な措置を講ずべきことを指示するなど、特例基準に従う

よう指導する。

(2) 廃棄物処理対策

県は、県地域防災計画の定めに準じて 「災害廃棄物対策指針 （平成３０年３月、 」

環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室作成）等を参考としつつ、廃棄物処

理体制を整備する。

① 県は、廃棄物関連施設などの被害状況の把握を行うとともに、市町村からの要

請に基づき、各市町村及び関係団体に広域的な応援を要請し、必要な支援活動の

調整を行う。

② 県は、被害状況から判断して区域内での広域的な応援による処理が困難と見込

まれる場合は、国の協力を得つつ、被災していない他の都道府県に対し、応援要

請する。

４ 市町村による廃棄物の処理

(1) 実施責任者

市町村長は、被災地におけるごみ及びし尿の収集、運搬、処分等の廃棄物処理を

実施する。この場合において、当該市町村のみでは処理できない場合は、県及び他

の市町村の応援を得て実施する。

(2) 処理体制

市町村長は、ごみの発生状況と収集運搬体制や処理施設の稼働状況等の処理能力

を総合的に判断して、適切な処理体制をとるよう努めるものとする。

なお、環境大臣が、生活環境の悪化を防止することが特に必要と認めて指定した

特例地域においては、市町村長は、許可を受けていない者に特例基準により処理を

させることができる。
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５ 文化財の保護

(1) 重要文化財等に関する命令又は勧告の告知等

県教育委員会は、県内の重要文化財等（重要文化財、重要有形民俗文化財又は①

史跡名勝天然記念物をいう に関し 文化庁長官が武力攻撃災害による重要文化。） 、

財等の被害を防止するため命令又は勧告を行う場合には、文化財保護法（昭和２

５年法律第２１４号）の手続に準じて、速やかに所有者等に対し当該命令又は勧

告を告知する。

命令又は勧告に従って必要な措置を講じようとする重要文化財等② 文化庁長官の

の所有者から、県教育委員会に対し、文化庁長官に対する支援の求めがあった場

合には、速やかに、その旨を文化庁長官に対し連絡する。

(2) 国宝等の被害を防止するための措置の施行

県教育委員会は、文化庁長官から、国宝等（国宝又は特別史跡名勝天然記念物を

いう ）の被害を防止するための措置の施行の全部又は一部の委託を受けた場合に。

は、速やかに当該措置の施行に当たる。

この場合において、県教育委員会は、その職員のうちから、当該措置の施行及び

当該国宝等の管理の責任者を定めることとし、責任者は、当該措置の施行に当たる

ときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを

示し、かつ、その正当な意見を十分に尊重するものとする。
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第１０章 国民生活の安定に関する措置

第１ 被災地、避難先及びその周辺の秩序の維持

１ 基本的な考え方

武力攻撃災害が発生すると、一瞬にして社会生活基盤が崩壊し、被災地や住民等の

避難先、その周辺等において、災害直後から様々な犯罪、事故等が発生することが予

想される。

、 、 、 、このため 県及び県警察は 関係機関等との緊密な連携のもとに 被災情報の収集

分析を行い、被災地域等における秩序の維持を図るよう努めるものとする。

また、被災地等での犯罪、交通、行方不明者等に関する様々な情報を関係機関等と

共有し、地域一体となった活動を推進するものとする。

２ 県民への広報・伝達

県は、県警察、市町村等の情報等に基づき、武力攻撃等に伴う混乱が生じ、又は混

乱が生ずるおそれがあると認めるときは、県のホームページに関連情報を掲載すると

ともに、関係機関の協力を得て、県民のとるべき措置について呼びかけを行うものと

する。

第３編第１０章
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第２ 生活関連物資等の価格安定

１ 基本的な考え方

武力攻撃事態等においては、生活関連物資等が不足することが想定されるため、県

は、国と連携しつつ、物価の安定を図り、生活関連物資等の適切な供給を図るととも

に、価格の高騰や買占め及び売惜しみを防止するものとする。

※ 生活関連物資等：食料、被服、日用品、燃料、生産資材その他の国民生活との関

連性が高い又は国民経済上重要な物資又は役務

２ 物価の実態把握及び情報提供

(1) 県職員の中から任命した物価調査員による価格調査を行うとともに、県消費生活

センターに相談窓口を設置し、物価の実態把握に努めるものとする。

(2) ホームページやファクシミリ、消費生活情報誌等により、消費者への情報提供に

努める。

(3) 内閣府の物価情報ネットワーク等を活用しつつ、国や関係機関との情報共有や県

民への情報提供に努める

３ 事業者への要請等

県は、必要に応じ、関係事業者団体等に対して、物資等の供給・流通の確保や便乗

値上げの防止の要請等を実施する。

４ 関係法令の発動

(1) 条例による対応

県は、生活関連物資等の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあ

るときは、宮崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例（昭和５４年宮崎県条

例第８号）に基づき、特別の調査を要する生活関連物資の指定を行い、価格上昇の

原因、需給の状況等を調査する。

また、円滑な流通を妨げ、又は適正な利得を著しく超えることとなる価格で供給

を行っている事業者に対し、必要に応じて、指定物資の売渡しその他の指導又は勧

告を行うものとする。
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(2) 法令の発動の要請

県は、国に対し、次に掲げる法令の発動を要請するとともに、当該法令に基づく

知事の権限に属する措置を適切に実施するものとする。

① 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律（昭和４

８年法律第４８号）

② 国民生活安定緊急措置法（昭和４８年法律第１２１号）

③ 物価統制令（昭和２１年勅令第１１８号）

④ 石油需給適正化法（昭和４８年法律第１２２号）

⑤ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律（平成６年法律第１１３号）
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第３ 避難住民等の生活安定等

１ 総合相談窓口の設置

県は、避難住民等の生活の安定等を図るため、総合相談窓口を設置し、関係機関等

とも連携しながら、各種支援措置の情報提供等を行うものとする。

また、被災の状況等を勘案し、市町村とも協議しながら、必要に応じ、地方におけ

る相談窓口を設置するものとする。

２ 被災児童等に対する教育

県は、被災した児童生徒等に対する教育に支障が生じないようにするため、避難先

での学習機会の確保、教科書の供給、授業料の減免、奨学金の貸与、被災による生活

困窮家庭の児童生徒に対する就学援助、また避難住民等が被災地に復帰する際の必要

に応じた学校施設等の応急復旧等を関係機関と連携し、適切な措置を講ずる。

３ 公的徴収金の減免等

県は、避難住民等の負担軽減のため、法律及び条例の定めるところにより、県税に

関する申告、申請及び請求等の書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限の延長

並びに県税(延滞金を含む。)の徴収猶予及び減免の措置を被害の状況に応じて実施す

るとともに、国民健康保険制度等における医療費負担の減免及び保険料の減免等の措

置について市町村と調整を行うものとする。

４ 就労状況の把握と雇用の確保

県は、被災者等の就労状況の把握に努めるとともに、厚生労働省の職業紹介等の雇

用施策及び被災地域における雇用の維持に関する措置に協力し、その避難住民等被災

地域等の実情に応じた雇用確保等に努める。

５ 生活再建資金の融資等

県は、武力攻撃災害により住居・家財及び事業所等に被害を受けた者が、自力で生

活の再建をするに当たり必要となる資金については、自然災害時の制度等を参考にし

つつ、被災状況に応じた制度の実施等の対応を検討する。
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第４ 生活基盤等の確保

１ 県の管理する生活基盤等の確保

県は、武力攻撃災害が発生した場合において、県民生活の安定を確保するため、次

のとおり、県の管理する生活基盤等の機能の確保を図るものとする。

(1) その管理する河川、道路及び港湾の機能を維持するために必要な措置を講ずる。

(2) 県立病院における医療を確保するために必要な措置を講ずる。

(3) 工業用水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講ずる。

２ 指定地方公共機関による生活基盤等の確保

指定地方公共機関は、武力攻撃災害が発生した場合において、県民生活の安定を確

保するため、国民保護業務計画に定めるところにより、次のとおり、その管理する生

活基盤等の機能の確保を図るものとする。

(1) 宮崎瓦斯株式会社及び一般社団法人宮崎県ＬＰガス協会は、ガスを安定的かつ適

切に供給するために必要な措置を講ずる。

(2) 日豊汽船株式会社、宮崎交通株式会社、一般社団法人宮崎県バス協会及び一般社

団法人宮崎県トラック協会は、旅客及び貨物の運送を確保するために必要な措置を

講ずる。

(3) 公益社団法人宮崎県医師会、一般社団法人宮崎県歯科医師会、一般社団法人宮崎

県薬剤師会及び公益社団法人宮崎県看護協会は、医療、歯科医療、薬剤及び看護を

確保するために必要な措置を講ずる。

、 。(4) 宮崎県道路公社は 一ッ葉有料道路の交通を確保するために必要な措置を講ずる
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１ 基本的な考え方

県警察及び道路管理者である県は、武力攻撃事態等において、道路交通の安全を確

保するとともに、住民の避難、緊急物資の運送その他の措置が的確かつ迅速に実施さ

れるよう、必要な交通規制を行うものとする。

交通規制を行った場合は、県対策本部に交通規制情報を集約し、関係機関との情報

の共有に努めるものとする。

２ 交通状況の把握

県警察は、現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ、車両感

知器等を活用して、通行可能な道路や交通状況を迅速に把握する。

道路管理者である県は、武力攻撃災害が発生した場合は、所管道路の巡回点検を行

い、被災状況等を把握する。

３ 交通規制の実施

(1) 道路管理者による規制

道路管理者である県は、武力攻撃等に伴う道路の破損、欠壊その他の事由により

交通が危険であると認める場合は、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４６条

の規定により、道路の通行を禁止し、又は制限するものとする。

(2) 県公安委員会による規制

① 県公安委員会は、武力攻撃事態等において、道路における危険を防止し、その

他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、道路交通法（昭和３

５年法律第１０５号）第４条の規定により、交通整理、歩行者又は車両等の通行

の禁止その他の道路における交通の規制をするものとする。

② 県公安委員会は、武力攻撃事態等において、国民保護措置が的確かつ迅速に行

われるようにするため緊急の必要があると認めるときは、速やかに区域又は道路

の区間を指定して、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は

制限するなど、緊急交通路の確保に当たるものとする。

緊急交通路の確保に当たっては、人命の安全、被害の拡大防止、国民保護措置

の的確かつ円滑な実施等に配意して行う。

、 、また 武力攻撃事態等に係る地域への流入車両等を抑制する必要があるときは

当該地域周辺の県警察とともに、周辺地域を含めた広域的な交通規制を行うもの

とする。

、 、 、なお 交通規制は 国の対策本部長により道路の利用指針が定められた場合は

その利用指針を踏まえ、適切に行うものとする。

第３編第１１章
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４ 緊急通行車両の確認

緊急通行車両については、消防庁、警察庁等関係省庁による通知に定めるところに

より、被災状況や応急対策の状況に応じ、知事又は県公安委員会が確認を行う。

５ 交通規制等の周知徹底

県警察及び道路管理者である県は、交通規制や道路の通行禁止措置等を行ったとき

、 、 、は 直ちに通行禁止等に係る区域又は道路の区間その他の必要な事項について 住民

運転者等に周知徹底を図る。

６ 緊急交通路確保のための権限等

(1) 交通管制施設の活用

県警察は、効果的な交通規制を実施するため、交通情報板、信号機等の交通管制

施設を活用する。

(2) 放置車両の撤去等

県警察は、緊急交通路を確保するため必要な場合には、放置車両の撤去、警察車

両による緊急通行車両の先導等を行う。

(3) 運転者等に対する措置命令

県警察は、緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、必要に応じて、運転者等

に対し車両移動等の措置命令を行う。

(4) 障害物の除去

県警察は、緊急交通路の障害物の除去について道路管理者、消防機関及び自衛隊

等と協力し、状況に応じて必要な措置をとる。

７ 関係機関等との連携

県警察は、交通規制に当たっては、道路管理者その他の関係機関との密接な連携

を確保する。
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第１２章 赤十字標章等及び特殊標章等の交付及び管理

１ 赤十字標章等の交付及び管理

(1) 知事は、国の定める「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガ

イドライン」に基づき、交付要綱を作成した上で、次に掲げる医療機関等に対し、

赤十字標章等、特殊信号又は身分証明書を交付し、又は使用させる。

① 避難住民等の救援を行う医療機関又は医療関係者

② 避難住民等の救援に必要な援助について協力をする医療機関又は医療関係者

③ ①及び②に掲げる者の委託により医療に係る業務（捜索、収容、輸送等）を行

うもの

(2) 知事は、次に掲げる医療機関等から赤十字標章等の使用に係る許可申請を受けた

場合は、交付要綱に基づき、赤十字標章等、特殊信号又は身分証明書の使用を許可

する。

① 医療機関である指定地方公共機関

② 県内で医療を行うその他の医療機関又は医療関係者

２ 特殊標章等の交付及び管理

(1) 知事又は警察本部長は、国が定める「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の

運用に関するガイドライン」に基づき、交付要綱を作成した上で、それぞれ次に掲

げる職員等に対し、特殊標章等を交付し、又は使用させる。

① 知事

ア 国民保護措置に係る職務を行う県職員

イ 知事の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

ウ 知事が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

② 警察本部長

ア 国民保護措置に係る職務を行う県警察の職員

イ 警察本部長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

ウ 警察本部長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする

者

、 、(2) 知事は 指定地方公共機関から特殊標章等の使用に係る許可申請を受けた場合は

交付要綱に基づき、特殊標章等の使用を許可する。

３ 赤十字標章等及び特殊標章等に係る普及啓発

県は、国、日本赤十字社及びその他関係機関と協力しつつ、武力攻撃事態等におけ

る赤十字標章等及び特殊標章等の使用の意義及びそれを使用するに当たっての濫用防

止のための規定等について、教育や学習の場などの様々な機会を通じて啓発に努める

ものとする。

第３編第１２章
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（ 白 地 に 赤 十 字 ）

【 赤十字標章等及び特殊標章等の意義 】

１９４９年８月１２日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に

関する追加議定書（第一追加議定書）において規定される「赤十字標章等」及び

「国際的な特殊標章等」は、それぞれ国民の保護のために重要な役割を担う医療行

為及び国民保護措置を行う者及びその団体、その団体が使用する場所又は車両、船

舶、航空機等を識別するために使用することができ、それらは、ジュネーヴ諸条約

及び第一追加議定書の規定に従って、敵国の攻撃から保護されることとされている。

１ 赤十字標章等

① 標章

第一追加議定書第８条（l）に規定される特殊標章（白地に赤十字、赤新月又

は赤のライオン及び太陽から成る ）。

② 信号

第一追加議定書第８条（ｍ）に規定される特殊信号（医療組織又は医療用輸

送手段の識別のための信号又は通報）

③ 身分証明書

第一追加議定書第１８条３に規定される身分証明書（様式のひな型は下記の

とおり）

④ 識別対象

医療関係者、医療機関、医療のために使用される場所及び医療用輸送手段等

裏面表面

（この証明書を交付等 身長/Height 眼の色/Eyes 頭髪の色/Hair

する許可権者の名を

記載するための余白）

その他の特徴又は情報/Other distinguishing marks or information:

血液型/Blood type

身 分 証 明 書

IDENTITY CARD

常時の
自衛隊の衛生要員等以外の 医療関係者用

臨時の

PERMANENT
for civilian medical personnel

TEMPORARY

氏名/Name

生年月日/Date of birth 所持者の写真

/PHOTO OF HOLDER

この証明書の所持者は、次の資格において、１９４９年８月１２日

のジュネーヴ諸条約及び１９４９年８月１２日のジュネーヴ諸条約の国

際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（議定書Ⅰ）によっ

て保護される。

The holder of this card is protected by the Geneva Conventions of

12 August 1949 and by the Protocol Additional to the Geneva

Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of

Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) in his capa

city as 印章/Stamp 所持者の署名/Signature of holder

交付等の年月日/Date of issue

証明書番号/No. of card

許可権者の署名/Signature of issuing authority

有効期間の満了日/Date of expiry

（日本工業規格Ａ７（横７４ミリメートル、縦１０５ミリメートル ））

、 。※ 赤のライオン及び太陽の標章は いずれの国も１９８０年以降使用していない

また、赤新月の標章は、イスラム教国において使用されるものである。

（ 第 一 追 加 議 定 書 付 属 書 Ⅰ に 規 定 す る 身 分 証 明 書 の ひ な 型 ）
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２ 特殊標章等

① 特殊標章

第一追加議定書第６６条３に規定される国際的な特殊標章（オレンジ色地に

青の正三角形）

② 身分証明書

第一追加議定書第６６条３に規定される身分証明書（様式のひな型は下記の

とおり）

③ 識別対象

国民保護関係者、保護のために使用される場所等

裏面表面

（この証明書を交付等 身長/Height 眼の色/Eyes 頭髪の色/Hair

する許可権者の名を

記載するための余白）

その他の特徴又は情報/Other distinguishing marks or information:

血液型/Blood type

身 分 証 明 書

IDENTITY CARD

国民保護措置に係る職務等を行う者用

for civil defence personnel

氏名/Name

生年月日/Date of birth

この証明書の所持者は、次の資格において、１９４９年８月１２日の 所持者の写真

ジュネーヴ諸条約及び１９４９年８月１２日のジュネーヴ諸条約の国際 /PHOTO OF HOLDER

的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（議定書Ⅰ）によって

保護される。

The holder of this card is protected by the Geneva Conventions of

12 August 1949 and by the Protocol Additional to the Geneva

Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of

Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) in his capa

city as

交付等の年月日/Date of issue 印章/Stamp 所持者の署名/Signature of holder

証明書番号/No. of card

許可権者の署名/Signature of issuing authority

有効期間の満了日/Date of expiry

（日本工業規格Ａ７（横７４ミリメートル、縦１０５ミリメートル ））

（ 第 一 追 加 議 定 書 付 属 書 Ⅰ に 規 定 す る

文 民 保 護 の 要 員 の 身 分 証 明 書 の ひ な 型 ）

（オレ ンジ色地

青の 正三角形）
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第１章 応急の復旧

１ 通信機器の応急の復旧

県は、武力攻撃災害の発生により、防災行政無線等関係機関との通信機器に被害が

発生した場合には、予備機への切替等を行うとともに、保守要員により速やかな復旧

措置を講ずる。また、復旧措置を講じてもなお障害がある場合は、他の通信手段によ

り関係機関との連絡を行うものとし、総務省にその状況を連絡する。

２ 県が管理する施設及び設備の応急の復旧

県は、武力攻撃災害が発生した場合には、職員等の安全の確保をした上で、その管

理する施設及び設備の被害状況について緊急点検を実施し、被害が生じた施設及び設

備の修繕等の措置を講じ、応急の復旧に努めるものとする。

特に、道路、港湾、漁港、河川その他の公共土木施設は、県民の日常生活及び社会

・経済活動において重要な役割を果たすことから、関係機関と密接な連携を図り、迅

速な復旧に努めるものとする。

３ 国に対する支援要請

県は、応急の復旧のための措置を講ずるに当たり必要があると認める場合は、国に

対し、それぞれ必要な人員や資機材の提供、技術的助言その他必要な措置に関し支援

を求める。

４ 市町村及び指定地方公共機関に対する支援

県は、水道、電気、ガス、通信等のライフライン事業者である市町村及び指定地方

公共機関から応急の復旧のため支援の要請があった場合には、ライフライン施設ごと

に要請の内容を把握した上で、所要の措置を講ずる。

第４編第１章
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１ 国における法制等の整備

武力攻撃災害が発生したときは、国において財政上の措置その他本格的な復旧に向

けた所要の法制が整備されるとともに、特に、大規模な武力攻撃災害が発生したとき

は、本格的な復旧に向けての国全体としての方向性について速やかに検討することと

されている。

したがって、県は、この武力攻撃災害の復旧に関する法令及び国が示す復旧方針に

従って、復旧に関する措置を実施するものとする。

２ 県が管理する施設及び設備の復旧

県は、武力攻撃災害により県の管理する施設及び設備が被災した場合は、被災の状

況、周辺地域の状況等を勘案しつつ、迅速な復旧を図るものとする。

また、必要があると判断するときは、地域の実情等を勘案して、当面の復旧の方向

を定め、より迅速な復旧を行うものとする。

第４編第２章
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１ 国民保護措置に要した費用の請求

国民保護措置の実施に要した費用で県が支弁したものについては、原則として国が

負担することとされていることから、県は、別途国が定めるところにより、国に対し

負担金の請求を行う。

２ 損失補償、実費弁償及び損害補償

(1) 損失補償

県は、次の処分を行った結果通常生ずべき損失については、国民保護法施行令に

定める手続等に従い、損失補償を行う。

① 救援のための特定物資の収用及び保管命令

② 収容施設や臨時の医療施設の開設のための土地、家屋又は物資の使用

③ 武力攻撃災害への対処のための土地等の一時使用又は土石、竹木等の使用若し

くは収用

④ 警察官等による交通規制の際の車両その他の物件の破損

(2) 実費弁償

県は、医療の実施の要請又は指示に従って医療を行う医療関係者に対しては、国

民保護法施行令で定める基準に従い、その実費を弁償する。

(3) 損害補償

、 、 、① 県は 次の援助を要請し その要請を受けて協力をした者がそのために死亡し

負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、国民保護法施

行令に定める手続等に従い損害補償を行う。

ア 避難住民の誘導に必要な援助

イ 救援に必要な援助

ウ 消火、負傷者の搬送、被災者の救助等の実施に必要な援助

エ 保健衛生の確保に必要な援助

② 県は、医療の実施の要請又は指示に従って医療を行う医療関係者がそのために

死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、国民

保護法施行令に定める手続等に従い損害補償を行う。

第４編第３章
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３ 総合調整及び指示に係る損失の補てん

県は、国民保護措置の実施に関し、県対策本部長が市町村又は指定公共機関若しく

は指定地方公共機関に対し総合調整を行い、又は指示をした結果、当該市町村又は指

定公共機関若しくは指定地方公共機関が損失を受けたときは、国が行う損失の補てん

の手続等に準じて、損失の補てんを行う。

４ 関係書類の保存等

県は、国民保護措置の実施に要する費用の支出及び国民の権利利益の救済の手続に

関連する文書（公用令書の写し、協力の要請日時、場所、協力者、要請者、内容等を

記した書類等）を、県文書管理規程等の定めるところにより、適切に保存する。

また、国に対する負担金の請求や国民の権利利益の救済を確実に行うため、武力攻

撃災害による当該文書の遺失等を防ぐために、安全な場所に確実に保管する等の配慮

を行う。

県は、これらの手続に関連する文書について、武力攻撃事態等が継続している場合

及び国民保護措置に関して不服申立て又は訴訟が提起されている場合には保存期間を

延長する。

５ 市町村が国民保護措置に要した費用の支弁等

(1) 国に対する負担金の請求等

市町村は、その国民保護措置の実施に要した費用の支弁や国に対する負担金の請

求等について、県国民保護計画に準じて定めるものとする。

この場合において、国に対する費用の請求については、別途国が定めるところに

より、国に対し請求するものとする。

(2) 損失補償及び損害補償

国民保護法に基づき市町村が行う損失補償及び損害補償の手続等については、県

国民保護計画に準じて定めるものとする。

６ 不服申立て及び訴訟への対応

県は、国民の保護のための措置に係る不服申立て（異議申立て・審査請求）を受け

た場合は、可能な限り迅速に処理するよう努めるものとする。
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緊急対処事態への対処第５編

１ 緊急対処事態

この国民保護計画が対象として想定する緊急対処事態については、第１編第２章２

に掲げるとおりである。

県は、緊急対処事態は、原則として、武力攻撃事態等におけるゲリラや特殊部隊に

よる攻撃等と類似の事態が想定されるため、緊急対処事態対策本部の設置や緊急対処

、 、保護措置の実施などの緊急対処事態への対処については 警報の通知及び伝達を除き

武力攻撃事態等への対処に準じて行う。

２ 緊急対処事態における警報の通知及び伝達

緊急対処事態においては、国の対策本部長により、攻撃の被害又はその影響の及ぶ

範囲を勘案して、警報の通知・伝達の対象となる地域の範囲が決定されることを踏ま

え、県は、緊急対処事態における警報については、通知及び伝達の対象となる地域を

管轄する機関、当該地域に所在する施設の管理者及び当該地域をその業務の範囲とす

る指定地方公共機関等に対し通知及び伝達を行う。

緊急対処事態における警報の通知及び伝達については、上記によるほか、武力攻撃

事態等における警報の通知及び伝達に準じて、これを行う。

第５編
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